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人
口
三
百
四
十
五
万
人
の
横
浜
市
は
、
住

民
が
自
分
の
意
思
で
住
基
ネ
ッ
ト
へ
の

不
参
加
を
選
べ
る
「
選
択
制
」
を
採
る

こ
と
に
し
た
。
中
田
宏
市
長
の
英
断
で
あ
る
。
選

択
制
の
対
象
は
、
年
齢
十
五
歳
以
上
。

十
五
歳
未
満
の
人
や
意
思
表
示
が
難
し
い
障
害

の
あ
る
人
は
、
親
権
者
な
ど
が
代
理
で
き
る
。
こ

の
措
置
は
、
同
市
の
印
鑑
登
録
条
例
に
準
じ
た
も

の
。
一
応
、
住
民
票
コ
ー
ド
と
住
基
ネ
ッ
ト
へ
の

参
加
の
有
無
を
問
う
通
知
は
各
世
帯
に
郵
送
さ
れ

る
。
不
参
加
を
希
望
す

る
人
は
、
十
月
十
一
日

ま
で
に
、
同
封
さ
れ
た

「
本
人
確
認
情
報
非
通

知
申
出
書
」
を
使
っ
て

申
し
出
を
す
る
。

こ
の
横
浜
市
の
選
択

方
式
に
対
し
、
総
務
省

は
、
ク
レ
ー
ム
を
付
け

て
い
る
。
市
区
町
村

は
、
コ
ー
ド
を
都
道
府

県
に
通
知
・
送
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
法
律
（
住
基
法
）
違
反
だ
と
い
う
。
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
強
行
採
決
、
国
民
の

大
半
が
反
対
す
る
な
か
、
無
理
や
り
11
ケ
タ
の
背

番
号
コ
ー
ド
を
つ
け
、
囚
人
の
よ
う
に
国
民
を
扱

う
仕
組
み
自
体
が
人
格
権
の
侵
害
、
憲
法
違
反
で

は
な
い
の
か
。

個
人
情
報
保
護
法
の
有
る
無
し
が
問
題
で
は
な

い
。
背
番
号
コ
ー
ド
で
常
時
監
視
さ
れ
る
屈
辱
か

ら
住
民
を
護
る
の
は
、
自
治
体
の
義
務
で
あ
る
。

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
国
民

の
人
格
権
や
地
方
自
治
を
踏
み
に
じ
り
、
「
悪
法

も
法
な
り
」
を
繰
り
返
す
中
央
の
役
人
や
、
国
家

総
動
員
令
に
も
似
た
恫
喝
を
繰
り
返
す
片
山
総
務

相
の
感
覚
だ
。

か
つ
て
ナ
チ
ス
は
囚
人
番
号
を
入
れ
墨
し
、
善

良
な
人
間
を
ヒ
ト
化
し
た
。
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
こ

れ
に
も
似
た
形
で
、
全
国
民
に
非
人
間
的
な
背
番

号
コ
ー
ド
を
振
り
、
監
視
す
る
デ
ー
タ
収
容
所
列

島
化
構
想
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
国
民
は
、
表
向

き
は
平
静
を
装
う
っ
て
は
い
て
も
、
嫌
悪
し
て
い

る
。
国
民
総
背
番
号
制
で
あ
る
住
基
ネ
ッ
ト
を
積

極
的
に
評
価
す
る
自
治
体
は
一
握
り
な
は
ず
で
あ

る
。福

島
県
矢
祭
町
の
根
本
町
長
、
東
京
都
杉
並
区

の
山
田
区
長
、
国
分
寺
市
の
星
野
市
長
な
ど
、
住

基
ネ
ッ
ト
か
ら
離
反
で
き
る
勇
気
の
あ
る
首
長
は

少
な
い
。
延
期
を
求
め
る
意
見
書
を
採
択
す
る
の

が
精
一
杯
で
あ
る
。
中
央
の
役
人
に
恫
喝
さ
れ
れ

ば
、
ほ
と
ん
ど
抵
抗
が
で
き
な
い
、
ひ
弱
な
地
方

自
治
の
現
実
が
あ
る
。
相
変
わ
ら
ず
の
中
央
集
権

で
、
地
方
分
権
な
ど
絵
に
描
い
た
餅
で
あ
る
。

今
後
、
国
は
、
横
浜
市
に
対
し
、
助
言
な
い
し

は
勧
告
、
総
務
相
に
よ
る
是
正
要
求
な
ど
、
執
拗

に
圧
力
を
加
え
て
く
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
（
国
の
自
治
体
へ
の
関

与
に
つ
い
て
の
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
に
、
総
務

省
に
置
か
れ
て
い
る
合
議
機
関
）
に
対
し
て
は
国

側
か
ら
審
査
の
申
し
出
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
自

治
事
務
で
あ
る
以
上
、
国
が
代
執
行
も
で
き
な

い
。
国
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
自
治
体
共
管
の
仕
組

み
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
な
ら
ば
、
住

基
ネ
ッ
ト
へ
の
参
加
・
不
参
加
は
、
自
治
体
側
、

ひ
い
て
は
そ
の
住
民
が
判
断
す
べ
き
は
当
然
で
あ

る
。
横
浜
市
の
中
田
市
長
、
頑
張
れ
。

横
浜
方
式
は
あ
く
ま
で
も
緊
急
避
難
的
な
措

置
。
離
脱
が
正
論
、
や
は
り
住
基
ネ
ッ
ト
は
い
ら

な
い
。
秋
の
臨
時
国
会
で
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
廃
止

法
案
を
是
非
と
も
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。二

〇
〇
二
年
九
月
二
〇
日
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◆
主
な
記
事
◆

・
ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

・
住
基
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
各
界
の
動
向

・
納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

http://www.pij-web.net/

横
浜
市
の

中
田
宏
市
長
、
頑
張
れ
！

～
住
基
ネ
ッ
ト
で
分
か
る
、

地
方
自
治
が
限
り
な
く
ゼ
ロ
の
現
実
～

(1)



私
た
ち
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

役
所
が
常
時
、
電
子
レ
イ
プ
で
き
る

屈
辱
の
住
基
ネ
ッ
ト
。
こ
れ
を
廃
止

す
る
法
律
の
成
立
に
全
力
を
投
じ
よ
う

国
民
全
員
に
11
ケ
タ
の
背
番
号
コ

ー
ド
（
住
民
票
コ
ー
ド
）
を
無

理
や
り
入
れ
墨
す
る
住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
住
基
ネ
ッ
ト
）
が

八
月
五
日
か
ら
動
き
出
し
た
。
政
府
や
片

山
総
務
相
な
ど
は
、
「
背
番
号
コ
ー
ド
を

付
け
て
人
間
を
管
理
す
る
の
は
時
代
の
流

れ
」
、
「
住
基
ネ
ッ
ト
は
専
用
回
線
で
つ

な
ぎ
、
し
か
も
限
ら
れ
た
93
事
務
で
し
か

使
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
騒
ぐ
な
」
と
国
民

や
自
治
体
を
恫
喝
し
て
、
無
理
や
り
推
し

進
め
た
。
さ
ら
に
、
来
年
八
月
か
ら
は
、

八
千
文
字
も
詰
め
込
め
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
の

埋
め
込
ま
れ
た
住
基
カ
ー
ド
を
使
っ
た
国

民
情
報
の
公
有
化
プ
ラ
ン
も
始
ま
る
。

中
央
の
役
人
は
、
「
人
間
に
Ｉ
Ｃ
チ
ッ

プ
を
埋
め
込
ま
な
い
だ
け
、
ま
だ
ま
し
」

と
で
も
言
い
た
げ
な
よ
う
だ
。

一
方
、
こ
の
裏
で
は
、
中
央
の
役
所

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電
子
政

府
（

）
構
想
を
画
策
し
て
い

る
。
こ
の
構
想
は
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を

核
と
し
た
住
基
ネ
ッ
ト
を
、
な
し
崩
し
的

に
一
万
六
千
事
務
に
ま
で
利
用
拡
大
す
る

プ
ラ
ン
だ
。
電
子
政
府
と
聞
け
ば
、
耳
あ

た
り
の
い
い
言
葉
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
実
質
は
、
官
業
合
作
の
新
た
な
公
共
事

業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
Ｅ
│
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
臭
い
す
ら
し
な
い
、
中
央
の
役
人
が
全

国
民
を
監
視
・
ス
ト
ー
キ
ン
グ
で
き
る

「
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
」
構
想
そ
の
も

の
だ
。
「
電
子
政
府
」
で
は
な
く
、
実
態

は
「
電
子
監
視
政
府
」
構
想
で
あ
る
。

今
日
、
道
路
・
ダ
ム
・
橋
な
ど
は
お
お

っ
ぴ
ら
に
作
れ
な
い
。
産
業
界
、
と
く
に

不
況
に
あ
え
ぐ
Ｉ
Ｔ
業
界
は
、
新
た
な
ビ

ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
、
こ
の

Ｉ
Ｔ
利
権
の
巣
窟
で
あ
る
「
電
子
監
視
政

府
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ハ
イ
エ
ナ
の
よ
う

に
群
が
っ
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
、
国
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
人
格
権
が
商
売
の
道

具
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｔ
不
況
下
、
住
民
票
コ
ー
ド

を
、
個
人
用
納
税
者
番
号
へ
と
転
用
す
る

プ
ラ
ン
、
そ
し
て
民
間
で
自
由
に
利
用
す

る
プ
ラ
ン
な
ど
、
拡
大
利
用
し
よ
う
と
す

る
計
画
が
目
白
押
し
の
状
況
で
あ
る
。
住

民
票
コ
ー
ド
の
〝
マ
ス
タ
ー
キ
ー
〟
化

を
、
情
報
ス
ト
ー
カ
ー
や
ハ
ッ
カ
ー
達

は
、
じ
っ
と
待
ち
構
え
て
い
る
。
住
民
票

コ
ー
ド
の
汎
用
は
、
コ
ー
ド
の
目
的
外
利

用
や
濫
用
を
招
き
、
「
な
り
す
ま
し
犯
罪

者
天
国
」
を
作
る
こ
と
は
確
実
だ
。
や
は

り
、
住
民
票
コ
ー
ド
は
危
険
だ
。
即
刻
廃

止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
で
、
全
国
民
の
人
格

を
、
役
人
が
管
理
す
る
「
人
格
権
ゼ
ロ
社

会
」
、
「
デ
ー
タ
収
容
書
列
島
化
」
は
す
ぐ

そ
こ
ま
で
き
て
い
る
。
住
基
法
改
正
の
際
に

法
附
則
に
盛
ら
れ
た
、
住
基
ネ
ッ
ト
稼
動
ま

で
に
個
人
情
報
保
護
措
置
を
講
じ
る
と
し
た

国
の
義
務
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
て
は
、
役

人
の
思
う
壺
に
は
ま
る
。
住
基
ネ
ッ
ト
批
判

を
か
わ
す
た
め
、
政
府
は
役
人
と
結
託
し

て
、
「
個
人
情
報
反
故
、
、

法
」
を
つ
く
っ
て
、

お
茶
を
濁
そ
う
と
す
る
に
違
い
な
い
か
ら

だ
。
「
こ
の
国
の
か
た
ち
を
ど
う
つ
く
る
の

か
」
、
役
人
任
せ
の
政
治
、
政
治
家
の
資
質

が
問
わ
れ
て
い
る
。

総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構

想
・
電
子
監
視
政
府
構
想
を
ど
う
し
た
ら

粉
砕
で
き
る
の
か
、
石
村
P
I
J
代
表

に
、
辻
村
P
I
J
副
代
表
が
聞
い
た
。

（
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
編
集
部
）

●
ほ
と
ん
ど
の
国
民
は

住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
離
脱
を
望
ん
で
い
る

（
辻
村
）
11
ケ
タ
の
「
住
民
票
コ
ー
ド
」

が
各
人
や
各
世
帯
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
次

第
に
、
住
基
ネ
ッ
ト
が
、
「
国
民
総
背
番

号
制
度
」
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ

て
き
た
よ
う
で
す
。
ふ
だ
ん
余
り
政
治
や

行
政
に
も
の
を
言
わ
な
い
で
き
た
人
た
ち

の
間
に
も
、
住
基
ア
レ
ル
ギ
ー
が
広
ま
っ

て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

（
石
村
）
中
央
に
何
も
文
句
を
言
え
な
い
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(2)

ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

◇
石
村
代
表
に
聞
く
◇

ど
う
粉
砕
す
る
、

総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

住
基
ネ
ッ
ト
は
国
民
の
人
格
権
を
国
家
管
理
す
る
新
た
な
公
共
事
業

Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
編
集
部
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(3)

ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

自
治
体
、
こ
う
し
た
不
満
を
吸
収
で
き
な

い
自
治
体
の
ひ
弱
な
姿
に
失
望
し
て
い
る

市
民
も
多
い
と
見
て
い
ま
す
。
国
の
役
人

の
意
の
ま
ま
に
動
く
政
治
家
、
住
基
ネ
ッ

ト
の
成
立
に
手
を
染
め
た
政
党
な
ど
に
対

し
、
あ
ら
た
め
て
怒
り
の
声
が
上
が
っ
て

い
ま
す
。

（
辻
村
）
若
い
マ
マ
さ
ん
が
、
わ
が
子
に

刻
印
さ
れ
た
背
番
号
通
知
を
見
て
、
「
こ

の
子
が
死
ぬ
ま
で
、
結
婚
・
離
婚
な
ど
で

氏
が
変
わ
れ
ば
記
録
さ
れ
、
住
所
が
変
わ

れ
ば
、
そ
れ
も
生
涯
に
わ
た
り
全
国
セ
ン

タ
ー
に
記
録
さ
れ
、
役
所
の
管
理
下
に
置

か
れ
る
。
こ
の
国
は
ど
う
い
っ
た
方
向
に

向
か
っ
て
い
る
の
か
、
わ
け
が
わ
か
ら
な

い
、
不
気
味
で
す
」
、
と
漏
ら
し
て
い
る

の
を
聞
き
ま
し
た
。

（
石
村
）
あ
る
女
性
は
、
「
私
た
ち
に
背

番
号
を
つ
け
電
子
レ
イ
プ
を
し
た
う
え
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
で
管
理
す
る
。
屈
辱
を
与
え

た
う
え
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
人
格
ま
で
支
配

し
よ
う
と
い
う
こ
の
国
に
嫌
気
が
さ
し
ま

し
た
」
と
、
は
き
捨
て
る
よ
う
に
言
っ
て

い
ま
し
た
。

（
辻
村
）
背
番
号
コ
ー
ド
は
本
人
が
し
っ

か
り
管
理
す
れ
ば
い
い
。
氏
名
・
住
所
・

生
年
月
日
・
性
別
・
変
更
履
歴
の
基
本
情

報
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
保
護
す
る
に

値
し
な
い
、
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
し
か

し
、
大
多
数
の
国
民
は
そ
う
思
っ
て
は
い

な
い
わ
け
で
す
。
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
確
実

に
、
国
民
に
不
快
感
を
与
え
る
制
度
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

（
石
村
）
ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
、
屈
辱
を

感
じ
、
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
の
離
脱
を
望
ん

で
い
る
の
が
実
態
で
し
ょ
う
。

（
辻
村
）
た
だ
、
住
基
ネ
ッ
ト
稼
動
ま
で

に
個
人
情
報
保
護
措
置
を
講
じ
る
と
し
た

義
務
違
反
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
て
は
、

役
人
の
思
う
壺
に
は
ま
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
や
は
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
廃
止
法
の
成

立
を
急
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

●
私
た
ち
の

人
権
を
護
っ
て
く
れ
る
ヘ
ッ
ド
を
選
ぼ
う

（
石
村
）
本
来
、
国
に
対
す
る
抵
抗
体
で

あ
る
は
ず
の
自
治
体
が
、
自
分
の
住
民
を

守
ろ
う
と
し
な
い
。
単
な
る
国
の
役
人
の

手
足
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
や

っ
て
、
か
つ
て
は
若
い
人
た
ち
を
戦
場
に

送
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
戦
争
が
終
わ
っ

て
、
地
方
分
権
が
ど
う
の
、
地
方
自
治
が

ど
う
の
と
騒
い
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

所
詮
、
中
央
の
役
人
の
手
の
中
で
踊
ら
さ

れ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
地
方
分

権
は
、
今
も
っ
て
、
絵
に
描
い
た
餅
の
ま

ま
で
す
。

（
辻
村
）
こ
う
見
る
と
、
や
は
り
、
横
浜

市
の
中
田
市
長
や
杉
並
区
の
山
田
区
長
、

国
分
寺
市
の
星
野
市
長
、
福
島
県
矢
祭
町

の
根
本
町
長
な
ど
、
住
民
の
人
権
を
大
切

に
す
る
人
、
中
央
の
役
人
と
対
等
に
渡
り

合
え
る
人
材
を
ヘ
ッ
ド
（
首
長
）
に
選
ば

な
い
と
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
私
の
住
ん
で
い
る
自
治
体
、
さ

い
た
ま
市
な
ん
か
は
ひ
ど
い
状
態
で
す
。

市
長
は
、
旧
浦
和
市
の
市
長
だ
っ
た
人
で

す
が
、
土
建
屋
と
の
利
権
が
ら
み
が
Ｔ
Ｖ

で
放
映
さ
れ
る
程
度
の
人
物
。
お
よ
そ
中

央
の
役
人
と
闘
う
な
ど
、
ま
っ
た
く
期
待

で
き
ま
せ
ん
。
住
基
ネ
ッ
ト
な
ど
何
の
疑

問
も
感
じ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
で
も
、
こ
ん
な
人
物
を
選
ん
で
い

る
の
も
そ
こ
の
住
民
な
の
で
す
か
ら
。

（
辻
村
）
住
民
の
自
己
責
任
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
ん
な

人
物
だ
か
ら
中
央
の
役
所
が
信
頼
す
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
地
方
政
治

の
現
実
の
な
か
で
、
と
も
か
く
、
三
四
五

万
人
の
全
国
最
大
の
横
浜
市
が
市
民
選
択

方
式
を
宣
言
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い

と
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
中
田
市
長
に
は

踏
ん
張
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
辻
村
）
神
奈
川
県
や
総
務
省
は
、
陰
日

な
た
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
く
る
で

し
ょ
う
か
ら
。

（
石
村
）
敗
戦
記
念
日
の
八
月
十
五
日

に
、
札
幌
の
Ｔ
Ｖ
局
の
住
基
ネ
ッ
ト
特
集

番
組
で
、
北
海
道
ニ
セ
コ
町
の
逢
坂
（
お

う
さ
か
）
誠
二
町
長
と
ご
一
緒
し
ま
し

た
。
逢
坂
町
長
も
四
十
三
歳
と
か
、
同
町

で
住
民
票
コ
ー
ド
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た

人
物
で
す
。
た
だ
、
サ
ポ
ー
タ
ー
が
わ
ん

さ
と
居
る
横
浜
市
な
ど
と
は
違
い
、
孤
立

無
援
に
近
い
状
況
、
町
長
自
身
の
責
任
で

踏
ん
張
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

（
辻
村
）
こ
う
し
た
地
方
で
正
論
を
説
い

て
い
る
ヘ
ッ
ド
（
首
長
）
を
し
っ
か
り
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
で
す
ね
。

（
石
村
）
よ
く
分
か
り
ま
す
。
都
会
と
違

い
、
余
り
人
材
・
サ
ポ
ー
タ
ー
が
い
な
い

わ
け
で
す
か
ら
ね
。

（
辻
村
）
と
も
か
く
、
役
人
の
サ
ポ
ー
タ

ー
で
な
い
人
物
を
自
分
ら
の
自
治
体
の
ヘ

ッ
ド
に
選
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で

な
い
と
、
国
が
、
住
民
に
対
し
、
背
番
号

コ
ー
ド
を
つ
け
ろ
と
命
じ
れ
ば
平
気
で
や

る
。
有
事
法
制
と
か
、
き
な
臭
い
こ
と
ば

か
り
画
策
し
て
い
る
小
泉
政
権
で
す
か

ら
、
ヘ
ッ
ド
の
選
択
は
重
要
で
す
。
住
民

も
し
っ
か
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
中
央
の
役
人
が
ば
っ
こ
し
て

も
、
政
治
は
迎
合
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
を

止
め
ら
れ
な
い
。
大
半
の
国
民
は
、
そ
の

日
の
暮
ら
し
の
こ
と
で
精
一
杯
で
す
。
不

気
味
な
背
番
号
コ
ー
ド
が
送
ら
れ
て
き
て

も
声
を
だ
せ
な
い
で
い
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
実
際
は
、
大
半
の
国

民
が
、
今
回
の
背
番
号
制
を
嫌
悪
し
て
い

ま
す
。
大
政
翼
賛
会
が
牛
耳
る
よ
う
な
国

会
の
状
況
で
す
。
ま
た
、
国
会
議
員
の
大

半
は
、
議
員
歳
費
を
も
ら
う
だ
け
で
本
来

の
議
員
ら
し
い
行
動
を
し
て
い
な
い
連
中
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ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

で
す
。
ま
し
て
や
、
ふ
つ
う
の
市
民
の
多

く
は
じ
っ
と
我
慢
す
る
し
か
な
い
の
が
実

情
で
す
。

●
ど
う
い
う
国
を
目
指
す
の
か

（
石
村
）
確
か
に
、
い
く
つ
か
の
自
治
体

は
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
実
施
に
抵
抗
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
治
体
は
、
個
人
情
報

保
護
法
の
不
成
立
を
抵
抗
の
理
由
に
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
本
質

は
、
本
当
は
、
こ
の
国
を
、
背
番
号
コ
ー

ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
す

る
デ
ー
タ
監
視
国
家
に
仕
立
て
る
こ
と
が

い
い
の
か
ど
う
か
に
あ
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
国
を
目
指

す
の
か
、
と
言
う
こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
先
ほ
ど
の

ニ
セ
コ
町
の
逢
坂
町
長
も
、
ち
ゃ
ん
と
し

た
〝
哲
学
〟
、
〝
国
家
像
〟
を
明
確
に
し

て
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
上

で
、
こ
の
問
題
を
ど
う
す
る
の
か
決
着
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
ま

し
た
。

（
辻
村
）
と
こ
ろ
が
、
多
目
的
利
用
の
背

番
号
コ
ー
ド
を
無
理
や
り
付
け
て
、
国
民

を
管
理
す
る
こ
と
自
体
が
許
さ
れ
る
の
か

ど
う
か
、
核
心
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
議
論

を
し
な
い
ま
ま
、
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ま
さ
に
人
権
論
議
は
ゼ
ロ
の
状

況
で
す
。

（
辻
村
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
憲
法
学

者
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を
使
っ
た
超

管
理
国
家
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
、
他
国
に

与
え
る
影
響
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
が
。

（
石
村
）
憲
法
学
者
は
、
じ
っ
と
冬
眠
を

決
め
込
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
本
当
の
下
手
人
は
、
別
に
い
ま

す
。
旧
自
治
省
が
住
基
ネ
ッ
ト
を
推
進
す

る
際
に
立
ち
あ
げ
た
研
究

会
に
参
加
し
た
、
当
時
の

日
教
組
委
員
長
や
「
連

合
」
幹
部
、
作
家
や
学
者

な
ど
、
呼
び
水
役
を
演
じ

た
連
中
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
辻
村
）
と
も
か
く
、
住

基
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、

国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が

あ
り
ま
せ
ん
。
役
人
の
構

想
す
る
デ
ー
タ
収
容
所
列

島
化
構
想
を
こ
の
ま
ま
進

め
て
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。

（
石
村
）
こ
の
ま
ま
で

は
、
日
本
は
役
人
が
ば
っ
こ
す
る
、
と
ん

で
も
な
い
国
に
な
り
ま
す
。
こ
の
問
題
の

再
検
討
の
た
め
に
も
、
是
非
と
も
背
番
号

廃
止
法
案
を
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

●
住
基
ネ
ッ
ト
の
な
し
崩
し
的
利
用
拡
大

（
辻
村
）
総
務
省
や
片
山
総
務
相
は
、

「
住
基
ネ
ッ
ト
は
専
用
回
線
で
つ
な
ぎ
、

し
か
も
限
ら
れ
た
93
事
務
で
し
か
使
わ
な

い
の
だ
か
ら
、
騒
ぐ
な
、
心
配
な
い
」
と

国
民
や
自
治
体
を
恫
喝
し
て
、
無
理
や
り

推
し
進
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
じ
連

中
が
、
「
電
子
政
府
（

）
」
構
想

を
産
業
界
と
一
緒
に
な
っ
て
立
ち
上
げ
て

◎
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
　

ム
懇
談
会
メ
ン
バ
ー
（
肩
書
は
当
時
）

石
弘
光
（
一
橋
大
学
教
授
）

磯
山
隆
夫
（
東
京
海
上
火
災
保
険
専
務
取

締
役
）

市
岡
揚
一
郎
（
日
本
経
済
新
聞
社
論
説
主

幹
）

岩
岡
美
紀
子
（
筑
波
大
学
助
教
授
）

大
橋
有
弘
（
明
星
大
学
教
授
）

荻
野
直
紀
（
読
売
新
聞
社
論
説
委
員
長
）

梶
原
拓
（
岐
阜
県
知
事
）

川
上
祐
司
（
日
本
教
職
員
組
合
委
員
長
）

公
文
宏
（
石
油
公
団
副
総
裁
）

栗
原
勝
（
浜
松
市
長
）

小
早
川
光
郎
（
東
京
大
学
教
授
）

堺
屋
太
一
（
作
家
、
経
済
評
論
家
）

佐
藤
晴
男
（
全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合

書
記
長
）

千
葉
一
男
（
新
王
子
製
紙
会
長
）

對
馬
好
次
郎
（
横
浜
商
工
会
議
所
会
頭
）

半
澤
政
二
（
福
井
県
三
国
町
長
）

藤
原
作
弥
（
時
事
通
信
社
解
説
委
員
長
）

藤
原
房
子
（
生
活
評
論
家
）

堀
徹
男
（
日
本
放
送
協
会
解
説
主
幹
）

堀
部
政
男
（
一
橋
大
学
教
授
）

持
永
尭
民
（
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
理

事
長
）

百
崎
英
（
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
研
究
所
理

事
長
）

吉
田
信
行
（
産
業
経
済
新
聞
社
論
説
委
員

長
）

吉
永
み
ち
子
（
作
家
）

鷲
尾
悦
也
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
事

務
局
長
）

和
田
正
江
（
主
婦
連
合
会
副
会
長
）

国の行政機関(10省庁所管)の93事務類型≪主なもの≫

・恩給等の支給・無線局の許可（総務省）

・公務員の各種共済年金の支給（共済組合）

・戦傷病者遺族年金の支給・労災保険給付・雇用保険　

の支給（厚生労働省）

・公務災害・通勤災害に対する補償（人事院等）

・児童扶養手当の支給（都道府県知事）

・不動産鑑定士の登録・第一種旅行業の登録（国土交

通省）

・建設業の許可・宅地建物取引業の免許・建築士の免

許（国土交通省または都道府県知事）

・天気予報士の登録（気象庁）

・一般旅券の記載事項の訂正等・宅地建物取引主任者

資格の登録（都道府県知事）

・同一都道府県の区域内に住所を移した者の当該都道

府県選挙の選挙権の確認（市町村の選挙管理委員等）
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ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

い
ま
す
。
こ
の
電
子
政
府
構
想
で
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
、
住
基
ネ
ッ
ト
を

一
万
六
千
以
上
の
事
務
に
使
う
と
い
っ
て

い
ま
す
。
完
全
に
二
枚
舌
を
使
っ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
六
月
七
日
に
提
出
さ
れ
た
行
政

手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
関
連
三
法
案
に
は
住

基
法
の
再
改
正
法
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
再
改
正
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
の

利
用
を
、
国
の
93
事
務
か
ら
264
事
務
に
拡

大
す
る
内
容
で
す
。
ま
た
、
こ
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
法
案
が
成
立
し
た
場
合
、
コ
ー
ド

と
カ
ー
ド
を
使
っ
た
「
公
的
個
人
認
証
サ

ー
ビ
ス
」
が
実
現
し
、
一
万
六
千
件
以
上

の
事
務
に
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
広
が

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
辻
村
副
代
表
の
指

摘
の
と
お
り
で
す
。

（
辻
村
）
九
九
年
の
住
基
法
改
正
の
際

に
、
国
会
は
「
シ
ス
テ
ム
利
用
の
安
易
な

拡
大
を
図
ら
な
い
こ
と
」
な
ど
の
付
帯
決

議
を
し
ま
し
た
よ
ね
。

（
石
村
）
こ
の
連
中
が
付
帯
決
議
な
ど
守

る
と
思
い
ま
す
か
。

（
辻
村
）
そ
れ
は
分
か
り
ま
す
が
、
拡
大

案
の
内
訳
は
ど
う
な
の
で
す
か
。

（
石
村
）
国
の
事
務
（
一
〇
、
八
六
八

件
）
、
自
治
体
の
事
務
（
四
、
六
一
四

件
）
、
そ
れ
に
独
立
行
政
法
人
の
事
務
を

加
え
、
一
六
、
三
八
七
件
で
す
。

（
辻
村
）
そ
れ
に
、
電
子
政
府
構
想
は
、

ハ
ッ
カ
ー
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
が
蔓
延
す
る

不
安
定
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
プ
ラ

ン
で
す
よ
ね
。
そ
う
な
る
と
、
住
基
ネ
ッ

ト
は
専
用
回
線
を
使
う
か
ら
安
全
だ
と
い

う
、
総
務
省
の
役
人
や
片
山
大
臣
の
説
明

は
ウ
ソ
に
な
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
で
す
か
ら
、

国
が
勝
手
に
構
想
を
練
っ
て
、
自
治
体
に
対

し
、
「
住
民
に
背
番
号
コ
ー
ド
を
付
け
て
住

民
に
配
れ
」
、
は
な
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
各
自
治
体
は
現
場
で
苦
し
ん
で

い
る
の
に
、
約
束
し
た
個
人
情
報
保
護
法

の
成
立
も
な
い
ま
ま
、
「
つ
べ
こ
べ
言
わ

ず
に
発
車
し
ろ
」
は
な
い
で
す
ね
。

（
石
村
）
完
璧
な
個
人
情
報
法
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
、

一
万
六
千
以
上
の
事
務
に
使
う
と
な
れ

ば
、
事
故
は
防
げ
な
い
わ
け
で
す
。
コ
ー

ド
や
カ
ー
ド
の
発
行
主
体
で
あ
る
自
治
体

が
、
自
分
ら
は
責
任
が
持
て
な
い
と
言
う

の
は
当
り
前
で
す
。
漏
れ
漏
れ
に
な
る
の

は
分
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

（
辻
村
）
本
当
に
ひ
ど
い
話
で
す
ね
。

●
電
子
政
府
構
想
は

新
た
な
公
共
事
業
そ
の
も
の

（
石
村
）
八
月
一
日
～
二
日
に
、
十
兆
円

の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
と
も
て
は
や
さ
れ

る
「
電
子
政
府
戦
略
会
議
」
が
、
東
京
赤

坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
、
役
所
と
業
界
の

協
賛
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
片
山
総
務
相
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
を
電
子

政
府
で
も
使
う
と
挨
拶
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
（
七
頁
の
図
参
照
）

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
電
子
政
府
（

）
構
想
と
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
国
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
公
有
化
を
狙
う
役
所

と
、
そ
の
役
所
に
喰
ら
い
つ
き
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
や
カ
ー
ド
挿
入
式
の
パ
ソ
コ
ン
や
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
特
需
を
狙

う
Ｉ
Ｔ
企
業
と
が
結
託
し
た
新
た
な
公
共

事
業
な
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
不
況
に
苦

し
む
Ｉ
Ｔ
業
界
は
、
一
枚
千
円
の
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
を
一
億
二
千
万
人
に
配
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
で
千
二
百
億
円
の
売
上
げ
と
い
っ
た

感
覚
で
す
。

（
辻
村
）
Ｉ
Ｔ
利
権
そ
の
も
の
で
す
ね
。
電

子
政
府
は
何
の
た
め
に
つ
く
る
の
か
、
コ
ン

セ
プ
ト
が
な
い
か
ら
こ
う
な
る
の
で
し
ょ

う
。
言
い
換
え
る
と
、
行
政
の
効
率
化
だ
け

が
、
こ
の
構
想
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
問
題
な
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
行
政
の
効
率
化
す
ら
怪
し
い
状

況
で
す
。
後
で
も
触
れ
ま
す
が
。
真
の
電

子
政
府
構
想
と
は
、
政
府
と
国
民
が
双
方

向
で
、
政
策
決
定
を
す
る
仕
組
み
を
目
指

す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
Ｅ
│

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
電
脳
民
主
主
義
）
の
理

念
の
も
と
、
国
民
が
政
府
の
政
策
決
定
過

程
に
広
く
参
加
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
る

こ
と
が
主
な
ね
ら
い
で
す
。

（
辻
村
）
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
電
子
政

府
構
想
で
は
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
で
国
民

を
監
視
す
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
、
ハ
ー
ド

づ
く
り
が
狙
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
「
電

子
政
府
」
構
想
で
は
な
く
、
「
電
子
監
視

政
府
」
構
想
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
中
央
の
役
人
に
、
国
民
の
参
加

を
得
て
政
策
決
定
を
す
る
気
持
ち
な
ど
あ

る
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
諫
早
湾
の

干
拓
事
業
、
各
地
の
ダ
ム
工
事
、
無
駄
な

高
速
道
路
づ
く
り
等
々
。
例
を
挙
げ
れ

ば
、
キ
リ
が
な
い
で
す
か
ら
ね
。

（
石
村
）
そ
れ
こ
そ
、
こ
そ
こ
そ
密
室
で

進
め
て
い
た
住
基
ネ
ッ
ト
が
、
典
型
的
な

公
共
事
業
の
例
で
し
ょ
う
。

●
住
基
ネ
ッ
ト
と

電
子
監
視
政
府
構
想
は
Ｉ
Ｔ
利
権
の
巣
窟

（
辻
村
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、

双
方
向
で
、
政
府
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス

に
国
民
の
意
見
を
集
約
す
る
Ｅ
│
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
（
電
脳
民
主
主
義
）
の
実
現
な

ど
、
今
の
役
人
の
頭
で
は
絶
対
に
無
理
で

す
ね
。

（
石
村
）
わ
が
国
は
、
従
来
か
ら
〝
公
共

政
策
は
役
所
が
独
占
す
る
〟
役
所
社
会
主

義
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
中

央
の
役
所
が
決
め
れ
ば
、
各
界
は
盲
従
す

る
だ
け
と
い
う
構
図
に
あ
っ
た
わ
け
で
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ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

す
。
こ
の
従
来
型
の
構
図
の
も
と
、
全
国

リ
ゾ
ー
ト
構
想
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多

く
の
官
業
〝
護
送
船
団
〟
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
や
り
切
れ
な
い
結
果
を
目
の
当
た
り
に

し
て
き
ま
し
た
。

（
辻
村
）
そ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
私
た
ち
国
民
は
、
こ
れ
ま
で

も
、
中
央
の
役
人
と
民
間
の
シ
ン
ク
タ
ン

ク
（
調
査
研
究
機
関
）
が
立
案
し
た
利
権

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
企
業
が
ハ
イ
エ
ナ
の
よ

う
に
群
が
り
、
し
ま
い
に
は
破
綻
・
不
良

債
権
化
し
た
数
多
く
の
「
全
国
リ
ゾ
ー
ト

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
ま
し
た
ね
。

（
辻
村
）
超
低
金
利
な
ど
の
か
た
ち
で
、

い
ま
私
た
ち
国
民
が
つ
け
を
払
わ
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
し
て
、
今
度
は
、
全
国
民
に
11

ケ
タ
の
背
番
号
を
付
け
、
番
号
入
り
の
「
統

一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
の
携
行
を
強
要

す
る
住
基
ネ
ッ
ト
、
電
子
政
府
（

）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
出
現
で
す
。
住
基
ネ
ッ
ト

を
ベ
ー
ス
と
し
た

計
画
は
、
コ
ー
ド

と
カ
ー
ド
を
使
い
全
国
民
の
人
格
を
丸
ご
と

役
所
が
管
理
で
き
る
プ
ラ
ン
で
す
。
同
時

に
、
Ｉ
Ｔ
企
業
に
と
っ
て
は
、
Ｉ
Ｔ
特
需
を

も
た
ら
す
お
い
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ

る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
今
度
は
、
役
所
と
Ｉ

Ｔ
業
界
な
ど
が
共
同
で
練
っ
た
、
「
電
子

政
府
」
、
い
や
「
電
子
監
視
政
府
」
と
い

う
名
の
Ｉ
Ｔ
利
権
の
か
ら
ん
だ
公
共
事
業

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
住
基
ネ

ッ
ト
関
連
費
用
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
し

ょ
う
。
初
期
費
用
が
三
六
五
億
円
、
運
営

費
用
が
百
九
十
億
円
で
す
。
そ
れ
で
い

て
、
節
約
効
果
は
百
三
十
億
円
と
い
う
わ

け
で
す
か
ら
。

（
辻
村
）
全
国
ど
こ
で
も
住
民
票
が
と
れ

る
な
ど
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
を
高
ら
か

に
Ｐ
Ｒ
す
る
割
に
は
、
ペ
イ
の
し
な
い
公

共
事
業
な
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
で
は
、
私

た
ち
国
民
に
は
、
電
子
政
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
、
単
な
る
Ｉ
Ｔ
業
界
の
た
め
の
利
権

の
巣
窟
に
も
見
え
ま
す
が
。

（
石
村
）
ま
さ
に
、
そ
う
な
の
で
す
。
住

基
ネ
ッ
ト
を
核
に
、
申
請
や
届
出
な
ど
各

種
の
行
政
手
続
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

使
っ
て
処
理
す
る
イ
ン
フ
ラ
を
つ
く
る
の

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
役
所
は
Ｉ
Ｔ
基
本

法
を
つ
く
り
、
国
会
で
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
を

や
り
、
〝
お
墨
付
き
〟
を
仕
上
げ
ま
し

た
。
こ
の
お
墨
付
き
を
御
旗
に
、
Ｉ
Ｔ
業

界
は
、
国
民
全
員
に
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
持
た

せ
よ
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電

子
認
証
イ
ン
フ
ラ
を
つ
く
ろ
う
等
々
、
各

界
に
投
資
を
あ
お
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
一
方
、
中
央
の
役
人
は
、
コ
ー

ド
と
カ
ー
ド
で
全
国
民
の
人
格
を
管
理
で

き
る
と
高
笑
い
か
も
知
れ
な
い
で
す
ね
。

（
石
村
）
官
業
共
同
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
、
国
民
の
人
格
を
役
所
が
管
理
で
き
る

仕
組
み
を
仕
立
て
、
〝
Ｉ
Ｔ
特
需
〟
で
潤

う
と
空
騒
ぎ
を
す
る
の
は
勝
手
で
す
。
し

か
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
世
界

に
先
駆
け
て
実
施
し
た
電
子
政
府
構
想
に

国
民
の
支
持
が
得
ら
れ
ず
に
破
綻
し
た
ケ

ー
ス
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。

（
辻
村
）
こ
れ
ま
で
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で

の
Ｉ
Ｔ
化
実
験
は
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て

い
ま
す
か
ら
、
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。

（
石
村
）
ま
あ
、
公
共
事
業
で
す
か
ら
、

ダ
メ
に
な
っ
た
と
き
は
血
税
で
後
片
付
け

す
れ
ば
い
い
、
の
感
覚
で
し
ょ
う
け
ど
。

住
基
ネ
ッ
ト
・
電
子
監
視
政
府
構
想
は
、

ま
さ
に
Ｉ
Ｔ
利
権
の
巣
窟
な
わ
け
で
す
。

●
住
基
カ
ー
ド
も
、

い
ず
れ
は
国
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
石
村
）
電
子
監
視
政
府
構
想
の
も
と
、

先
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
、
政
府
や
Ｉ
Ｔ

業
界
は
、
電
子
政
府
に
は
電
子
印
鑑
（
公

的
個
人
認
証
）
が
似
合
う
と
い
う
こ
と

で
、
行
政
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
一
枚
に
集
約

し
、
住
基
ネ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
国
民

一
人
一
枚
の
「
統
一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
」
の
制
度
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
将
来

は
、
こ
の
電
子
印
鑑
機
能
を
持
つ
カ
ー
ド

を
一
万
六
千
以
上
の
幅
広
い
官
の
業
務
、

さ
ら
に
は
民
間
に
自
由
に
利
用
さ
せ
る
こ

と
ま
で
想
定
し
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
電
子
政

府
の
基
盤
と
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
・
届
出
等
で
、
記

名
・
捺
印
を
要
す
る
行
政
手
続
は
、
す
べ

て
「
統
一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
用

い
た
公
的
個
人
認
証
制
度
を
使
う
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
公
的
個
人
認
証
サ

ー
ビ
ス
は
二
〇
〇
三
年
開
始
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
当
面
は
、
こ
の
サ
ー

ビ
ス
に
Ｉ
Ｃ
仕
様
の
住
基
カ
ー
ド
を
使
う

よ
う
で
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
改
正
住
基
法
三
〇
条

の
四
四
で
は
、
市
区
町
村
長
は
、
住
基
カ

ー
ド
は
希
望
者
に
だ
け
発
行
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
ま
た
、
住
基
カ
ー
ド

に
入
力
す
る
情
報
も
、
条
例
を
定
め
、
市

区
町
村
独
自
の
判
断
で
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
と
こ
ろ
が
、
政
府
や
Ｉ
Ｔ
業
界

の
計
画
ど
お
り
に
進
め
ば
、
住
民
は
、
日

常
生
活
を
送
る
た
め
に
否
応
な
し
に
住
基

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
の
は
必
至
で
す
。
ま
た
、
住
基
カ

ー
ド
に
入
力
す
る
情
報
は
、
実
質
的
に
国

に
よ
り
一
方
的
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。

（
辻
村
）
こ
れ
で
は
、
私
た
ち
住
民
は
、

い
や
お
う
な
し
に
カ
ー
ド
を
い
つ
も
持
ち

歩
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
一

方
、
市
区
町
村
は
、
国
の
下
請
機
関
に
な
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出議員選挙の候補者届出政党等 の綱領、党則、規約の異動の届出 衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党等の解散等の届出衆議院・参議院比例代表選出議員の選挙における 政党その他の政治団体の名称保護 に係る届出

等衆議院・参議院比例代表選挙の選挙における 除名・離党等の届出等衆議院・参議院比例代表選挙の当選人が兼職禁止の職を辞した旨等の届出衆議院・参議院比例代表選挙の選挙事務所設置・異動届出参議院比例代表選出議員選挙又
は衆議院比例代表選出議員選挙における 選挙公報の掲載文の申請参議院比例代表選挙の出納責任者選任の届出参議院比例代表選挙の出納責任者異動 の届出参議院比例代表選出議員選挙における出納責任者の職務代行届出参議院比例代表選挙

の選挙運動 に関する収支報告書の提出参議院比例代表選挙 の候補者が報酬を支給する選挙運動に従事する者の届出参議院選挙 における確認団体の申請政党その他の政治団体 の機関紙誌の届出在外選挙人証の記載事項変更 に係る届出在外選挙人証
の再交付の申請在外投票の投票用紙及び投票用封筒の交付申請衆議院 ・参議院比例代表選出議員選挙における 通称認定に関する申請衆議院比例代表選出議員選挙及 び参議院比例代表選出議員選挙における 候補者の届出が取り下げられたものとみなされ

た場合等の届出衆議院比例代表選挙及 び参議院比例代表選挙における供託物の返還請求参議院比例代表選挙の選挙運動費用の公営に係る契約の届出参議院比例代表選挙の選挙運動費用の公営に係る確認申請参議院比例代表選挙 の選挙運動費用の公営に係る
支払請求衆議院 ・参議院比例代表選挙の候補者等 の政治活動のために 使用する立札・看板の証票交付申請参議院比例代表選出議員選挙における 再立候補者による通常葉書等の再交付の請求参議院比例代表選出議員選挙 ・衆議院比例代表選出議員 の選挙に係る供託

の返還順位の届出衆議院・参議院比例代表選挙 の新聞広告掲載承諾通知書 の提出参議院比例代表選出議員選挙に係る標札・表示板・標旗又は腕章の再交付申請衆議院比例代表選出議員選挙 に係る標札・表示板及び証票の再交付申請政治資金団体の届出政治団体（総務大
臣所管）の届出・収支報告書及び資金管理団体 （総務大臣所管）の届出政党交付金の交付を受ける政党の届出（政党届）政党交付金の交付を受ける政党の届出の異動届外務省 　行政手続等の電子化推進＜在留届関連＞外国滞在の届出外国滞在届出者 の住所等の変更の届出外

国滞在届出者の退去の届出＜在外選挙関連＞在外選挙人名簿申請 (登録）＜証明申請関連＞在留証明　原産地証明日本品の外国輸入証明船内遺留品目録証明航行報告証明事実に関する証明国籍証明身分上の事項に関する証明（出生・婚姻・死亡等）職業証明翻訳証明署名又 は印
章の証明（官公署、公証人、特殊法人、私立学校等の文書に係る物）署名又は印章の証明（一般人に係る物）遺骨証明＜旅券関連 ＞外務大臣に対する公用旅券の新規発給請求（国内）外務大臣に対する公用旅券 の渡航先の追加請求 （国内）外務大臣に対する公用旅券の記載事項 の

変更による新規発給請求 （国内）外務大臣に対する公用旅券の再発給請求（国内）外務大臣 に対する公用旅券の有効期間内の発給請求（国内）外務大臣 に対する公用旅券の査証欄増補請求（国内）外務大臣 に対する旅券　（一般・公用）の紛失又は焼失の届出（国内）外務大臣に対す
る申請書の紙質、印刷等の承認務大臣に対する一般旅券 の申請外務大臣に対する一般旅券 の渡航先の追加申請外務大臣に対する一般旅券 の訂正新規発給申請外務大臣に対する一般旅券 の訂正申請外務大臣 に対する一般旅券の再発給申請外務大臣 に対する一般旅券の有効期間内新規発給申請

外務大臣に対する一般旅券 の査証増補申請外務大臣に対する公用旅券の新規発給請求（国外）外務大臣に対する公用旅券 の渡航先の追加請求 （国外）外務大臣に対する公用旅券の記載事項 の変更による新規発給請求 （国外）外務大臣に対する公用旅券の再発給請求（国外）外務大臣 に対する公
用旅券の有効期間内の発給請求（国外）外務大臣 に対する公用旅券の査証欄増補請求（国外）領事官に対する一般旅券の発給申請 （国外）領事官に対する一般旅券 の渡航先の追加申請 （国外）領事官に対する一般旅券 の訂正新規発給申請 （国外）領事官に対する一般旅券 の訂正申請（国外）領事官

に対する一般旅券 の再発給申請（国外）領事官に対する一般旅券 の有効期間内新規発給申請 （国外）領事官に対する一般旅券 の査証欄増補申請（国外）領事官に対する一般旅券の紛失又は焼失の届出（国外）旅券（一般・公用）の交付（国内・国外）帰国のための渡航書の発給＜公益法人関連 ＞公益
法人の設立の許可　公益法人の定款変更 の認可公益法人の残余財産 の処分の許可清算人及び解散の届出清算中に就職した清算人の届出設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届出清算結了 の届出登記に関する届出新たに監事を置き又は監事に異動を生じたときの届出公益法人の事業計画書

等の提出事業計画書等 の変更の届出事業概要報告書等の提出寄附行為 の変更認可特定公益増進法人の証明公益信託の引受けの許可公益信託の受託者の辞任の許可　公益信託の受託者の信託財産を固有財産 と為す許可諮問機関等の設置の申請公益信託財産の移転の報告公益信託の事業計画書等の提出公益信託
の事業計画書等の変更の届出公益信託 の事業概要報告書等 の提出公益信託の信託条項 の変更の認可公益信託の新受託者 の選任を求める書類の提出公益信託の受託者の解任申請書の提出公益信託 の受託者の氏名、住所等の変更の届出公益信託 の受託者の信託財産 の取得に係る申請書の提出公益信託の終了報告書

の提出一般旅券の発給①外務大臣 が指定する地域以外 のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は５年の数次往復用②渡航先を個別に特定して記載し、かつ（又は）有効期間が10年又は５年未満の数次往復用③渡航先を個別に特定して記載した有効期間 が10年又は5年の一往復用 ④渡航先を個
別に特定して記載した有効期が10年又は５年以下の数次往復用一般旅券の訂正新規発給一般旅券 の記載事項の訂正一般旅券 の有効期間内の申請一般旅券の査証欄の増補旅券の紛失又は焼失の届出一般旅券 の発給申請（一部）一般旅券の渡航先の追加一般旅券 の再発給一般旅券の有効期間内新規発給 （一部）一般旅

券の交付内閣府本府 国の行政機関が扱う申請・届出等の手続のオンライン化実施計画公益法人の設立許可公益法人の設立登記完了の届出公益法人 の事業計画書及び収支予算書の届出公益法人の事業計画書及 び収支予算書の変更の届出公益法人の事業状況等の報告公益法人の定款又は寄附行為変更の認可公益法人の登
記事項変更の届出監事を置いたときの届出監事の異動届清算人及 び解散の届出公益法人の残余財産 の処分の許可清算結了の届出清算中に就職した清算人の届出設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届け出特定公益増進法人の証明科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明公益法人等

が有する未利用地 の供用計画の確認公益信託 の引受けの許可公益信託の信託管理人の選任公益信託 の財産移転の報告公益信託 の事業計画書及び収支予算書の届出公益信託の事業計画書及 び収支予算書の変更の届出公益信託の事業状況報告書等の提出公益信託の受託者の信託財産の取得の許可の申請公益信託 の信託条項の
変更に係る書類の提出公益信託 の受託者の辞任の許可の申請公益信託の受託者の解任の請求公益信託の新受託者 の選任の請求公益信託の受託者の氏名等の変更の届出公益信託の終了の報告特定公益信託の証明特定公益信託の認定特定公益信託の証明特定公益信託の認定特定非営利活動法人の設立の認証にかかる手続特定非

営利活動法人の設立の認証設立登記完了の届出特定非営利活動法人の役員の変更等の届出特定非営利活動法人の定款変更の認証にかかる手続特定非営利活動法人の定款変更 の認証にかかる手続(所轄庁の変更を伴う場合)特定非営利活動法人 の定款変更の届出特定非営利活動法人の事業報告書等 の提出特定非営利活動法人 の閲
覧の用に供する書類の提出特定非営利活動法人の解散の認定にかかる手続特定非営利活動法人の解散の届出特定非営利活動法人の残余財産 の譲渡の認証にかかる手続特定非営利活動法人 の合併の認証特定非営利活動法人 の合併登記完了の届出特定非営利活動法人の清算中に就職した清算人の届出特定非営利活動法人の清算結

了の届出事業報告書等若 しくは役員名簿又は定款等の閲覧に係る書類の写しの提出有位者による内閣総理大臣への位返上の請願書の提出有位者が死亡した場合の同一戸籍にある者、及び氏名を変更した場合の本人による内閣官房長官 への届出位の返上の請願書の提出代表者の届出位置境界の確認に係る勧告の申出沖縄の区域内
にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る印紙税の非課税に関する確認の申請勲章 の返上の請願書の提出記章 の返上の請願書の提出褒章 の返上の請願書の提出不服申立人等への意見書等提出 の求め等口頭意見陳述の申立て補佐人とともに 出頭する許可不服申立人等 からの意見書等の提出提出資料の閲覧の求め答申

書の写しの送付事件の併合又は分離の通知法人による事業開始等の主務大臣への届出法人による従業員数 が二十人に満たなくなった 旨の主務大臣 への届出事業認定者 による事業開始等の主務大臣への届出法人による従業員数が二十人に満たなくなった旨の主務大臣への届出法人による事業開始等の主務大臣 への届出法人 による従
業員数が二十人に満たなくなった旨等の主務大臣への届出内閣総理大臣 への届出内閣総理大臣及び経済産業大臣 への届出書の記載事項の変更の届出内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣への届出書の記載事項 の変更の届出指定物資の生産計画 の作成・変更についての主務大臣 に対する届出主務大臣に対する工事計画 の届出主務

大臣に対する設備投資計画の届出金融庁　申請・届出等手続の電子化推進公益法人 の設立許可の申請公益法人 の定款の変更の認可、寄付行為変更の認可公益法人の監事からの報告公益法人の残余財産処分 の許可公益法人の解散の届出公益法人の清算人の就職の届出公益法人の清算結了 の届出法人の登記に関する届出法人の事業計画
書及び収支予算書の届出法人の事業計画書及び収支予算書の変更の届出法人の事業状況等の報告法人 の登記事項変更の届出法人 の監事の届出法人の残余財産の処分許可 の申請疑わしい取引の届出店頭有価証券 の売買の停止又は停止の解除の届出店頭売買有価証券等の売買に関する相場等の報告上場有価証券の売買の停止及び停止の
解除の届出取引所有価証券市場 における相場等の報告証券業協会 の規則の作成、変更又は廃止の届出店頭売買有価証券市場開設に係る規則の認可申請店頭売買有価証券の登録又は登録取消しの届出有価証券市場開設の免許申請証券取引所の清算結了の届出証券取引所 の組織変更の認可申請株式会社証券取引所の資本の額の減少の認

可申請株式会社証券取引所の資本の額の増加の届出臨時 の立会開閉、立会停止、立会停止解除の届出有価証券 の上場についての届出株式会社証券取引所の自社株の自市場への上場の承認申請有価証券の上場廃止 についての届出株式会社証券取引所の自社株の自市場での上場廃止 の承認申請有価証券市場の開設の免許を受けた日から６
月以内に市場を開設しないことにかかる 承認申請証券取引所 の免許失効の届出証券取引所の解散についての総会決議の認可申請証券取引所が解散したときの届出証券取引所の合併の認可申請証券取引所 の定款、業務規程、受託契約準則 の変更認可申請証券取引所 の事務所等所在地、役員・会員の変更届出など総会承認書類 の提出理事
会又は取締役会承認書類 の提出証券取引所の関連会社に関する報告月次及び年次提出書類の提出電子情報処理組織の異常発生 に関する報告会員等の処分に関する報告書等の提出役員又は主要株主の売買報告書安定操作届出書安定操作報告書保管振替機関 の指定保管振替機関 の名称等の変更の届出保管振替機関の業務の一部委託 の承認
保管振替機関の業務規程 の認可など保管振替機関の事業計画及び収支予算の認可など保管振替機関 の事業報告書等の提出保管振替機関の役員の選任及び解任の認可代表者の氏名の変更の届出など登録機関が社債登録簿を磁気ディスク 等により調整する場合の承認社債登録簿 の記載事項の書面等の交付にかかる手数料徴収の認可電子情
報処理組織による登録請求 の手続きの承認登録機関に登録請求する社債権者等が印鑑を提出しない場合の届出社債 の登録及び社債登録簿等の閲覧又は社債登録簿の謄本・抄本の交付にかかる手数料を徴収することの認可登録機関 が地方債等の登録及び登録簿の閲覧又は登録簿の謄本･抄本にかかる手数料を徴収することへの認可登録
機関が社債登録簿を滅失させた場合及び滅失の恐れを生じさせた場合にかかる報告登録機関が社債登録簿を滅失し登録簿を再製した場合の報告登録機関が社債登録簿を閉鎖した場合等のマイクロフィルム により保存する場合の許可など登録機関 が地方債等の社債登録簿を滅失させた場合及び滅失の恐れを生じさせた場合にかかる報告
登録機関が地方債等の社債登録簿を滅失し登録簿を再製した場合の報告登録機関が地方債等 の社債登録簿等を閉鎖した場合等のマイクロフィルム により保存する場合の許登録機関が社債登録簿等を定めたる様式以外で調製する場合の承認登録機関 が地方債等の社債登録簿等 を定めたる様式以外 で調製する場合の承認登録機関の社債
等登録事務状況にかかる報告書社債等登録簿を磁気ディスク により調製する場合に当該社債登録簿を本支店以外に設置することの届出金融先物市場開設の免許申請金融先物取引所の清算結了の届出金融先物取引所の組織変更の認可申請株式会社金融先物取引所の資本の額の減少の認可申請株式会社金融先物取引所の資本の額の増加
の届出金融先物取引所 の合併の認可申請取引開始 の届出有価証券報告書の提出半期報告書 の提出臨時報告書の提出公衆縦覧 に供しない旨の承認申請（有価証券報告書等に係るもの）有価証券届出書 の提出発行登録書の提出発行登録追補書類の提出公衆縦覧に供しない旨の承認申請（有価証券届出書及び発行登録書等に係るもの）発
行登録取下届出書 の提出自己株券買付状況報告書の提出公開買付届出書 の提出意見表明報告書の提出公開買付報告書の提出公開買付撤回届出書の提出有価証券通知書 の提出発行登録通知書の提出別途買付禁止の特例を受けるための申出大量保有報告書の提出変更報告書の提出基準日の届出書の提出有価証券報告書 の提出を要しない
旨の承認申請書の提出株主名簿の写し等の書類の提出監査証明を要しない旨の承認申請書の提出監査概要書等の提出外国法人による有価証券報告書 の提出期限に係る承認申請書の提出プロ向け証券の無届一般勧誘による違反譲渡 の通知有価証券通知書の変更通知書の提出適格機関投資家に関する届出書有価証券届出書等の効力発
生期間の効力を生ずる旨の通知形式不備 による訂正届出書の効力発生期間 の効力を生ずる旨の通知虚偽記載等による有価証券届出書等 の効力の停止上記効力の停止命令 の解除虚偽届出後一年内の届出書の効力の停止命令又は効力発生期間の延長上記虚偽届出による効力停止等の解除訂正発行登録書の効力の停止命令訂正発行登録
書の提出による効力発生期間の指定虚偽記載等 による発行登録書等 の効力の停止命令上記効力 の停止命令の解除虚偽届出後一年内の発行登録 の効力の停止命令又は効力発生期間の延長上記虚偽届出による効力停止等の解除有価証券報告書の提出を要しない旨の承認公衆縦覧に供しない旨の承認公開買付開始公告の訂正届出書の
期限の指定監査証明を要しない旨の承認監査証明をした有価証券届出書等を受理しない旨の決定の通知外国法人 による有価証券報告書の提出期限 に係る承認半期報告書の提出を要しない外国債の発行者の指監査法人の設立の認可申請書の提出監査法人の定款の変更の認可申請書の提出監査法人 の財務諸表等の提出監査法人の
解散の認可申請書の提出監査法人の解散の届出書の提出監査法人 の合併の認可申請書の提出予備審査書類 の提出公認会計士第 2次試験の科目免除確認申請書の提出指導公認会計士の指定申請書の提出指導公認会計士 の指定の取消の申請書の提出実務補習規程の変更届出書の提出実務補習団体、実務補習機関の認定申請書の提
出実務補習団体、実務補習機関 の認定の取消の申請書の提出実務補習団体・実務補習機関の代表者、実務補習担当者の変更届出書の提出実務補習修了証書授与 の承認申請書の提出業務補助等報告書の提出公認会計士等の登録を拒否された場合の審査請求懲戒処分の措置請求旅費及 び日当の請求懲戒事件に関する調書の謄本
等の交付申込書の提出懲戒事件 に関する調書の謄本等の交付請求書の提出日本公認会計士協会会則 の変更の認可申請書の提出日本公認会計士協会 の総会及び役員の就退任の報告日本公認会計士協会の懲戒事由に該当する事実の報告日本公認会計士協会の金融庁長官に対する開業登録、変更登録又は登録の抹消を行った旨
の通知公認会計士試験の受験願書の提出資本金増加 の認可運営委員会委員の任命の認可運営委員会委員の解任の認可監事の意見の受理日本銀行その他金融機関等への業務委託の認可業務方法書 の認可（作成時及び変更時）予算の認可（毎事業年度、作成時及び変更時）財務諸表等の承認（毎事業年度）金融機関その他
の者からの借り入れ、債券発行の認可日本銀行 からの借り入れの認可債券発行に関する事務委託の認可定款変更認可保険料率を定め又は変更する場合の認可機構 からの保険事故発生通知受理報告 の受理保険金を支払うかどうかの 議決期限の延長保険金又は仮払金を支払うかどうかの 決定に係る事項の報告の受理資金

援助の申込みを行なった旨の報告の受理合併等に係る金融機関の指定資金援助 の申込みを行なった旨の報告の受理適格性の認定適格性の認定を行った旨の機構への通知資金援助を行なうかどうかの決定に係る事項の報告の受理優先株式等の引受け等に係る資金援助の決定についての事前承認合併等の契約締結報告
及び契約書の受理株主総会等 の議決に関する報告の受理国の警察機関 が行う行政手続等の電子化推進公益法人 の設立の許可公益法人の定款変更 の認可公益法人の残余財産 の処分の許可清算人及び解散の届出清算中に就職した清算人の届出設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届出清算結了 の届出

公益法人の設立登記完了の届出公益法人 の事業計画書及び収支予算書の届出公益法人の事業計画書及 び収支予算書の変更の届出公益法人の事業状況等の報告公益法人の寄附行為変更 の認可公益法人の登記事項変更の届出監事を置いたときの届出監事 の異動の届出役員就任の承認の申請特定公益増進法人 の証明
公益信託の引受けの許可公益信託の受託者の辞任の許可公益信託 の受託者の信託財産 を固有財産と為す許可信託管理人 の選任の請求受託者の解任の請求新受託者の選任の請求公益信託の財産移転の報告公益信託の事業計画書及 び収支予算書の届出公益信託の事業計画書及び収支予算書の変更の届出公益信
託の事業状況報告書等 の提出公益信託の受託者の氏名等の変更の届出公益信託の終了の報告公益信託の受託者の任務終了の届出公益信託 の委託者の死亡等の届出あっせん 又は調停事業協同組合及び事業協同小組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可事業協同組合 の責任共済等に関する共済規程

の認可事業協同組合 の責任共済等に関する共済規程の変更又は廃止の認可事業協同組合連合会 の会員以外の者の事業の利用の特例の認可協同組合連合会の責任共済等に関する共済規程の認可協同組合連合会の責任共済等に関する共済規程の変更又は廃止の認可事業協同組合等 の設立認可役員の変更の
届出総会の招集請求があつた日から１０日以内に理事が総会招集 の手続をしない場合等の総会招集 の承認総会の招集請求があつた日から１０日以内に理事が総会招集 の手続をしない場合等の総会招集 の承認定款の変更の認可責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合等の余裕金運用の制

限の緩和の認可事業協同組合等の解散の届出責任共済等 の事業を行う組合又は火災共済協同組合等の解散の認可事業協同組合等の合併の認可協業組合 の事業転換の認可協業組合 の設立の認可協業組合の役員の変更の届出総会 の招集請求があった 日から10日以内に理事が総会招集の手続をしな
い場合等の総会招集の承認協業組合の定款の変更の認可協業組合 の解散の届出協業組合の合併の認可協業組合の決算関係書類 の提出商工組合の特例の地区の承認商工組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可 58 商工組合連合会の会員以外 の者の事業の利用の特例の認可59 商工組

合及び商工組合連合会の設立の認可 60 発起人への通知 61 役員の変更の届出62総会の招集請求があった日から10日以内に理事が総会招集の手続をしない 場合等の総会招集の承認63 定款変更の認可64 商工組合及び商工組合連合会の解散の届出65 商工組合及び商工組合連合会の
合併の認可 66 決算関係書類の提出67 協業組合への組織変更の認可68 協業組合への組織変更の届出69 事業協同組合への組織変更の認可 70 事業協同組合への組織変更の届出71 商工組合への組織変更の認可72 商工組合への組織変更の届出73 組合から会社への組織変更の

届出74 組合員の異動の報告 75 特定公益信託 の証明 76 特定公益信託の認定77科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明 78 特定公益信託 の証明 79 特定公益信託の認定80 公益法人等が有する未利用地の供用計画 の確認 81 産業業務施設の移転計画
の認定82産業業務施設 の移転計画の変更の認定83 経営革新計画の承認 84 経営革新計画 の変更の承認 85 課税の特例の認可 86 法人税の還付の特別措置の確認87 交流促進研究認定の申請88 交流促進研究認定 の申請 89被害者からの書面による満了日の延長に関する

申出行政文書の開示請求行政文書の開示の実施方法等の申出開示実施手数料 の減額又は免除の申請第三者による意見書の提出行政文書の更なる開示の申出犯罪被害者等給付金又 は仮給付金の支払請求警備員の検定に係る指定講習の指定指定講習 の名称等の変更の承認
定款等の変更の届出事業計画書等 の提出事業報告書等 の提出承認の申請必要書類 の提出資料の要求事業廃止 の届出全国風俗環境浄化協会の指定風俗営業者 の団体の届出指定試験機関 の指定の申請指定試験機関 の名称、住所等の変更の届出指定試験機関の役員の選

任及び解任の承認指定試験機関の試験員の選任及び解任の届出試験事務規程 の承認・試験事務規程の変更の承認事業計画書等の提出事業報告書等の提出試験事務の休廃止の承認全国風俗環境浄化協会の名称等の変更の届出全国風俗環境浄化協会 の年度事業
計画書等の提出全国風俗環境浄化協会 の年度報告書等の提出国公委の指定するダンス教授能力に関する試験合格者名簿 の提出国公委の指定するダンス教授能力 に関する試験合格者と同等の能力を有すると認める推薦書等 の提出指定法人の申請と指定

国際的な規模で開催される運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又は候補者として適当であるとして推薦を行った場合の推薦書の写しの送付国際的な規模で開催される運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃
射撃競技に参加する選手又は候補者として適当であるとして行った推薦の取消を通知した書面の写しの送付書面 の提出全国暴力追放運動推進センターの指定全国暴力追放運動推進 センターの名称等の変更の届出全国暴力追放運動推進 セン

ターの指定に係る申請書類の内容の変更の届出全国暴力追放運動推進センター の事業計画書及び収支予算書の提出全国暴力追放運動推進センター の事業計画書及び収支予算書の変更の提出全国暴力追放運動推進センター の事業報告
書及び収支決算書の提出不当要求情報管理機関（その業務が全国の区域に及ぶものに限る。）の登録不当要求情報管理機関 の登録の更新登録申請書記載事項等の変更の届出登録 に係る事業の廃止の届出交通事故調査分析セン

ターの指定名称等の変更の届出特定情報管理規程の認可特定情報管理規程 の変更の認可事業計画等の提出事業計画等の変更の提出事業報告書 、収支計算書、貸借対照表及び財産目録 の提出全国交通安全活動推進セン
ターの指定特定交通情報提供事業の届出届出事項変更の届出設立 の認可の申請盲導犬の訓練を目的とする法人の指定自動車等 の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成

する能力を有する法人の指定原動機を用いる歩行補助車等の型式認定原動機 を用いる歩行補助車等の型式認定申請事項の変更及び事業廃止等の届出原動機を用いる歩行補助車等 の型式認定に係る指定
試験機関の名称及び住所の変更の届出駆動補助機付自転車の型式認定駆動補助機付自転車の型式認定申請事項の変更及び事業廃止の届出原動機を用いる車いすの型式認定型式認定申請事項 の

変更及び事業廃止 の届出普通自転車の型式認定型式認定申請事項 の変更及び事業廃止 、製作・組立における均一性を確保できない事情の生じたときの届出安全器材等 の型式認定型
式認定申請事項 の変更及び事業廃止 、製作・組立における均一性を確保できない事情の生じたときの届出運転 シミュレーターの型式認定型式認定申請事項の変更及び事

業廃止、製作・組立における均一性を確保できない 事情の生じたときの届出型式認定 を受けた車いす等に係る略号等の表示の届出名称等の変更の届出定款等
の変更の届出年度事業計画書等 の提出年度事業報告書等の提出身分証票 の様式の届出身分証票の様式の変更の提出名称 、住所及び事務所の所在

地の変更の届出申請書類記載事項の変更の届出事業計画等の提出事業計画等 の変更の届出事業報告書、収支計算書、貸借対照表
及び財産目録 の提出名称等の変更の届出記載事項の変更の届出財産 の状況又は事業の運営に関する報告又は資料

の提出型式認定を受けた歩行補助車等 に係る略号等の表示の届出駆動補助機付自転車 の型
式認定に係る指定試験機関の名称及び住所の変更の届出型式認
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本人確認6情報
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全国民*の本人確認
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国のe-Japan構想で
は、住基コードとID
カードが必須のアイ
テムです

住民の希望により 発行
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動法人 の認証保険業 の登録、証券
取引法の登録等、外国証券業者の登 録 等、投資信託

及び投資法人の認可等、投資顧問業の登録等、金融先物取引業
の免許等、貸金業の登録等、抵当証券業の の登録等、商品投資に係る

事業の許可等、特定目的会社又は特定目的信託の届出等、特定債権等に係る
事業のの許可等、 監査法人定款の変更認可、株券等の保管振替業を営む者の指

定、前払式証票の発行業務法人の登録電気通信事業者の許可等、日本電信電話株
式会社等の取締役及び監査役の選任及び解任の認可司法試験第二次試験の実施に
関する事務不動産登記、船舶法による登記、工場抵当法等による所有権保存の

登記、立木所有権の保存の登記、後見登記の変更等、供託金の 還付等、在留
資格認定証明書の交付六　外務省　旅券発給等旅券発給等製造たばこ

の販売業 を相続した者の届出等博物館 の学芸員に準ずる者の認
定、第一種放射線取扱主任者免状の交付著作権 の移

転又は 処分の制限の登 録など外国製

住基法再改正で 利用範

囲を２６４事務に拡大

現在は９３事務で住基コ
ードを利用（4ページ）

e-Japan構想の“完成”
する平成 15年度には、イ
ンターネットを利用した
住基コードとIDカードの
利用事務 の範囲を一挙に
16,000件以上に拡大

国の行政機関

住基コードを「納税者番
号」に使い、IDカードを本人確認

に使ったとたん、銀行・証券会社・
保険会社・家主・勤務先など広範な

民間部門に、住基コードが流
れ出してしまう

民
間
で
の
利
用
も
OK
な
ら

本人確認６情報（氏名・住所・性別・生年月日・住民票コ
ード・変更情報をICチップに記録したカード。６情報だけ
でなく8,000文字までなら、条例で決めれば何でも記録でき
る。ただし本人にはこれらの情報はいっさい読めない。

IDカードの常時携帯・国内版パ
スポート化＝超監視国家への道

IT企業は新公
共事業＝IT特
需で大もうけ

専用回線 ＩＤ
ｶｰﾄ ﾞ

ID
カ
ー
ド
の
提
示
を

求
め
ら
れ
る
範
囲
は

官
民
と
も
に
際
限
な

く
広
が
っ
て
い
く

住
民
基
本
台
帳
サ
ー
バ

11桁の住民票
コードを付番

専
用
回
線
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ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

り
下
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
で
す
か
ら
、
住
基
法
改
正
時
の

政
府
の
説
明
は
ま
っ
た
く
ウ
ソ
に
な
る
わ

け
で
す
。
役
人
は
、
実
に
狡
猾
で
す
。
連

中
の
言
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

●
住
基
カ
ー
ド
は
、

毎
日
が
有
事
の
国
内
版
パ
ス
ポ
ー
ト
に

（
石
村
）
総
務
省
は
、
「
主
婦
な
ど
身
分

証
明
書
（
Ｉ
Ｄ
）
を
持
っ
て
い
な
い
人
も

少
な
く
な
い
。
カ
ー
ド
は
、
こ
う
し
た
人

た
ち
に
は
朗
報
に
な
る
は
ず
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
逆
に
、
カ
ー
ド
が
見

つ
か
ら
な
い
と
、
お
使
い
に
も
出
ら
れ
な

い
よ
う
な
不
便
な
監
視
社
会
に
も
つ
な
が

り
か
ね
な
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
条
例
で
定
め
れ
ば
八
千
文
字
ほ

ど
入
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
は
、
診
療
歴
や
公

共
施
設
の
利
用
歴
な
ど
を
入
れ
ら
れ
る
わ

け
で
す
ね
。
し
か
し
、
大
半
の
人
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
個
人
情
報
の
詰
っ
た
カ
ー
ド

を
、
常
に
持
ち
歩
き
た
い
と
は
思
わ
な
い

は
ず
で
す
。

（
石
村
）
と
な
る
と
、
役
所
は
、
も
う
一

歩
進
め
て
、
将
来
は
カ
ー
ド
を
無
理
や
り

持
ち
歩
か
せ
る
こ
と
に
走
り
か
ね
な
い
わ

け
で
す
。
で
な
い
と
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド

を
ツ
ー
ル
と
し
た
電
子
政
府
構
想
そ
の
も

の
が
破
綻
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

（
辻
村
）
カ
ー
ド
導
入
時
に
は
取
得
は
任

意
で
も､

〝
治
安
対
策
〟
を
ね
ら
い
に
、

後
に
取
得
・
携
帯
を
義
務
付
け
た
韓
国
の

例
も
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
全
国
共
通
の
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
発

行
し
、
「
国
内
版
パ
ス
ポ
ー
ト
」
と
し
て

持
ち
歩
か
せ
、
本
人
の
身
元
確
認
に
使
わ

せ
る
の
は
、
実
は
「
国
民
登
録
証
携
帯
制

度
」
に
あ
た
り
ま
す
。
現
行
の
外
国
人
登

録
証
カ
ー
ド
を
内
国
民
に
も
広
げ
る
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。

（
辻
村
）
ま
さ
に
、
憲
法
が
保
障
す
る
移

動
の
自
由
を
ど
う
守
る
か
が
問
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。
住
民
は
、
日
常
生
活
を

送
る
た
め
に
否
応
な
し
に
住
基
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の

は
必
至
で
す
ね
。

●
官
製
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
、
役
所
に
常
時

電
子
レ
イ
プ
さ
れ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

（
石
村
）
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
統
一

的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
の
導
入
は
、
国

民
全
員
に
身
分
証
明
書
を
持
た
せ
る
国
民

登
録
証
携
行
制
度
に
つ
な
が
る
こ
と
か

ら
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
移
動
の
自
由
に

対
す
る
挑
戦
で
す
。

（
辻
村
）
強
い
抵
抗
が
予
想
さ
れ
ま
す
ね
。

（
石
村
）
皆
が
分
か
っ
て
き
た
ら
、
そ
う

な
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
国
民
背
番
号

の
入
っ
た
住
基
カ
ー
ド
は
、
今
の
と
こ
ろ

配
布
を
受
け
る
か
ど
う
か
は
住
民
の
任
意

が
建
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
と
い
う
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を

使
っ
た
個
人
認
証
制
度
が
普
及
す
る
か
ど
う

か
は
未
知
の
状
況
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
と
も
か
く
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
つ
い

て
は
、
中
央
の
役
所
と
Ｉ
Ｔ
業
界
の
中
だ
け

で
密
か
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
危
険
性
を
含

め
、
国
民
的
な
議
論
が
さ
れ
て
い
な
い
わ
け

で
す
。
官
製
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
、
治
療
歴
や

公
共
施
設
の
利
用
歴
な
ど
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
、
役
所
の
手
の
内
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

人
権
論
の
視
点
か
ら
、
し
っ
か
り
議
論
さ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
辻
村
）
ま
た
、
治
療
歴
な
ど
個
人
情
報
の

詰
っ
た
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
使
え
ば
、
自
動

「
徴
兵
検
査
」
な
ど
も
可
能
で
す
よ
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
有
事
立
法
な

ど
、
き
な
臭
い
政
策
が
目
白
押
し
の
政
治
状

況
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
方
向
も
警
戒
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

（
辻
村
）
子
供
を
持
つ
親
や
若
い
人
た
ち

は
、
カ
ー
ド
を
有
事
利
用
さ
せ
な
い
た
め
に

も
、
全
国
統
一
の
官
製
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
も
っ

と
注
目
す
べ
き
で
す
。

（
石
村
）
ま
た
、
こ
う
し
た
点
が
、
各
国

に
お
い
て
、
官
製
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
導
入
に

多
く
の
若
者
が
抵
抗
す
る
理
由
の
一
つ
で

も
あ
り
ま
す
。

（
辻
村
）
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
特
別
の
読
取

機
が
な
い
と
本
人
で
も
入
力
情
報
を
読
め

な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
個
人
情
報

の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
は
、
本
人
に
は

ま
っ
た
く
保
障
さ
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
自
由
社
会

で
は
、
個
人
情
報
は
、
本
人
が
自
己
責
任

で
管
理
す
る
の
が
ル
ー
ル
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を
核
と
し
た
住
基

ネ
ッ
ト
で
は
、
読
取
機
を
持
つ
役
所
が
管

理
者
に
な
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
は
、
読
取
機
を
操
る
役
所
に
常

時
見
透
か
さ
れ
、
電
子
レ
イ
プ
さ
れ
る
状

態
に
置
か
れ
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
で
す
か
ら
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
、

本
来
、
〝
個
人
の
財
産
〟
で
あ
る
は
ず
の

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（
個
人
情
報
）
」
や
日

常
的
な
移
動
の
自
由
を
広
く
公
権
力
に
委

ね
る
こ
と
に
な
る
構
想
な
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
ま
さ
に
、
コ
ー
ド
や
カ
ー
ド

は
、
国
民
が
匿
名
で
行
動
す
る
こ
と
を
許

さ
な
い
「
役
人
が
主
役
」
の
監
視
社
会
づ

く
り
の
ツ
ー
ル
（
道
具
）
と
見
て
よ
い
わ

け
で
す
。
役
所
は
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
を
握
り
、
子
供
を
つ
く
る
権
利
に
ま
で

干
渉
し
て
く
る
怖
れ
も
あ
り
ま
す
。

（
辻
村
）
「
テ
ロ
対
策
に
は
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
が

有
用
」
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
ま
す
が
。

（
石
村
）
逆
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
精
巧
に

つ
く
っ
て
も
、
偽
造
カ
ー
ド
が
出
回
る
の
は

必
至
で
す
。
「
テ
ロ
対
策
に
は
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド

は
有
害
」
と
見
て
よ
い
わ
け
で
す
。

●
住
基
ネ
ッ
ト
＝
電
子
監
視
政
府
シ
ス
テ

ム
の
国
際
輸
出
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ど
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容
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島
化
構
想

（
辻
村
）
Ｉ
Ｔ
業
界
が
、
住
基
ネ
ッ
ト
に

血
眼
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
Ｉ
Ｔ
不
況
脱

出
の
切
り
札
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
わ
が
国
の
Ｉ
Ｔ
業
界
は
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
ド
コ
モ
の
ｉ
モ
ー
ド
の
よ
う
な
仕
組
み

を
考
案
し
ま
し
た
。
現
在
ｉ
モ
ー
ド
は
世

界
に
輸
出
で
き
る
商
品
に
育
っ
て
い
ま

す
。
住
基
シ
ス
テ
ム
も
、
国
際
市
場
に
進

出
で
き
る
商
品
に
し
た
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｔ
業
界
は
、
背
番

号
コ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
国
民
を
管
理

で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
成
功
さ
せ
て
、
発
展

途
上
国
な
ど
、
独
裁
者
が
喜
び
そ
う
な
諸

国
に
売
り
込
み
た
い
わ
け
で
す
。
Ｏ
Ｄ
Ａ

の
一
環
と
し
て
、
開
発
援
助
に
電
子
監
視

政
府
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
住
基
ネ
ッ
ト
を
組

み
こ
め
れ
ば
万
歳
な
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
意
味
は
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
で
は
、
兵
器
産
業
に
近
い
危
な
い
ビ
ジ

ネ
ス
を
わ
が
国
の
Ｉ
Ｔ
業
界
が
や
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
す
か
。

（
石
村
）
ま
あ
、
〝
国
際
Ｉ
Ｔ
利
権
〟
を
狙

っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
連
中
に
モ
ラ

ル
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
し
ょ
う
。

（
辻
村
）
い
ず
れ
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
か
ら

国
際
的
な
批
判
を
浴
び
、
や
り
玉
に
挙
げ

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
。

（
石
村
）
P
I
J
相
談
役
で
あ
る
河
村
た
か

し
衆
議
院
議
員
は
、
欧
州
（
Ｅ
Ｕ
）
議
会
の

会
議
に
度
々
出
席
し
て
、
こ
の
面
で
の
ロ
ビ

ー
イ
ン
グ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
欧
州
議
会
に

は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
出
身
の
代
表
議
員
が
意

見
を
述
べ
、
決
議
を
採
択
し
て
も
ら
う
制
度

が
あ
り
ま
す
。
衆
議
院
議
員
で
あ
る
河
村
相

談
役
は
、
そ
こ
で
、
背
番
号
（
Ｐ
Ｉ
Ｎ
）
や

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
人
権
侵
害
的
な
性
格
を
指
摘

し
、
各
国
が
こ
れ
を
採
用
し
な
い
よ
う
に
欧

州
議
会
で
決
議
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
い

る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
そ
う
で
す
か
。
し
か
し
、
日
本
が

率
先
し
て
人
権
侵
害
的
な
装
置
を
導
入
し
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
情
け
な
い
で
す
ね
。

（
石
村
）
言
わ
れ
る
と
お
り
で
す
。
た

だ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
コ
ー
ド
と
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
を
使
っ
た
電
子
政
府
構
想
は
失

敗
し
ま
し
た
。
若
い
人
た
ち
を
中
心
に
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
的
な
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を

持
ち
歩
く
の
を
嫌
っ
た
た
め
で
す
。
Ｅ
Ｕ

に
は
、
背
番
号
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
反
対
す

る
基
盤
は
十
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
辻
村
）
と
い
う
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
で
の
背
番

号
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
へ
の
反
対
決
議
は
、
わ
が

国
の
住
基
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
〝
外
圧
〟
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
こ
う
し
た
外
圧
は
、
わ
が
国
で

の
住
基
ネ
ッ
ト
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
援
軍

に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
モ
ラ
ル
の
な

い
わ
が
国
Ｉ
Ｔ
業
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
企

業
行
動
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
原
動
力
に
も

な
る
は
ず
で
す
。

（
辻
村
）
分
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
外
圧

も
使
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
普
及
を
阻
止

で
き
れ
ば
、
わ
が
国
で
も
、
住
基
ネ
ッ
ト

を
挫
折
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
Ｅ
│
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
コ
ン
セ
プ
ト

が
な
い
の
が
わ
が
国
の
電
子
政
府
シ
ス
テ
ム

の
特
徴
で
す
。
こ
う
し
た
コ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
を
使
っ
た
電
子
監
視
政
府
シ
ス
テ
ム

は
、
独
裁
者
に
は
喜
ば
れ
る
〝
商
品
〟
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
辻
村
）
わ
が
国
の
企
業
モ
ラ
ル
を
問

い
、
こ
う
し
た
商
品
の
輸
出
を
止
め
る
た

め
に
は
、
背
番
号
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
反
対

す
る
国
際
決
議
は
大
変
重
要
で
す
ね
。

●
Ｅ
│
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

マ
ス
タ
ー
キ
ー
は
い
ら
な
い

（
辻
村
）
「
統
一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
」
の
導
入
は
、
国
民
全
員
に
身
分
証
明

書
を
持
た
せ
る
国
民
登
録
証
携
行
制
度
に

つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
背
番
号
の

入
っ
た
住
基
カ
ー
ド
も
、
建
前
は
、
配
布

を
受
け
る
か
ど
う
か
は
住
民
の
任
意
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
を
使
っ
た
個
人
認
証
制
度
が
普
及
す
る

か
ど
う
か
は
未
知
の
状
況
に
あ
る
わ
け
で

す
。
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を
使
わ
な
い
で
電

子
政
府
を
実
現
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か

（
石
村
）
先
に
触
れ
た
住
基
ネ
ッ
ト
に
抵

抗
し
て
い
る
北
海
道
ニ
セ
コ
町
の
逢
坂
町

長
も
、
電
子
政
府
構
想
自
体
は
、
時
代
の

一
つ
の
流
れ
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ

て
、
コ
ー
ド
や
カ
ー
ド
を
使
わ
な
い
電
子

政
府
を
模
索
で
き
な
い
の
か
、
と
言
っ
て

い
ま
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
わ
が
国
の
電
子
政
府
構

想
で
は
、
マ
ス
タ
ー
キ
ー
の
よ
う
な
住
民
票

コ
ー
ド
を
使
っ
て
国
民
を
監
視
す
る
仕
組
み

づ
く
り
一
辺
倒
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
石
村
）
言
わ
れ
る
と
お
り
で
す
。
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
真
の
電
子
政
府
構
想

と
は
、
政
府
と
国
民
が
双
方
向
で
、
政
策

決
定
を
す
る
仕
組
み
を
目
指
す
も
の
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
国
民
が
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
を
使
っ
て
国
政
に
積
極
的
に
参

加
で
き
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
が
本
来
の
目

標
で
あ
る
は
ず
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
「
国
民
が
主

役
」
に
な
れ
る
Ｅ
│
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
電
脳

民
主
主
義
）
の
理
念
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の

イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
辻
村
）
つ
ま
り
、
本
来
の
電
子
政
府
構

想
は
、
政
府
の
各
種
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス

へ
の
広
範
な
国
民
の
参
加
を
認
め
る
シ
ス

テ
ム
づ
く
り
が
中
心
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
と
こ
ろ
が
、
今
の
よ
う
に
、
「
役

人
が
主
役
」
で
、
公
共
政
策
は
す
べ
て
役
人

が
独
占
し
、
御
用
審
議
会
を
使
っ
て
シ
ャ
ン

シ
ャ
ン
と
や
り
、
自
分
ら
の
政
策
を
国
民
や
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ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

自
治
体
な
ど
に
ご
り
押
し
を
す
る
。
こ
ん
な

伝
統
を
堅
持
し
た
ま
ま
、

構
想
を
つ

く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
単
な
る
デ

ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想
に
な
り
下
が
っ
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
そ
う
言
う
こ
と
で
す
ね
。
役
人

が
主
導
で
、
Ｅ
│
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
匂
い

す
ら
し
な
い
電
子
政
府
構
想
だ
か
ら
、
国

民
全
員
に
背
番
号
コ
ー
ド
を
付
け
る
電
子

監
視
政
府
構
想
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
地
方
自
治
体
の
意
見
は
聞
か
な

い
、
国
民
の
管
理
に
だ
け
執
着
す
る
。
こ

ん
な
中
央
の
役
人
に
は
、
電
子
政
府
な
ど

を
語
る
資
格
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

●
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を

使
わ
な
い
電
子
政
府
構
想
は
可
能

（
辻
村
）
と
も
か
く
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド

と
い
う
ツ
ー
ル
（
道
具
）
で
電
子
政
府
を

つ
く
る
と
い
う
役
人
の
構
想
が
、
そ
も
そ

も
の
問
題
の
根
源
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
と

か
、
他
の
諸
国
で
の
電
子
政
府
構
想
で

は
、
こ
れ
ら
は
必
須
の
ツ
ー
ル
に
な
っ
て

い
な
い
よ
う
で
す
か
ら
ね
。

（
石
村
）
そ
の
点
に
関
し
、
わ
が
国
で
は
、

「
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
電
子
署
名
法
」
）
」
は
、
二
〇
〇

〇
（
平
成
十
二
）
年
五
月
に
成
立
、
二
〇
〇

一
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
同
法

に
よ
る
と
、
「
電
子
署
名
」
と
は
、
「
電
磁

的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
」

に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
の
う
ち
、
次
の
要

件
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
さ
す
（
法
二
）
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

①
電
磁
的
な
記
録
が
そ
の
記
録
に
電
子

署
名
し
た
も
の
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記

録
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と

②
電
磁
的
な
記
録
が
改
変
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

ま
た
、
「
電
磁
的
記
録
」
と
は
、
電
子
的

方
式
、
電
磁
的
方
式
そ
の
他
ひ
と
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
つ
く
ら
れ
る
記
録
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
だ
け
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｄ
、
メ
モ
リ
ー
ス
テ

ッ
ク
、
磁
気
テ
ー
プ
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
電

子
情
報
を
さ
し
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
電
子
署
名
法
は
、
作

成
者
の
特
定
と
改
変
が
不
可
能
と
い
う
要

件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法

に
よ
っ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
必
ず
し
も
暗
号
化
技
術
を
使
っ
た

電
子
署
名
で
な
く
と
も
よ
い
。
ま
た
、
電

子
認
証
と
作
成
者
と
の
関
係
を
証
明
す
る

機
関
に
つ
い
て
も
、
同
法
に
よ
る
認
定
業

者
で
あ
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
と
す
る
と
、
コ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
を
必
須
の
ツ
ー
ル
と
す
る
電
子
政
府

（

）
構
想
は
、
唯
一
の
選
択
肢
で

は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
国
民
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
公
有
化
を
狙
う
役
所
と
、
そ
の

役
所
に
喰
ら
い
つ
き
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
や
カ
ー

ド
挿
入
式
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
特
需
を
狙

う
Ｉ
Ｔ
企
業
と
が
結
託
し
た
一
つ
の
選
択

肢
で
す
。
他
の
方
法
で
も
、
電
子
政
府
の

構
築
は
可
能
で
す
。

（
辻
村
）
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
選
択
肢

が
新
た
な
公
共
事
業
と
し
て
、
一
番
儲
け

に
な
る
案
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

（
石
村
）
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
国

税
の
電
子
申
告
の
場
合
を
例
に
し
て
見
ま

す
と
、
電
子
署
名
を
利
用
す
る
こ
と
が
、

記
名
（
署
名
）
・
捺
印
と
同
じ
効
果
を
持

つ
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
暗

号
化
技
術
を
使
っ
た
デ
ジ
タ
ル
署
名
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
キ
ー
方
式
の
署
名
）
で
あ
る

必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
面
で
も
、

住
基
コ
ー
ド
を
ベ
ー
ス
と
し
た
、
原
則
、
国

民
一
人
一
枚
の
「
統
一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
」
を
用
い
た
公
的
個
人
認
証
制
度
が
、
唯

一
の
公
共
政
策
の
選
択
技
か
の
よ
う
に
装

い
、
こ
の
制
度
だ
け
を
強
く
推
し
進
め
る
政

府
や
Ｉ
Ｔ
業
界
の
姿
勢
は
強
く
批
判
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
私
た
ち
国
民

は
、
電
子
政
府
（

）
構
想
の
裏
に
隠

さ
れ
た
〝
Ｉ
Ｔ
利
権
〟
に
も
っ
と
鋭
い
メ
ス

を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
対
案
と
し
て
、
Ｅ
│
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
確
立
を
基
調
と
し
た
、
背
番
号
コ
ー
ド

と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
が
不
要
な
、
真
の
電
子
政
府

構
想
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
政
策
を
用

意
で
き
る
野
党
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
政
策
提

言
型
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
な
い
わ
け
で
す
。
ず
っ
と
役

所
に
頼
り
き
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

（
辻
村
）
P
I
J
の
よ
う
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ

Ｇ
Ｏ
が
法
案
を
用
意
で
き
れ
ば
い
い
の
で

す
が
、
人
材
・
資
金
い
ず
れ
の
面
で
も
、

多
難
で
す
ね
（
笑
）
。

（
石
村
）
た
だ
、
汎
用
の
住
民
票
コ
ー
ド

を
止
め
、
自
由
選
択
の
限
定
番
号
を
使

う
。
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
も
止
め
る
。
こ
ん
な
形

で
電
子
政
府
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ま

す
。
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
問
題
は
、
〝
役
人
の
国
民
を

監
視
し
た
い
意
識
と
Ｉ
Ｔ
利
権
を
ど
う
そ

ぐ
の
か
〟
が
最
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
い
る
課

題
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
住
民
票
コ
ー
ド
の

納
税
者
番
号
へ
の
転
用
は
違
法

（
辻
村
）
電
子
政
府
構
想
の
一
環
と
し
て
、

住
民
票
コ
ー
ド
の
納
税
者
番
号
（
納
番
）
へ

の
転
用
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
納
税
者
番
号
は
、
大
き
く
「
個

人
用
」
と
「
そ
れ
以
外
」
、
つ
ま
り
「
法

人
な
ど
用
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
政
府
税

調
な
ど
も
、
「
個
人
用
」
の
納
番
と
し
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ど
う
粉
砕
す
る
、
総
務
省
の
デ
ー
タ
収
容
所
列
島
化
構
想

て
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
転
用
に
積
極
的
な

考
え
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
住
民
票
コ
ー
ド
は
、

民
間
利
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
で
す
か
ら
、
現
行
の
住
基
法
の
も

と
で
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
納
税
者
番
号
へ

の
転
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
ほ
か
の
番
号
コ
ー

ド
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
辻
村
）
で
も
、
役
人
は
、
付
番
漏
れ
が

な
く
一
網
打
尽
に
で
き
る
と
、
出
生
番
号

で
あ
る
住
民
票
コ
ー
ド
に
執
着
す
る
の
で

は
な
い
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
う
い
う
雰
囲
気
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
納
税
者
番
号
は
、
た
と
え
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
課
税
庁
が

独
自
に
付
番
す
る
仕
組
み
で
な
け
れ
ば
、
個

人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
護
れ
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
納
税
者
に
は
、
分
類
上
、
個
人

の
ほ
か
に
法
人
な
ど
が
お
り
ま
す
。
個
人
情

報
保
護
法
で
は
、
法
人
納
税
者
の
情
報
は
保

護
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
税
法
独
自
の

「
納
税
者
情
報
保
護
法
」
を
つ
く
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
辻
村
）
預
貯
金
の
利
子
や
給
与
の
受
取

り
、
原
稿
料
の
受
取
り
な
ど
の
際
に
は
、

税
金
が
天
引
徴
収
さ
れ
ま
す
。
住
民
票
コ

ー
ド
を
納
番
に
転
用
す
る
と
し
ま
す
と
、

こ
れ
ら
の
支
払
の
際
に
、
支
払
先
に
住
民

票
コ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
納
番
制

に
住
民
票
コ
ー
ド
を
転
用
し
た
途
端
、
民
間

に
住
民
票
コ
ー
ド
は
垂
れ
流
し
に
な
っ
て
し

ま
う
わ
け
で
す
。
い
っ
た
ん
民
間
に
流
れ
た

住
民
票
コ
ー
ド
の
目
的
外
利
用
を
、
本
人
が

追
跡
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。

（
辻
村
）
「
住
基
ネ
ッ
ト
は
専
用
回
線
で

つ
な
ぎ
、
し
か
も
住
民
票
コ
ー
ド
は
限
ら

れ
た
93
事
務
で
し
か
使
わ
な
い
の
だ
か

ら
、
騒
ぐ
な
、
心
配
な
い
」
と
い
う
役
所

の
説
明
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
説
得
力
が
あ

り
ま
せ
ん
ね
。

（
石
村
）
ま
っ
た
く
の
ウ
ソ
で
す
。
と
も
か

く
、
住
民
票
コ
ー
ド
の
納
番
へ
の
転
用
は
絶

対
に
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
住
基
ネ
ッ
ト
の
民
間
利
用
は
、

「
な
り
す
ま
し
犯
罪
者
天
国
」
へ
の
道

（
石
村
）
総
務
省
が
主
催
す
る
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
シ
ス
テ
ム
実
験
事
業
」
、
経
済
産
業
省
が

主
催
す
る
「
Ｉ
Ｔ
整
備
都
市
研
究
事
業
」
な

ど
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
を
核
と
し
た
住
基
ネ

ッ
ト
を
民
間
で
も
利
用
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
目
白
押
し
の
状
況
で
す
。

（
辻
村
）
し
か
し
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
民

間
利
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
で

す
か
。

（
石
村
）
そ
ん
な
の
は
お
構
い
な
し
の
態

度
で
す
。
「
Ｉ
Ｔ
整
備
都
市
研
究
事
業
」

で
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
全
国
セ
ン
タ
ー
に

も
な
っ
て
い
る
（
財
）
地
方
自
治
情
報
セ

ン
タ
ー
と
連
携
し
、
行
政
・
商
業
双
方
に

も
使
う
官
民
共
用
の
「
統
一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
」
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
辻
村
）
住
民
票
コ
ー
ド
の
ビ
ジ
ネ
ス
利
用

の
解
禁
と
い
う
こ
と
は
、
完
全
に
共
通
番
号

化
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
民
間
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
も
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
キ
ー
と
し
て

構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
住
民

票
コ
ー
ド
の
マ
ス
タ
ー
キ
ー
化
で
す
。
情

報
ス
ト
ー
カ
ー
対
策
か
ら
見
れ
ば
、
最
悪

の
シ
ナ
リ
オ
で
す
。

（
辻
村
）
住
民
票
コ
ー
ド
の
マ
ス
タ
ー
キ
ー

化
は
、
「
な
り
す
ま
し
犯
罪
者
天
国
」
へ
の

道
で
は
な
い
で
す
か
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
社

会
保
障
番
号
（
Ｓ
Ｓ
Ｎ
）
の
汎
用
に
ど
う
規

制
を
か
け
る
か
議
論
し
て
い
る
の
に
、
ま
っ

た
く
、
逆
で
は
な
い
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で

は
、
Ｓ
Ｓ
Ｎ
が
官
民
に
わ
た
る
汎
用
の
結
果

マ
ス
タ
ー
キ
ー
化
し
、
そ
れ
を
盗
用
し
て
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
偽
造
し
使
う
「
な
り
す

ま
し
犯
罪
」
が
多
発
し
て
い
ま
す
ね
。

（
辻
村
）
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
き
な
社
会

問
題
に
な
り
、
連
邦
議
会
や
行
政
が
対
応

に
苦
慮
し
て
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
し
か
し
、
わ
が
国
の
中
央
の
役

人
や
Ｉ
Ｔ
利
権
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
連

中
が
、
こ
う
し
た
事
実
や
話
を
聞
く
耳
を

持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
で
す
か

ら
、
い
っ
た
ん
住
基
ネ
ッ
ト
を
許
す
と
、

後
戻
り
で
き
な
い
暗
黒
の
背
番
号
社
会
が

広
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ヤ
ミ
の

中
を
、
国
民
に
〝
勝
手
に
歩
け
〟
と
い
う

の
が
、
今
の
政
府
や
政
治
の
態
度
で
す
。

●
「
個
人
情
報

国
家
護
持
セ
ン
タ
ー
」
化
へ
の
道

（
辻
村
）
住
基
ネ
ッ
ト
の
全
国
セ
ン
タ
ー

は
、
総
務
省
の
手
の
う
ち
に
あ
る
財
団
法

人
・
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
に
設
け
ら
れ

た
わ
け
で
す
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ

こ
で
管
理
す
る
の
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
と
、

四
基
本
情
報
（
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・

性
別
）
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
変
更
情
報
の

「
六
基
本
情
報
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
残
り

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
管
理

す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
住
基
ネ
ッ
ト
は
、

六
基
本
情
報
は
全
国
セ
ン
タ
ー
で
管
理
し
、

残
り
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

に
分
散
し
て
管
理
す
る
仕
組
み
で
す
。

（
辻
村
）
将
来
、
全
国
セ
ン
タ
ー
で
管
理
す

る
情
報
が
拡
大
す
る
怖
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
当
然
で
す
。
わ
が
国
と
同
じ

く
、
生
ま
れ
た
と
き
に
付
番
す
る
「
出
生

番
号
方
式
」
の
国
民
総
背
番
号
制
度
を
す

で
に
稼
動
さ
せ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

全
国
セ
ン
タ
ー
（
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｒ
）
で
管
理
し

て
い
る
各
人
の
基
本
情
報
の
多
さ
は
見
過

ご
せ
ま
せ
ん
。
（
次
ペ
ー
ジ
の
図
参
照
）

（
辻
村
）
す
ご
い
内
容
で
す
ね
。

（
石
村
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
私
有
財
産



●
自
治
体
か
ら
異
論
・
反
対
が
続
出

住
基
ネ
ッ
ト
は
、
八
月
五
日
に
政
府
の

予
定
通
り
稼
動
し
た
。

だ
が
、
全
国
三
十
六
の
地
方
議
会
が
延

期
を
求
め
る
意
見
書
を
採
択
す
る
な
ど
、

異
論
が
続
出
し
た
。

東
京
都
杉
並
区
（
五
十
一
万
人
）
、
国

分
寺
市
（
十
一
万
人
）
、
福
島
県
矢
祭
町

（
七
千
三
百
人
）
な
ど
は
、
住
基
ネ
ッ
ト

か
ら
離
脱
し
た
。
ま
た
、
横
浜
市
（
三
百

四
十
五
万
人
）
は
、
住
民
が
自
分
の
意
思

で
住
基
ネ
ッ
ト
の
不
参
加
を
選
べ
る
「
選

択
制
」
を
採
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
総
務
省
が
一
方
的
に
自

治
体
に
押
し
付
け
た
住
基
ネ
ッ
ト
に
対
す

る
抵
抗
が
全
国
の
自
治
体
か
ら
相
次
い

だ
。
こ
れ
は
、
全
国
民
の
人
格
権
を
国
が

管
理
す
る
仕
組
み
に
潜
む
危
険
に
自
ら
の

住
民
を
さ
ら
し
た
く
な
い
、
と
い
う
自
治

体
の
意
思
を
表
わ
す
も
の
だ
。
ま
た
、
政

府
が
、
完
璧
な
個
人
情
報
保
護
法
制
が
整

わ
な
い
ま
ま
住
基
ネ
ッ
ト
を
強
行
し
た
こ

と
も
一
因
だ
。

●
自
治
体
独
自
の

住
基
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
策
実
施
の
動
き

岐
阜
県
多
治
見
市
は
、
個
人
情
報
が
適

切
に
保
護
さ
れ
て
い
な
い
と
市
長
が
判
断

し
た
場
合
、
住
基
ネ
ッ
ト
と
の
接
続
を
停

止
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
「
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
規
定
」
を
ま
と
め
た
。
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住
基
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
各
界
の
動
向

制
は
認
め
る
も
の
の
、
社
会
主
義
を
基
調

に
高
福
祉
・
高
負
担
政
策
の
下
、
基
本
的

な
個
人
情
報
は
公
有
化
す
る
政
策
を
堅
持

し
て
き
ま
し
た
。

（
辻
村
）
わ
が
国
は
資
本
主
義
を
基
本
と

し
て
い
ま
す
。
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は

そ
の
個
人
の
財
産
な
わ
け
で
す
よ
ね
。

（
石
村
）
で
す
か
ら
、
住
基
ネ
ッ
ト
は
〝
役

所
社
会
主
義
〟
の
構
想
と
い
え
る
わ
け
で

す
。

（
辻
村
）
確
か
に
、
旧
ソ
連
の
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
大
統
領
は
、
「
日
本
は
最
も
成
功
し

た
社
会
主
義
国
家
の
一
つ
」
と
評
し
た
と

は
聞
き
ま
し
た
が
（
笑
）
。

（
石
村
）
住
基
ネ
ッ
ト
が
稼
動
し
た
今
、

わ
が
国
で
も
、
全
国
セ
ン
タ
ー
で
管
理
す

る
基
本
情
報
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
さ
れ
る
こ

と
が
危
惧
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
カ
ー
ド
に
分
散
管
理
さ
れ
る
情

報
を
全
国
セ
ン
タ
ー
に
吸
い
上
げ
る
こ
と

も
可
能
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
で
す
か
ら
、

各
人
の
一
生
涯
分
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
を

管
理
す
る
、
全
国
セ
ン
タ
ー
の
「
個
人
情
報

国
家
護
持
セ
ン
タ
ー
」
化
へ
の
道
は
開
か
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う

に
、
こ
の
ま
ま
住
基
ネ
ッ
ト
を
黙
認
し
て
い

く
と
、
後
戻
り
で
き
な
い
暗
黒
の
背
番
号
社

会
の
中
を
ど
ん
ど
ん
突
き
進
ん
で
い
く
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。

（
辻
村
）
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
吟
味
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
何
の
理
念
も
な
い
単
な
る
公

共
事
業
で
、
国
民
を
デ
ー
タ
監
視
す
る
た

め
の
イ
ン
フ
ラ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
は
っ

き
り
し
て
き
ま
す
。

も
う
一
度
原
点
に
戻
っ
て
、
「
国
民
が

主
役
」
の
視
点
か
ら
「
こ
の
国
の
あ
り

方
」
か
ら
考
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

す
み
や
か
に
住
基
ネ
ッ
ト
廃
止
法
を
成
立

さ
せ
、
さ
ら
に
は
電
子
監
視
政
府
構
想
の

廃
止
・
転
換
を
は
か
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
石
村
代
表
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

住
基
ネ
ッ
ト

稼
働
前
後
の
各
界
の
動
向

◆
政
府
は
、
各
界
か
ら
の
異
論
を
押
し
退
け
住
基
ネ
ッ
ト
を
強
行

◆
自
治
体
か
ら
異
論
・
反
対
が
続
出

◆
市
民
団
体
な
ど
の
動
き

◆
住
民
票
コ
ー
ド
の
受
取
り
と
使
用
を
拒
否
す
る
市
民

◆
住
基
ネ
ッ
ト
に
反
対
す
る
議
員
の
動
き

◆
東
京
地
裁
に
住
基
ネ
ッ
ト
差
し
止
め
訴
訟
提
起
さ
れ
る

Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ズ
編
集
部

●SPAR（スウェーデンの全国センター）管理情報の内訳
・PIN（背番号コード）
・氏名
・住所
・管理教区
・本籍地
・出生地
・国籍（スウェーデン人、その他）
・婚姻関係（独身、既婚、別居、その他）
・婚姻関係を最後に変更した日付
・家族関係（例えば、妻・夫のPIN、子供など扶養者のPIN）
・所得税の賦課額
・本人および家族の所得額
・本人および家族の課税対象資産
・居住用として保有する不動産（一戸建て、集合住宅、農家、別荘、その他）不

動産所在地の県の地域番号
・建物の類型（建物の種類、大きさ、建築年、１階建て・２階建て、地下室の有

無、その他主な定着物）
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・このファイルを最後に変更した日付
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住
基
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
各
界
の
動
向

こ
の
規
定
で
は
、
住
民
か
ら
個
人
情
報

の
漏
え
い
な
ど
の
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

市
長
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
で
結
ば
れ
て
い
る

他
の
自
治
体
や
国
に
報
告
を
求
め
る
な

ど
、
調
査
を
実
施
し
、
市
長
が
不
適
切
と

認
め
た
と
き
に
は
、
市
個
人
情
報
保
護
審

議
会
の
意
見
を
聞
い
て
、
シ
ス
テ
ム
回
線

か
ら
の
切
り
離
し
な
ど
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
都
杉
並
区
の

「
住
基
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
条
例
」
の
流
れ
を

く
ん
だ
動
き
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
条
例

は
、
長
野
県
、
埼
玉
県
上
福
岡
市
、
東
京

都
国
立
市
な
ど
各
地
の
自
治
体
で
も
検
討

さ
れ
て
い
る
。

●
市
民
団
体
な
ど
の
動
き

「
住
基
ネ
ッ
ト
八
月
五
日
実
施
を
許
さ

な
い
大
集
会
」
が
七
月
二
十
日
（
土
）

に
、
東
京
、
八
丁
堀
に
あ
る
労
働
ス
ク
ェ

ア
東
京
大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
。

五
百
五
十
人
を
上
回
る
参
加
が
あ
り
、

会
場
は
、
熱
気
に
あ
ふ
れ
、
国
民
背
番
号

実
施
絶
対
反
対
の
怒
り
の
渦
に
包
ま
れ

た
。
十
五
人
の
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
、

二
人
の
衆
議
院
議
員
の
ア
ピ
ー
ル
、
さ
ら

に
は
住
基
ネ
ッ
ト
反
対
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
や
歌
あ
り
で
、
会
場
は
、
反
対
ム
ー
ド

一
色
で
あ
っ
た
。
集
会
後
、
参
加
者
は
、

「
ウ
シ
は
10
ケ
タ
、
ヒ
ト
は
11
ケ
タ
、
住

基
ネ
ッ
ト
八
月
五
日
実
施
を
許
さ
な
い
」

の
横
断
幕
を
先
頭
に
、
炎
天
下
の
銀
座
を

パ
レ
ー
ド
し
、
住
基
ネ
ッ
ト
反
対
を
訴
え

た
。
こ
の
集
会
を
企
画
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
白
石
孝
代
表
ら
に

は
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。

「
国
民
共
通
番
号
制
に
反
対
す
る
会
」
の

代
表
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
櫻
井
よ
し
こ

さ
ん
は
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
危
険

性
を
訴
え
た
。
ま
た
、
街
頭
活
動
や
国
会
議

員
に
対
す
る
働
き
か
け
を
精
力
的
に
や
ら
れ

た
。
櫻
井
さ
ん
の
活
動
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ

ま
で
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
問
題
点
が
ふ
つ
う
の

市
民
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
櫻
井
さ
ん
の
活
動
に
は
、
心
か
ら
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
。

●
誰
も
が
No!
の
住
基
ネ
ッ
ト

宮
城
県
の
子
牛
田
町
に
住
む
工
藤
さ
ん

一
家
は
、
町
当
局
に
住
民
票
コ
ー
ド
の
受

取
り
と
使
用
を
拒
否
す
る
申
入
れ
を
し

た
。
「
住
民
に
と
り
便
利
に
な
る
な
ど
と

ウ
ソ
を
つ
い
て
、
権
力
者
の
意
の
ま
ま
に

私
た
ち
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
《
悪
用
》
し

よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
私
た
ち
は

断
固
、
反
対
し
ま
す
」
が
理
由
。
工
藤
さ

ん
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
い
え
な
い
ま

で
も
、
自
分
の
知
ら
な
い
間
に
ど
ん
ど
ん

進
め
ら
れ
る
デ
ー
タ
監
視
社
会
化
に
対
し

て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
嫌
悪
感
を
抱
い

て
い
る
。

P
I
J
の
石
村
代
表
が
ス
ピ
ー
チ
し
た

岐
阜
市
で
の
あ
る
財
テ
ク
・
セ
ミ
ナ
ー
に

来
た
ふ
つ
う
の
市
民
の
方
が
言
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
「
石
村
先
生
、
背
番
号
を
何
と

か
止
め
て
く
だ
さ
い
。
地
方
の
小
さ
な
隣

組
の
よ
う
な
市
や
町
で
は
、
役
所
が
決
め

た
こ
と
に
は
何
も
言
え
な
い
ん
で
す
。
お

願
い
し
ま
す
。
」
と
。

同
じ
く
、
石
村
代
表
は
言
う
。
「
北
海

道
文
化
放
送
八
月
十
五
日
、
午
前
十
時
頃

か
ら
の
番
組
『
の
り
ゆ
き
の
ト
ー
ク
DE
北

海
道
～
特
集
・
背
番
号
社
会
の
恐
怖
』
に

出
演
し
ま
し
た
。
そ
の
番
組
で
募
っ
て
、

受
け
た
視
聴
者
か
ら
の
約
二
千
本
の
電
話

の
う
ち
、
千
六
百
余
り
が
住
基
ネ
ッ
ト
に

ノ
ー
。
二
百
弱
が
イ
エ
ス
。
そ
し
て
残
り

が
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
で
し
た
。
い
か

に
根
強
い
反
対
が
あ
る
の
か
思
い
知
ら
さ

れ
ま
し
た
」
と
。

ま
た
、
石
村
代
表
は
、
BS
ジ
ャ
パ
ン
七

月
二
十
七
日
朝
放
映
の
番
組
「
ネ
ク
ス
ト

経
済
研
～
住
基
ネ
ッ
ト
特
集
」
に
出
演
し

た
と
き
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
女
性
の
キ
ャ
ス
タ
ー
が
、
声
を
荒
げ

て
、
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
で
人
格
権
を
役
所

が
管
理
す
る
の
っ
て
、
人
権
侵
害
で
は
な

い
で
す
か
」
と
。

●
住
基
ネ
ッ
ト
に
反
対
す
る
議
員
の
動
き

「
住
基
ネ
ッ
ト
を
考
え
る
議
員
連
盟
」

（
会
長
・
小
林
興
起
衆
議
院
議
員
）
は
、

住
基
ネ
ッ
ト
の
稼
動
延
期
の
た
め
の
議
員

立
法
を
め
ざ
し
結
成
さ
れ
た
。

七
月
十
一
日
に
開
か
れ
た
「
住
基
ネ
ッ

ト
凍
結
法
案
を
実
現
す
る
委
員
署
名
活
動

第
一
回
報
告
会
」
で
は
、
櫻
井
よ
し
こ
さ

ん
を
呼
ん
で
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
問
題
点
を

お
さ
ら
い
し
、
住
基
ネ
ッ
ト
凍
結
の
法
案

成
立
を
急
ぐ
こ
と
を
確
認
し
た
。
議
員
立

法
の
内
容
は
、
改
正
住
基
法
附
則
に
盛
ら

れ
た
趣
旨
に
沿
い
、
「
個
人
情
保
護
関
連

法
案
の
成
立
ま
で
は
住
基
ネ
ッ
ト
を
稼
動

さ
せ
な
い
」
と
い
う
骨
子
。
た
だ
、
議
員

立
法
に
よ
る
法
案
の
提
出
に
は
、
衆
院
で

は
提
出
者
を
含
め
二
十
一
人
の
議
員
の
賛

成
が
必
要
な
ほ
か
、
自
民
党
の
場
合
、
政

調
審
議
会
、
総
務
会
の
了
承
を
得
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
初
か
ら
議
員
立

法
成
立
の
困
難
さ
が
予
想
さ
れ
た
。

一
方
、
河
村
た
か
し
衆
議
院
議
員
ら
が

先
頭
に
た
っ
て
、
野
党
四
党
も
住
基
ネ
ッ

ト
実
施
凍
結
法
案
の
成
立
に
動
い
た
。
七

月
五
日
に
、
民
主
・
自
由
・
共
産
・
社
民

の
野
党
四
党
は
、
凍
結
法
案
に
関
す
る
対

応
を
協
議
し
た
。
そ
の
後
、
法
案
は
用
意

さ
れ
た
。

こ
う
し
た
国
会
内
で
の
慎
重
論
の
高
ま
り

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
月
五
日
を
迎
え
、
結

局
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
稼
動
は
強
行
さ
れ
た
。

●
学
者
ら
住
基
ネ
ッ
ト
差
し
止
め
提
訴

大
学
教
授
等
が
中
心
と
な
っ
て
、
七
月
二

十
六
日
に
、
国
な
ど
を
相
手
ど
っ
て
住
基
ネ



ッ
ト
の
運
用
差
止
を
求
め
る
訴
訟
が
東
京
地

裁
に
起
こ
さ
れ
た
。
住
基
ネ
ッ
ト
は
憲
法
十

三
条
が
保
障
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
（
自
己

情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
件
）
を
侵
害
す
る
こ

と
な
ど
を
理
由
と
し
て
い
る
。

原
告
は
、
弓
削
達
氏
（
東
大
名
誉
教

授
）
、
吉
川
経
夫
氏
（
法
政
大
学
名
誉
教

授
）
、
斎
藤
貴
男
氏
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

ら
六
人
。
被
告
は
、
国
、
地
方
自
治
情
報
セ

ン
タ
ー
（
全
国
セ
ン
タ
ー
）
、
そ
れ
に
原
告

六
人
が
居
住
す
る
都
県
と
市
区
町
村
。

訴
状
に
よ
る
と
、
①
住
基
ネ
ッ
ト
の
仮

運
用
に
よ
り
、
原
告
ら
の
個
人
情
報
が
本

人
の
同
意
な
く
、
居
住
す
る
自
治
体
か
ら

都
県
、
全
国
セ
ン
タ
ー
に
提
供
さ
れ
、
全

国
に
流
通
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
原
告
ら

に
憲
法
十
三
条
で
保
障
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
（
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

権
）
を
侵
害
さ
れ
た
。
②
改
正
住
基
法
附

則
（
一
条
二
項
）
に
定
め
ら
れ
た
「
個
人

情
報
保
護
法
に
万
全
を
つ
く
す
」
と
の
法

律
上
の
義
務
を
怠
っ
た
ま
ま
で
の
違
法
な

仮
運
用
を
七
月
二
十
二
日
か
ら
行
っ
た
。

そ
こ
で
、
原
告
は
、
氏
名
な
ど
個
人
情

報
を
自
治
体
間
や
全
国
セ
ン
タ
ー
に
流
通

さ
せ
る
事
務
処
理
の
差
し
止
め
を
求
め
る

と
と
も
に
、
こ
の
仮
運
用
で
、
精
神
的
な

損
害
を
受
け
た
と
し
て
国
と
四
都
県
に
計

六
百
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
。

こ
の
訴
訟
は
、
実
質
的
に
、
憲
法
十

三
条
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
を
侵
害
す

る
住
基
ネ
ッ
ト
を
廃
止
に
持
ち
込
む
趣
旨

で
起
こ
さ
れ
た
差
止
め
訴
訟
。

こ
の
訴
訟
を
支
援
す
る
た
め
に
、
「
住

基
ネ
ッ
ト
差
止
め
訴
訟
を
支
援
す
る
会
」

（
協
同
代
表

伊
藤
成
彦
・
中
大
名
誉
教

授
、
小
田
中
聡
樹
・
専
大
教
授
、
北
野
弘

久
・
日
大
名
誉
教
授
な
ど
五
名
）
が
組
織

さ
れ
て
い
る
。

●
P
I
J
石
村
代
表
、
河
村
相
談
役
、

各
方
面
で
奮
闘
中
！

P
I
J
石
村
代
表
は
、
Ｔ
Ｖ
や
雑
誌
な

ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
、
精
力
的
に
住
基

ネ
ッ
ト
反
対
の
説
法
を
続
け
て
い
る
。

法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
月
号
特
集
「
住
基
ネ

ッ
ト
批
判
」
で
は
、
反
対
記
事
を
執
筆
す

る
と
と
も
に
、
櫻
井
よ
し
こ
、
山
田
宏
さ

ん
ら
と
行
っ
た
座
談
会
を
掲
載
。
法
律
時

報
九
月
号
の
法
律
時
評
で
は
、
「
住
基
ネ

ッ
ト
は
人
格
権
の
公
的
管
理
の
構
想
」
を

執
筆
。
朝
日
新
聞
七
月
十
四
日
（
日
）
朝

刊
「
私
の
視
点
～
特
集
・
住
基
ネ
ッ
ト
を

考
え
る
」
で
は
、
「
人
格
が
国
に
管
理
さ

れ
る
恐
れ
」
の
タ
イ
ト
ル
で
反
対
論
を
展

開
。
毎
日
新
聞
七
月
二
十
八
日
（
日
）
朝

刊
「
21
世
紀
の
視
点
」
で
は
、
「
人
格
権

を
公
的
管
理
～
住
基
ネ
ッ
ト
が
導
く
監
視

社
会
」
の
タ
イ
ト
ル
で
反
対
論
を
執
筆
。

そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
週
刊
誌
や
地
方

紙
な
ど
に
、
住
基
ネ
ッ
ト
反
対
を
表
明
。

P
I
J
相
談
役
の
河
村
た
か
し
衆
議
院

議
員
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
反
対
す
る
議
連

や
グ
ル
ー
プ
の
立
ち
上
げ
に
精
力
的
に
活

躍
。
櫻
井
よ
し
こ
さ
ん
ら
と
街
頭
に
立

ち
、
住
基
ネ
ッ
ト
差
止
め
提
訴
で
も
、
強

力
な
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
住
基

ネ
ッ
ト
関
連
の
Ｔ
Ｖ
番
組
や
雑
誌
記
事
で

も
、
積
極
的
に
発
言
。

恐
ら
く
こ
の
二
人
が
い
な
か
っ
た
ら
、
住

基
ネ
ッ
ト
は
今
以
上
に
超
監
視
国
家
的
な
構

想
で
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

今
後
も
、
こ
の
二
人
に
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
の

廃
止
、
新
た
な
公
共
事
業
で
あ
る
住
基
ネ
ッ

ト
を
使
っ
た
電
子
政
府
構
想
と
の
戦
い
に
果

敢
に
挑
戦
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
熾
烈
な
戦

い
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
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住
基
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
各
界
の
動
向

住基ネット差止め訴訟を支援する会連絡先

東京都中野区本町６－２２－１６－８０５
Tel ０３－５３２８－０６５６　飯島和夫

支援カンパは、

郵便振替００一８０－４－５５３３１６

口座名　住基ネット差し止め訴訟支援

一口千円以上。

≪たった10万円で全国民を監視？≫
住民票コード11＋氏名40＋ふりがな80＋生年月日8＋

性別1＋住所90＋変更情報10回変わるまで保存して2,600
＝以上、合計すると、2,830バイト。

国民１人当りの本人確認6情報は、約3キロバイトとな
る 。 国 民 が 1億 2 ,500 万 人 と し て 、 3 キ ロ バ イ ト ×
125,000,000人＝375ギガバイト。120ギガバイトのハード
ディスクは、パソコンショップで約３万円程度。10万円
も出せば、全国民の本人確認6情報を収めることができ
る。何百億円もいらないのでは？
≪1枚のCD-Rで23万人分持ち出しできる≫

700メガバイトのCD-Rだと、700メガバイト÷3キロバ
イト＝233,333人（目黒区、豊島区の人口程度）があっ

という間に持ち出せる。
≪ADSLなら数分で何十万人分もハッキング≫

いまはやりのADSL回線なら最大で毎秒400人分の6情
報をダウンロードできる。10分で20万人以上。さらに高
速な光ファイバー回線ならこの10倍の速度。不正アクセ
スに気づいてシステムを止めても、10数分で横浜市程度
の人口の6情報は外部へ転送されてしまう。
≪名簿をナチはどこで手に入れたのか？≫

ナチス・ドイツのユダヤ人絶滅政策の効率化にはIBM
社が開発したパンチカード機器「ホレリス」が不可欠だ
った。さらに、ナチの内務省高官は、すべての個人情報
を集中する25階建ての円形のデータ塔を建てるという奇
抜な提案を検討していた...............

◆コラム◆　ちょっと計算してみました
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

■
は
じ
め
に

～
電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
課
題

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
（
ア
メ
リ
カ
）
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
先
進
各
国
で
は
、
税

の
「
電
子
申
告
（

、

）
」
が
広
く
普
及
し

て
き
て
い
ま
す
。
国
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
「
文
書
申
告
（

）
」

が
減
少
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
「
電
子
申

告
」
を
原
則
的
な
申
告
と
す
る
方
向
性
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。こ

う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
き
に
呼
応

す
る
形
で
、
わ
が
国
で
も
、
一
九
九
五
年

一
月
五
日
に
開
か
れ
た
全
国
国
税
局
長
会

議
で
、
初
め
て
国
税
上
の
電
子
申
告
制
度

導
入
の
方
針
が
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
九
九
年
六
月
に
は
、
国
税
庁

が
主
導
す
る
形
で
、
国
税
審
議
官
が
主
催

す
る
「
申
告
手
続
の
電
子
化
等
に
関
す
る

研
究
会
（
以
下
「
国
税
庁
研
究
会
」
）
」

（
座
長
・
水
野
忠
恒
一
ッ
橋
大
学
教
授
）

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

わ
が
国
政
府
は
、
一
九
九
九
年
十
二
月

十
九
日
に
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
公
表
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
国
家
Ｉ

Ｔ
（
情
報
技
術
）
戦
略
の
核
と
し
て
、
二

〇
〇
三
年
度
ま
で
に
電
子
政
府
（

）
の
実
現
を
目
指
す
方
針
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
国
税
庁
の
国

税
の
申
告
手
続
等
に
関
す
る
電
子
申
告
シ

ス
テ
ム
づ
く
り
は
、
こ
の
方
針
に
沿
い
、

電
子
政
府
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
進
め
ら

れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

国
税
庁
研
究
会
は
、
一
九
九
九
年
六
月

以
降
、
一
〇
回
の
研
究
会
を
開
催
し
、
二

〇
〇
〇
年
四
月
十
九
日
に
「
望
ま
し
い
電

子
申
告
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
報

告
書
を
公
表
し
ま
し
た
。
こ
の
報
告
を
受

け
て
、
電
子
申
告
制
度
の
導
入
に
向
け
た

具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
、
二
〇

〇
〇
年
十
一
月
か
ら
麹
町
税
務
署
・
練
馬

東
税
務
署
の
二
署
で
の
実
験
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。

法
人
納
税
者
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇

年
十
一
月
か
ら
七
百
三
社
が
こ
の
実
験
に

参
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
個
人
納
税
者
に

つ
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
か
ら
三
百

九
十
人
が
こ
の
実
験
に
参
加
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
実
験
結
果
を
踏
ま
え
、
操
作

性
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
技
術
面
な
ど
か
ら

の
検
証
・
検
討
を
加
え
、
二
〇
〇
二
年

に
、
本
格
的
な
導
入
の
た
め
の
税
法
改
正

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
法
人

税
は
二
〇
〇
三
（
平
成
十
五
）
年
十
一
月

決
算
法
人
か
ら
、
そ
し
て
所
得
税
は
二
〇

〇
三
（
平
成
十
五
）
年
分
の
確
定
申
告
か

ら
電
子
申
告
が
本
格
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
地
方
税
へ
の
電
子
申
告
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
、
総
務
省
は
、
こ
の
ほ
ど
地
方

税
の
申
告
を
納
税
者
（
住
民
）
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う
電
子
申
告
シ
ス
テ

ム
の
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し

た
。
国
税
庁
の
電
子
申
告
が
ス
タ
ー
ト
を
予

定
し
て
い
る
二
〇
〇
四
年
度
の
同
時
運
用
開

始
を
目
標
と
し
て
お
り
、
国
税
・
地
方
税
が

足
並
み
を
揃
え
る
形
で
整
備
が
進
め
ら
れ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

総
務
省
の
地
方
税
へ
の
電
子
申
告
制
度

の
導
入
は
、
政
府
の
Ｉ
Ｔ
基
本
戦
略
や
そ

れ
を
法
定
し
た
Ｉ
Ｔ
基
本
法
〔
高
度
情
報

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法
〕

の
成
立
（
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
二
十
九

《
石
村
P
I
J
代
表
に
聞
く
！
》

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

◆
電
子
政
府
構
想
に
の
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
は
代
理
人
申
告
に
は
な
じ
ま
な
い

◆
税
理
士
会
は
、
全
員
確
定
申
告
・
電
子
申
告
時
代
に
対
応
す
る
政
策
提
言
を

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
電
子
申
告
は
納
税
者
に
や
さ
し
い
制
度
な
の
か
？

《
話
し
手
》

P
I
J
代
表
・
白
鴎
大
学
教
授

石
村
耕
治

《
聞
き
手
》

P
I
J
常
任
運
営
委
員
・
税
理
士

平
野
信
吾
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

日
）
を
受
け
た
電
子
自
治
体
構
想
の
一
環

と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

地
方
税
制
を
担
当
す
る
総
務
省
自
治
税

務
局
で
は
、
全
国
地
方
税
務
協
議
会
や
全

国
知
事
会
な
ど
と
近
く
「
地
方
税
電
子
申

告
等
推
進
協
議
会
」
を
発
足
さ
せ
、
電
子

申
告
シ
ス
テ
ム
導
入
に
向
け
て
の
具
体
策

を
検
討
し
て
き
て
い
ま
す
。
住
民
か
ら
の

電
子
申
告
を
受
け
付
け
る
シ
ス
テ
ム
の
開

発
と
既
成
の
税
務
シ
ス
テ
ム
と
の
連
結
が

主
な
テ
ー
マ
と
し
た
模
様
で
す
。
二
〇
〇

二
年
度
は
関
係
法
令
の
整
備
を
行
い
、
二

〇
〇
二
年
十
月
か
ら
試
行
を
開
始
し
、
二

〇
〇
三
年
度
実
施
を
目
指
す
と
の
こ
と
で

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
本
人
申

告
が
中
心
で
、
添
付
資
料
は
郵
送
す
る
方

式
に
な
る
模
様
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
余

り
効
率
的
で
は
な
く
、
安
全
面
で
も
不
安

の
残
る
方
式
で
す
。

現
在
の
電
子
申
告
導
入
論
議
で
は
、
と

か
く
技
術
論
が
先
行
し
が
ち
で
す
。
ま

た
、
政
府
や
政
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
利
権
に

群
が
る
Ｉ
Ｔ
企
業
が
中
心
に
な
り
、
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電

子
申
告
の
仕
組
み
が
常
識
で
あ
る
か
の
如

く
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
二

〇
〇
〇
年
に
多
額
の
カ
ネ
（
税
金
）
を
投
入

し
、
世
界
に
先
駆
け
て
国
民
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
と

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
核
と
し
た
電
子
政
府
構

想
を
実
施
に
移
し
た
も
の
の
、
頓
挫
し
て
し

ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
子
申

告
（
電
脳
申
告
）
が
多
額
の
税
金
を
食
う
割

に
、
ま
っ
た
く
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
実
情
を
み
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ツ
ー
ル
と
し
た

わ
が
国
の
電
子
政
府
（

）
構
想
の

神
話
が
崩
壊
し
た
場
合
へ
の
代
替
策
の
準

備
も
当
然
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
え
ま

す
。
現
在
、
お
役
所
と
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
が

中
心
に
な
っ
て
わ
が
国
で
進
め
ら
れ
て
い

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
子
供
か
ら
お
年
よ

り
ま
で
、
国
民
・
納
税
者
に
広
く
開
か
れ

た
使
い
勝
手
の
よ
い
電
子
手
続
の
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
の
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い

と
こ
ろ
で
す
。
と
く
に
、
納
税
者
の
本
人

申
請
・
申
告
の
場
合
は
と
も
か
く
と
し

て
、
税
理
士
な
ど
が
、
関
与
先
か
ら
依
頼

を
受
け
て
代
理
申
請
・
申
告
を
行
う
に
は

ま
っ
た
く
使
い
勝
手
の
悪
い
仕
組
み
に
な

っ
て
い
ま
す
。
税
務
の
電
子
化
に
つ
い
て

は
、
平
均
年
齢
で
は
六
十
歳
代
が
四
三
％

も
占
め
る
と
い
う
税
理
士
界
の
実
情
も
汲

み
取
っ
て
考
え
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
ツ
ー
ル
と
し
た
わ
が
国
の
電
子
政
府

（

）
構
想
は
、
国
民
・
納
税
者
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
も
問
題
が

多
す
ぎ
ま
す
。
11
ケ
タ
の
国
民
背
番
号

〔
住
民
票
コ
ー
ド
〕
を
振
る
住
民
基
本
台

帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〔
住
基
ネ
ッ
ト
〕
を
ベ

ー
ス
と
し
た
国
民
一
人
一
枚
の
「
統
一
的

Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
の
よ
う
な
国
民
登

録
証
制
度
は
、
ま
さ
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
公

有
化
構
想
そ
の
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
コ

ー
ド
と
カ
ー
ド
を
使
っ
て
「
人
格
の
国
家

管
理
」
を
す
す
め
る
仕
組
み
に
対
し
て

は
、
国
民
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ

て
は
い
ま
せ
ん
。

代
理
申
請
・
申
告
に
、
こ
う
し
た
仕
組

み
の
カ
ー
ド
を
使
え
る
と
し
た
場
合
、
な

り
す
ま
し
・
身
元
盗
用
犯
罪
の
多
発
を
招

き
か
ね
ま
せ
ん
。
一
方
、
「
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
」
を
使
え
な
い
と
す
る
と
、
納
税

者
本
人
が
、
税
理
士
な
ど
の
求
め
に
応
じ

て
電
子
委
任
状
を
作
成
す
る
と
か
、
と
て

も
煩
雑
な
手
続
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
多
く
の
税
理
士
は
、
自
分
の
関

与
先
の
う
ち
、
ど
れ
く
ら
い
が
電
子
委
任

状
な
ど
の
作
成
が
で
き
る
の
か
皆
目
検
討

が
つ
か
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る

投
資
が
求
め
ら
れ
。
し
か
も
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
告
特
有
の
〝
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問

題
〟
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
る
は
め
に
な
り

か
ね
な
い
わ
け
で
す
。
一
方
で
、
従
来
か

ら
の
文
書
申
告
の
仕
組
み
も
維
持
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

関
与
先
の
許
し
を
得
て
取
り
揃
え
た
さ

ま
ざ
ま
な
ゴ
ム
印
や
印
鑑
な
ど
に
囲
ま

れ
、
し
か
も
数
多
く
の
添
付
書
類
の
作
成

に
明
け
暮
れ
し
て
い
る
税
理
士
の
日
常
の

業
務
に
マ
ッ
チ
し
た
安
定
し
た
電
子
申
告

制
度
を
つ
く
り
あ
げ
な
い
限
り
、
そ
の
普

及
は
絶
望
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
電
子
申
告
制
度
の
本
格
的
な

導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
技
術
的
な
側
面
だ

け
で
は
な
く
、
税
務
専
門
職
に
係
わ
る
法

制
度
と
の
調
整
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
検

討
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
す
。
と
り
わ
け
、

わ
が
国
に
は
、
「
税
務
書
類
の
作
成
」
や

「
税
務
相
談
」
な
ど
を
独
占
業
務
と
す
る

税
理
士
制
度
が
あ
り
ま
す
。
現
在
検
討
さ

れ
て
い
る
電
子
申
告
制
度
プ
ラ
ン
は
、
代

理
申
告
の
利
便
性
に
つ
な
が
る
仕
組
み
な

の
か
な
ど
、
今
後
の
税
理
士
業
務
と
密
接

に
絡
ん
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
広
く

国
民
・
納
税
者
に
開
か
れ
た
電
子
申
告
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
は
、
税
理
士
業
務
と
の

関
連
に
つ
い
て
も
精
査
す
る
よ
う
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

国
民
一
人
一
枚
の
「
統
一
的
Ｉ
Ｄ
用
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
」
の
よ
う
な
国
民
登
録
証
を
媒

介
と
し
た
電
子
申
告
の
仕
組
み
は
、
本
来

的
に
、
本
人
申
告
を
促
進
す
る
仕
組
み
で

す
。
長
期
的
に
は
、
代
理
申
告
に
は
じ
わ

じ
わ
と
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
及
ぼ
す
仕
組
み

で
あ
る
点
を
、
税
理
士
業
界
は
よ
く
吟
味

す
べ
き
で
す
。

ま
た
、
各
国
と
は
異
な
り
、
わ
が
国
の

場
合
、
年
末
調
整
と
い
う
独
特
の
仕
組
み

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
仕
組
み
の
も
と
、
所
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

得
税
の
納
税
義
務
を
負
う
給
与
所
得
者
の

う
ち
確
定
申
告
を
す
る
者
の
数
は
限
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
時
点
に
お

い
て
は
、
電
子
申
告
の
導
入
に
伴
う
納
税

義
務
者
側
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
事
業
性
の
所

得
者
に
傾
斜
的
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
よ

う
に
も
見
え
ま
す
。
こ
の
点
は
、
電
子
申

告
制
度
の
評
価
を
す
る
場
合
に
、
他
の
西

欧
諸
国
と
大
き
く
異
な
る
特
徴
と
い
え
ま

す
。
し
か
し
、
最
近
、
全
員
確
定
申
告
を

す
る
納
税
制
度
の
導
入
が
真
剣
に
検
討
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
電
子
申

告
制
度
は
、
サ
ラ
リ
ー
ド
ワ
ー
カ
ー
（
給

与
所
得
者
）
や
年
金
所
得
者
な
ど
が
使
い

勝
手
の
よ
い
、
簡
便
か
つ
安
全
な
仕
組
み

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
国
税
の
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム

と
地
方
税
の
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
を
ど
う

整
合
性
を
持
た
せ
て
構
築
し
て
い
く
の
か

も
、
重
い
課
題
で
す
。
こ
の
場
合
、
納
税

者
の
利
便
性
を
考
え
る
と
、
国
税
と
地
方

税
を
一
括
し
て
電
子
申
告
が
で
き
る
「
合

同
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
」
、
「
ワ
ン
・
ス

ト
ッ
プ
・
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
」
の
仕
組
み

を
、
い
か
に
構
築
し
て
い
く
か
も
大
き
な

課
題
で
す
。

ま
た
、
こ
の
場
合
、
シ
ス
テ
ム
構
築
に

あ
た
っ
て
は
、
単
に
技
術
的
な
側
面
の
み

な
ら
ず
、
自
治
体
の
税
財
制
上
の
自
治
権

を
護
り
、
住
民
に
開
か
れ
た
利
便
性
の
高

い
簡
易
な
仕
組
み
を
ど
う
デ
ザ
イ
ン
す
る

か
な
ど
も
、
公
共
政
策
の
選
択
の
課
題
と

し
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

以
上
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
課
題
を

綿
密
に
点
検
す
る
こ
と
は
、
「
国
民
・
納

税
者
が
主
役
」
の
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
作

り
に
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
石
村
耕
治
P
I
J

代
表
に
、
「
納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し

い
電
子
申
告
」
は
ど
う
構
築
さ
れ
る
べ
き

か
に
つ
い
て
、
平
野
信
吾
P
I
J
常
任
運

営
委
員
が
お
話
を
伺
い
ま
す
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
主
に
、
電
子
申
告

の
運
用
実
績
の
あ
る
二
つ
の
国
、
す
な
わ

ち
①
有
償
の
税
務
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
強

い
政
府
規
制
を
か
け
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
（
以
下
、
ア
メ
リ
カ
）
の
仕
組
み

と
、
②
有
償
独
占
の
税
理
士
制
度
の
あ
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
仕
組
み
を
取
り
上

げ
、
比
較
し
な
が
ら
、
石
村
代
表
に
、
わ

が
国
で
の
制
度
導
入
に
向
け
て
の
課
題
を

点
検
し
て
い
だ
だ
き
ま
し
た
。

（
P
I
J
事
務
局
長
　
我
妻
憲
利
）

《
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■
は
じ
め
に

電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
課
題

Ｉ
電
子
申
告
と
は
何
か

Ⅱ
わ
が
国
で
の
電
子
申
告
検
討
の
経
緯

１
電
子
申
告
実
験
の
概
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験
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テ
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仲
介
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Ｔ
Ａ
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概
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②
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Ｃ
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概
要

③
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Ｏ
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制
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際

④
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⑤
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わ
が
国
で
の
税
理
士
業
務
と
仲
介
者

電
子
申
告
代
行
業
務
規
制

の
課
題

(1)
ア
メ
リ
カ
ン
・
モ
デ
ル

(2)
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ン
・
モ
デ
ル

(3)
わ
が
国
に
最
適
な
モ
デ
ル
と
は

※
以
上
本
号
掲
載
分

Ⅳ
電
子
申
告
の
方
法
・
手
順
の
課
題

１
各
国
の
実
情
を
探
る

(1)
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

①
税
理
士
関
与
電
子
申
告

②
税
理
士
無
関
与
電
子
申
告
(A)

本
人
電
子
申
告

③
税
理
士
無
関
与
電
子
申
告
(B)

税
務
援
助
電
子
申
告

(2)
ア
メ
リ
カ

２
わ
が
国
の
プ
ラ
ン
を

他
国
の
制
度
と
比
べ
て
読
む

(1)
わ
が
国
プ
ラ
ン
に
欠
け
る

納
税
者
が
主
役

の
視
点

(2)
求
め
ら
れ
る
全
員
確
定
申
告
を

前
提
と
し
た
電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
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(18)

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

(3)
税
務
援
助
と
電
子
申
告
の
接
点

Ⅴ
納
税
者
等
の
認
証
の
課
題

１
認
証
の
意
味

(1)
公
的
個
人
認
証
制
度

(2)
税
理
士
資
格
認
証
の
手
続

(3)
税
理
士
関
与
電
子
申
告
と
認
証
の
課
題

２
認
証
制
度
に
つ
い
て
の
他
国
と
の
比
較

Ⅵ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
の

課
題
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
探
る

１
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告

の
現
状

(1)
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
ガ
イ
ド

(2)
Ａ
Ｔ
Ｏ
の

ｅ

Ｔ
ａ
ｘ

Ｑ
＆
Ａ

の
紹
介

２
ア
メ
リ
カ
の
電
脳
申
告
制
度
の
概
況

(1)
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い

Ｏ
Ｍ
Ｂ
の
電
脳
申
告
拡
大
プ
ラ
ン

(2)
電
脳
申
告
の
利
用
が
拡
大
し
な
い
原
因

①
納
税
者
サ
イ
ド
の
事
情

②
役
所
サ
イ
ド
の
事
情

３
わ
が
国
で
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
の
課
題

(1)
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
は

マ
ク
ロ
の
目
標

(2)
税
理
士
の
現
状
を
見
据
え
、

ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
推
進
を

(3)
や
さ
し
い
電
子
申
告
の

導
入
と
規
制
緩
和

■
む
す
び
に
か
え
て

税
理
士
会
は
、
し
っ
か
り
し
た
主
張
を

Ⅰ
電
子
申
告
と
は
何
か

（
平
野
）
財
務
省
・
国
税
庁
は
、
二
〇
〇

四
年
か
ら
電
子
納
税
申
告
を
開
始
す
る
と

い
っ
て
い
ま
す
。
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇

二
年
七
月
二
十
二
日
朝
刊
で
は
、
「
電
子

納
税
二
〇
〇
四
年
開
始
」
の
見
出
し
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
自
宅
の
パ
ソ

コ
ン
か
ら
確
定
申
告
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
か
い
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
記
事
で
は
、
納
税
者
が
本

人
申
告
す
る
ケ
ー
ス
に
触
れ
た
だ
け
で
、
税

理
士
な
ど
に
よ
る
代
理
人
申
告
に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
国
税
庁
は
、
代
理

人
申
告
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
や
る

方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
は
、
外
国
で
は
、
ま

っ
た
く
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
聞
き
ま

す
。
代
理
人
申
告
は
、
依
然
、
安
定
し
た
ダ

イ
ア
ル
ア
ッ
プ
（
専
用
回
線
）
方
式
の
よ
う

で
す
。
こ
う
し
た
点
を
含
め
、
わ
が
国
で
の

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
の

あ
り
方
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
、
電
子
申
告
と
は
何
か
に
つ
い
て

お
話
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
分
か
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
電
子

申
告
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。
わ
が

国
で
は
、
従
来
か
ら
、
納
税
者
や
税
理
士

は
、
課
税
庁
に
対
し
、
書
面
で
納
税
申
告

書
（
以
下
「
文
書
申
告
」
）
を
提
出
し
て

い
る
一
方
、
今
日
、
ほ
と
ん
ど
の
会
計
帳

簿
等
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
情
報

処
理
さ
れ
、
電
子
デ
ー
タ
の
形
で
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

申
告
時
に
は
、
紙
に
わ
ざ
わ
ざ
プ
リ
ン
ト

し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

こ
う
し
た
不
合
理
・
非
効
率
的
な
状
況

の
改
善
を
ね
ら
い
に
、
電
子
デ
ー
タ
の
形

（
フ
ァ
ィ
ル
）
で
申
告
す
る
の
を
認
め
よ

う
と
い
う
の
が
「
電
子
申
告
」
で
す
。

（
平
野
）
と
言
う
こ
と
は
、
電
子
申
告
が

で
き
る
と
な
る
と
、
申
告
時
に
紙
に
プ
リ

ン
ト
す
る
作
業
は
要
ら
な
く
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
電

子
申
告
と
は
、
納
税
申
告
書
な
ど
を
電
子

デ
ー
タ
・
フ
ァ
イ
ル
の
ま
ま
課
税
庁
に
提

出
す
る
方
式
を
指
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、

す
べ
て
の
税
目
が
電
子
申
告
に
適
す
る
と

は
言
え
ま
せ
ん
。

（
平
野
）
ま
た
、
添
付
書
類
な
ど
を
ど
う

取
扱
う
か
な
ど
の
問
題
も
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。

（
平
野
）
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
く
ち
に
「
電

子
申
告
」
と
い
っ
て
も
多
様
な
方
式
が
あ

る
よ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
大
ま
か
に
い
え

ば
、
(1)
「
狭
義
の
電
子
申
告
」
、
(2)
「
電

話
申
告
」
、
(3)
「
電
脳
申
告
」
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
次
ペ
ー
ジ
〔
図

１
〕
）

Ⅱ

わ
が
国
で
の
電
子
申
告
検
討
の
経
緯

（
平
野
）
と
こ
ろ
で
、
私
の
方
か
ら
、
わ

が
国
に
お
け
る
、
こ
れ
ま
で
の
国
税
上
の

電
子
申
告
制
度
検
討
の
経
緯
及
び
本
格
的

な
導
入
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
あ
げ
て

み
ま
す
。
年
代
順
に
示
す
と
、
次
ペ
ー
ジ

の
〔
表
１
〕
の
と
お
り
で
す
。

１
　
電
子
申
告
実
験
の
あ
ら
ま
し

（
平
野
）
こ
う
し
た
経
緯
で
す
が
、
実
験

の
具
体
的
な
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
実
験
は
、

暗
号
化
措
置
、
本
人
確
認
方
法
な
ど
技
術

的
な
面
を
含
め
、
本
格
導
入
を
目
指
す
電

子
申
告
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
必
要
な
デ
ー

タ
を
得
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
技
術
」
的
側
面
に

つ
い
て
の
点
検
が
中
心
で
し
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
電
子
申
告
導
入
に
伴
う
法
制
度

や
現
存
す
る
政
府
規
制
と
の
調
整
な
ど

は
、
い
ま
だ
積
み
残
し
た
ま
ま
で
実
験
を

開
始
し
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の
実
験
の
対
象
は
、
「
シ
ス
テ
ム
」
開

発
、
「
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
」
、
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
」
及
び
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
が
中

核
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
公

募
に
応
じ
た
納
税
者
や
税
理
士
の
モ
ニ
タ
ー

の
協
力
を
得
て
、
所
得
税
、
法
人
税
及
び
消

費
税
の
申
告
書
デ
ー
タ
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
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(19)

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

ト
又
は
電
話
回
線
（
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
）
を

使
っ
て
国
税
庁
の
電
子
申
告
受
付
シ
ス
テ
ム

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
ー
バ
ー
）
〔
受
付
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
〕
に
送
信
す
る
実
験
を
行
う
も

の
で
し
た
。

（
平
野
）
こ
の
電
子
申
告
実
験
を
行
う
税

務
署
は
前
に
触
れ
た
二
署
で
し
た
ね
。
実

験
は
モ
ニ
タ
ー
を
指
定
し
て
行
う
わ
け
で

す
が
、
法
人
に
つ
い
て
は
一
税
務
署
あ
た

り
一
〇
〇
法
人
、
個
人
に
つ
い
て
は
三
〇

〇
～
四
〇
〇
人
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
実
験
に
投
入
さ
れ
る
予
算
は
五
億
五
千

五
百
万
円
で
し
た
ね
。

(1)
実
験
対
象
税
目
と
帳
票

（
石
村
）
実
験
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て

で
す
が
。
導
入
説
明
書
や
実
験
仕
様
書
の

概
要
に
よ
る
と
、
電
子
申
告
の
実
験
対
象

の
範
囲
と
な
る
税
目
は
四
つ
、
帳
票
は
、

「
納
税
申
告
書
」
＋
「
法
定
添
付
書
類
」

で
六
十
八
種
類
で
す
〔
表
２
〕
。

(2)
実
験
に
現
れ
た
制
度
の
特
質

（
平
野
）
こ
の
実
験
に
現
れ
た
わ
が
国
電

子
申
告
制
度
の
特
質
は
、
ど
う
い
っ
た
も

の
な
の
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
端
的
に
い
え

ば
、
第
一
に
、
デ
ー
タ
処
理
・
電
子
送
達

の
対
象
が
、
納
税
申
告
書
＋
法
定
添
付
書

類
と
、
か
な
り
広
範
に
及
ん
で
い
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
二
に
、
対
象
税
目

も
、
法
人
税
、
申
告
所
得
税
、
消
費
税
、

源
泉
徴
収
税
と
、
こ
れ
も
他
国
と
比
べ
る

と
、
か
な
り
広
範
に
及
ん
で
い
る
の
も
、

特
徴
と
い
え
ま
す
ね
。

ま
た
、
添
付
書
類
等
の
課
税
庁
へ
の
送
達

は
、
①
納
税
者
が
作
成
す
る
決
算
書
や
内
訳

書
等
は
「
電
子
デ
ー
タ

送
達
」
、
②
第
三
者
作

成
の
源
泉
票
や
領
収
書

等
は
「
原
本
を
郵
送
」
す
る
方
針
と
な
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
も
特
徴
と
い
え
る
で
し
ょ
う

ね
。

(3)
実
験
シ
ス
テ
ム
の
骨
子

（
平
野
）
電
子
申
告
の
送
達
は
、
ど
う
い

っ
た
方
式
を
使
っ
た
の
で
す
か
。

（
石
村
）
導
入
説
明
書
や
実
験
仕
様
書
に

よ
る
と
、
〔
次
頁
表
３
〕
の
と
お
り
で

す
。

〔図１〕電子申告の基本的な類型
Ⅰ.ダイアルアップ（パソコン通信）方式の電子申告
《I-A方式》
納税者〔申告書等を持参、郵送〕→仲介者〔電話回線〕
《I-B方式》
納税者～〔インターネット〕→仲介者〔電話回線〕
《I-C方式》
納税者－〔電話回線〕
Ⅱ.電話申告（テレファイル）
《Ⅱ方式》

納税者－〔プッシュ回線〕
Ⅲ.インターネット方式の電子申告（電脳申告）
《Ⅲ-A方式》

納税者→〔インターネット〕
《Ⅲ-B方式》
納税者→仲介者〔インターネット〕

〔表１〕国税上の電子申告制度検討の経緯（国税庁）
及び本格的な導入までのスケジュール

・1995.10.5：「全国国税局長会議」にて“電子申告制度”導入のアナウンス
・1999.6.21：国税庁主催「申告手続の電子化等に関する研究会」

第１回会合を開催
（2000.  4.19：最終報告書を公表）
・1999.10.28：国税庁「資料提供招請に関する公表」を

官報〔号外政府調達第200号8～9頁〕に掲載
・1999.11.  8：国税庁、説明会を開催。日税連を含め、36社が参加。

同日、資料「電子申告実験システム導入説明書」

〔以下「導入説明書」〕を参加者に配布　　　　　　　　　　　　　
・2000.4     ：国税庁、電子申告実験案「電子申告に係る実験について

～仕様書：電子納税申告実験システムの開発等」〔以下「実験仕様

書」〕を公表。
模擬テスト（各国税局ごとに、数署〔全国で69署〕で、

電子申告シミュレーション）を実施

・2000.6 ：国税庁、入札手続完了
・2000.7 ：国税庁、電子申告の実験を開始
・2001.7 ：システム設計開始

・2002.3 ：システム設計完了
・2004.2 ：インターネットを使った電子申告の本格実施

法人税は2003（平成15）年11月決算法人から
所得税は2003（平成15）年分の確定申告から

課
税
庁
・
電
子
申
告
受
付
シ
ス
テ
ム

〔表２〕電子申告の実験対象税目及び帳票
〇税目4種 ：①法人税、②申告所得税、③消費税、④源泉所得税

〇帳票68件：①法人税46件、②申告所得税16件、③消費税5件、④源泉所得税1件
(1).法人税46件

・ 法人税別表21件：別表一（一）～別表十六（八）

・ 法人事業概況説明書〔12件のうち、5件〕：①製造業・修理業、②卸売業、③小売業、

④建設業、⑤サービス業（修理業を除く）

・ 勘定科目の内訳明細書〔16件〕：①預貯金等の内訳書～⑯雑益・雑損失等の内訳書

・ 貸借対照表、損益計算書、損益金の処分表、資本積立金額の増減に関する明細書
(2).申告所得税16件

・確定申告書：①一般用（白色）、②一般用（青色）、③給与所得者の還付申告用、④公的年金用

・収支内訳書：①一般用、②農業所得用、③不動産所得用

・青色申告決算書：①一般用、②農業所得用、③不動産所得用

・付表：①医師・歯科医師の青色申告決算書（付表）

②収支内訳書（一般用）付表（医師・歯科医師用）

・ 所得の内訳書、財産・債務明細書、住宅取得等特別控除額計算明細書、医療費控除の内訳書
(3).消費税5件

・申告書：①一般申告用、②簡易課税用

・付表：①付表２〔課税割合・控除対象仕入税額等の計算書〕

②付表５〔控除対象仕入れ税額の計算書〕

・仕入控除明細書
(4).源泉徴収税1件

・源泉徴収高計算書（汎用）

専

用

回

線

経
路
は
特
定

で
き
な
い

一般回線
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

(4)
実
験
の
手
順

（
平
野
）
公
表
さ
れ
て
い
る
情
報
に
よ
る

と
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
、

い
ず
れ
も
東
京
都
内
の
、
練
馬
東
税
務
署
と

麹
町
税
務
署
で
電
子
申
告
実
験
の
受
付
が
開

始
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す

*1
。

そ
の
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
実
験
参

加
者
に
は
、
税
務
署
か
ら
、
『
電
子
申
告
実

験
シ
ス
テ
ム
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
や
実
験
シ

ス
テ
ム
が
収
録
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
な
ど

が
送
付
さ
れ
た
よ
う
で
す

*2
。
実
験
は
ど
う

い
っ
た
手
順
で
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
、
送
付

を
受
け
た
①
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
プ
ロ
グ
ラ

ム
）
を
各
自
の
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー

ル
す
る
。
そ
の
後
に
、
②
ブ
ラ
ウ
ザ
ー

（
閲
覧
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
な
ど
の
環
境
設

定
を
行
い
、
③
申
告
デ
ー
タ
の
作
成
、
④

電
子
署
名
の
作
成
、
⑤
課
税
庁
受
付
シ
ス

テ
ム
へ
申
告
デ
ー

タ
を
送
信
す
る
。

最
後
に
、
⑥
受
付

結
果
の
確
認
を
経

て
申
告
は
完
了
と

な
る
、
と
い
っ
た

手
順
で
す
。

つ
ま
り
、
電
子

署
名
を
行
う
場
合

の
、
電
子
申
告
実

験
シ
ス
テ
ム
の
手

順
は
、
簡
潔
に
図

示
す
る
と
、
〔
図

２
〕
の
よ
う
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

Ⅲ

電
子
申
告
の

普
及
と
仲
介
者
の

課
題

（
平
野
）
電
子
申

告
を
普
及
さ
せ
よ

う
と
す
る
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う

方
式
や
プ
ッ
シ
ュ
回
線
を
使
う
方
式
を
別
と

す
れ
ば
、
「
仲
介
者
」
を
誰
に
す
る
か
が
大

き
な
課
題
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
電
話
専
用
回
線

を
使
っ
た
一
般
的
な
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方

式
の
電
子
申
告
（
《
Ｉ
―
Ａ
方
式
》
、

《
Ｉ
―
Ｂ
方
式
》
）
に
お
い
て
は
、
各
納

税
者
か
ら
依
頼
を
受
け
電
子
申
告
を
行
う

仲
介
者
と
課
税
庁
と
の
間
を
専
用
回
線
で

結
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対

し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電
脳

申
告
（
《
Ⅲ
―
Ａ
方
式
》
）
に
お
い
て

は
、
納
税
者
本
人
が
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル

を
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
課
税
庁
に
直
接

送
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
で

電
子
申
告
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
納
税

者
一
人
ひ
と
り
が
、
年
一
回
だ
け
の
電
子

申
告
の
た
め
に
、
課
税
庁
と
専
用
回
線
で

結
び
、
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル
を
送
達
す
る

こ
と
（
《
Ｉ
―
Ｃ
方
式
》
）
も
、
理
論
的

に
は
可
能
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
余

り
に
も
非
効
率
で
あ
り
、
現
実
的
と
は
い

え
ま
せ
ん
。

（
平
野
）
同
じ
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
っ
た
電
脳
申
告
の
場
合
に
も
い
え

な
く
は
な
い
で
す
ね
。

（
石
村
）
後
に
触
れ
ま
す
が
、
い
か
に
パ

ソ
コ
ン
に
た
け
て
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
使
っ
て
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
送
達
す

る
の
は
面
倒
で
す
か
ら
ね
。
い
か
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電
脳
申
告
が
普
及

し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
な
電
子

申
告
基
盤
（
イ
ン
フ
ラ
）
と
し
て
、
課
税

庁
認
定
の
「
電
子
申
告
代
行
業
者
」
の
よ

う
な
仕
組
み
を
作
る
必
要
が
出
て
き
ま
す

ね
。
と
り
わ
け
、
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式

の
電
子
申
告
の
場
合
、
こ
う
し
た
電
子
申

告
フ
ァ
イ
ル
を
納
税
者
本
人
に
代
わ
っ
て

送
達
す
る
「
電
子
申
告
代
行
業
者
」
、
つ

ま

り

電

子

申

告

の

「

仲

介

者

（

）
」
の
存
在
は
、
必
要
不
可
欠

と
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

（
平
野
）
電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
に

あ
た
り
、
「
仲
介
者
」
を
ど
う
位
置
付
け

る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
難
し
い
課
題
で
す

ね
。
と
り
わ
け
「
税
務
書
類
の
作
成
」
に

つ
い
て
政
府
規
制
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
を

独
占
業
務
と
す
る
税
理
士
制
度
が
あ
る
国

〔表３〕国税庁が考える電子申告の送達方式
・予め納税者等の本人確認ができる仕組み（電子認証制度）を作る

・納税者等はパソコン等で申告データを作成し、課税庁の受付コンピュータ

に送信する。

①.送信方法の検討：

・納税者等が課税庁にダイアルアップ（電話回線）で直接接続する方法

・インターネットを介して接続する方法

②.電子データの作成方法の検討：

・課税庁が申告用ソフトを開発する方法

・既存の申告書作成ソフトを使い、課税庁が定めるデータ形式に変換する方

法・市販の表計算ソフトを使い入力する方法

・ブラウザ（閲覧ソフトウェア）上で入力する方法

・その他

③.セキュリティの検討：

・外部に対するセキュリティ

・内部に対するセキュリティ

④.課税庁は、申告データの受信後、受理通知を返信する。また、申告データ

を所轄署等に転送

⑤.申告データは国税庁で保存

〔図２〕電子申告実験システムの手順

①.プログラムのインストール
↓

②.環 境 設 定
↓

③.申告データを作成
↓

④.電子署名の作成
↓

⑤.認証・申告データの送信
↓

⑥.受付結果の確認
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

の
場
合
で
は
、
大
き
な
問
題
と
な
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
税
務
情
報
と
い
う
金
融
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
が
関
連
し
て
く
る
問
題
も
あ

り
ま
す
し
。

（
石
村
）
「
仲
介
者
」
の
あ
り
方
に
つ
い

て
の
問
題
点
を
点
検
す
る
た
め
に
、
こ
こ

で
は
、
「
税
務
書
類
の
作
成
」
を
独
占
業

務
と
す
る
税
理
士
制
度
の
あ
る
①
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
例
と
、
そ
れ
を
独
占
業
務
と

し
て
い
な
い
②
ア
メ
リ
カ
と
を
例
と
を
あ

げ
て
説
明
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
平
野
）
確
か
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
税

理
士
制
度
は
、
有
償
独
占
を
ベ
ー
ス
と
し

て
い
ま
し
た
ね
。

１
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
実
情

（
石
村
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
税
庁
（
Ａ

Ｔ
Ｏ
＝

）

は
、
納
税
者
の
申
告
代
行
者
と
Ａ
Ｔ
Ｏ
と

の
間
で
専
用
回
線
を
使
っ
た
パ
ソ
コ
ン
通

信
に
よ
る
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
電
子

申
告
（
Ｅ
Ｌ
Ｓ
＝

）
を
導
入
、
普
及
さ
せ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
当
初
か
ら
、
電
子
申
告
代
行
業

者
（
仲
介
者
）
を
必
要
と
す
る
方
式

（
《
Ⅰ
―
Ａ
》
方
式
）
、
《
Ⅰ
―
Ｂ
方

式
》
）
で
、
電
子
申
告
を
制
度
化
し
た
わ

け
で
す
。

（
平
野
）
と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に

は
、
わ
が
国
の
税
理
士
と
ほ
ぼ
同
様
の
業
務

を
行
う
「
登
録
税
理
士
（

）
」
の
制
度
が
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
制
度

の
下
、
税
理
士
と
し
て
登
録
し
た
者
だ
け

が
、
〝
報
酬
を
得
て
〟
各
種
税
務
申
告
書

の
作
成
・
提
出
等
が
で
き
ま
す
。
つ
ま

り
、
「
有
償
独
占
」
を
基
礎
と
し
た
税
理

士
制
度
が
あ
る
わ
け
で
す
。
税
理
士
に

は
、
公
会
計
士
（
つ
ま
り
、
Ｃ
Ａ
＝
勅
許

会
計
士
、
Ｃ
Ｐ
Ａ
＝
公
認
実
務
会
計
士
な

ど
）
や
弁
護
士
を
含
め
、
登
録
審
査
基
準

に
合
格
し
た
者
が
な
れ
ま
す

*3
。

（
平
野
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て

は
、
税
務
書
類
の
作
成
な
ど
の
業
務
が
税

理
士
の
「
有
償
独
占
」
と
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、

〝
無
償
〟
の
場
合
は
別
と
し
て
、
対
価
を

得
て
他
人
の
た
め
の
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル

を
電
子
送
達
す
る
業
務
を
「
非
税
理
士
」

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
非
税
理
士
が
、
こ
う
し
た
仲
介
業
務

を
有
償
で
行
う
と
、
二
千
A$
ド
ル
以
下
の

罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
怖
れ
が
あ
り
ま
す
。

(1)
税
理
士
に
依
頼
す
る
方
式

（
平
野
）
と
い
う
こ
と
は
、
有
償
独
占
を

基
礎
と
す
る
税
理
士
制
度
の
下
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
国
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
は
、
ダ
イ

ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
電
子
申
告
の
代
行
業

務
を
行
え
る
仲
介
者
を
税
理
士
に
限
定
す

る
政
策
を
採
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
税
理
士
は
、
電
子

申
告
代
行
業
務
を
行
う
旨
の
登
録
を
行
え

ば
、
仲
介
者
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。

税
理
士
制
度
の
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

場
合
、
全
員
確
定
申
告
を
前
提
と
し
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
税
理
士
の
関
与
度
は
非
常

に
高
い
。
法
人
納
税
者
の
九
割
以
上
、
個
人

納
税
者
の
八
割
近
く
は
、
税
理
士
に
納
税
申

告
を
委
任
し
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
、

こ
う
し
た
税
理
士
の
関
与
度
の
高
さ
が
、
税

理
士
を
仲
介
者
と
す
る
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方

式
の
電
子
申
告
の
成
功
に
大
き
く
貢
献
し
た

一
因
の
よ
う
で
す
。

(2)
郵
便
局
に
依
頼
す
る
方
式

（
平
野
）
一
方
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
場

合
、
税
理
士
の
関
与
を
要
せ
ず
、
本
人
申

告
を
す
る
納
税
者
で
、
電
子
申
告
を
望
む

人
に
対
し
て
も
、
イ
ン
フ
ラ
を
用
意
し
て

い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
郵
便
局

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
郵
政
公
社
）
を
仲
介

者
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
と
す
る
イ
ン
フ
ラ

を
つ
く
り
、
便
宜
を
図
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
郵
便
局
に
依
頼
す
る
方
式
（
《
Ⅰ
―
Ａ

方
式
》
）
は
、
タ
ッ
ク
ス
パ
ッ
ク
・
エ
ク

ス
プ
レ
ス
（

）
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
ど
の
よ
う
な
形
で
郵
便
局
が
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
業
務
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

（
石
村
）
ま
ず
、
各
納
税
者
か
ら
各
州
の
郵

政
公
社
に
送
ら
れ
て
き
た
申
告
情
報
を
、
同

公
社
・
電
子
申
告
部
で
デ
ー
タ
処
理
し
ま

す
。
そ
し
て
、
処
理
済
の
電
子
申
告
フ
ァ
イ

ル
は
、
電
話
専
用
回
線
を
通
じ
て
Ａ
Ｔ
Ｏ
の

Ｅ
Ｌ
Ｓ
〔
電
子
申
告
〕
サ
ー
バ
ー
に
送
達
す

る
、
と
い
っ
た
手
順
で
す
。

（
平
野
）
い
か
に
税
理
士
関
与
率
が
高
い

と
い
っ
て
も
、
本
人
申
告
し
た
い
納
税
者

の
便
宜
を
考
え
る
の
は
当
然
で
す
ね
。

（
石
村
）
ま
あ
、
後
で
触
れ
ま
す
が
、
ま

さ
に
、
こ
こ
が
、
わ
が
国
の
電
子
申
告
制

度
導
入
論
議
に
欠
け
て
い
る
点
で
す
ね
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
、
「
税
務
書
類
の
作
成
」
業
務
が
税
理

士
の
有
償
独
占
と
さ
れ
て
い
る
実
情
を
も

加
味
し
、
電
子
申
告
の
た
め
の
社
会
的
イ

ン
フ
ラ
を
郵
便
局
に
求
め
る
政
策
を
選

択
・
実
施
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
平
野
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
有
償

独
占
を
基
礎
と
す
る
税
理
士
業
務
と
郵
政
公

社
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（
仲
介
者
）
業
務
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
触
れ
て
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
分
か
り
ま
し
た
。
納
税
申
告
情

報
の
デ
ー
タ
処
理
に
つ
い
て
は
、
納
税
者

が
課
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
に
直
接
出
か
け
て

行
っ
て
や
っ
て
も
ら
う
方
法
も
考
え
ら
れ

な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
署
の
数

が
限
ら
れ
、
広
大
な
国
土
を
抱
え
る
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
不
可

能
で
あ
り
、
大
方
は
郵
送
に
よ
ら
ざ
る
を

得
な
い
わ
け
で
す
。



CNNニューズ No.31
© 2002 PIJ 2002.09.30

(22)

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

納
税
者
は
郵
政
公
社
指
定
の
封
筒
に
記

載
済
み
の
納
税
申
告
書
を
同
封
し
、
二
十

一
ド
ル
五
十
セ
ン
ト
（
約
千
五
百
円
）
の

切
手
を
貼
っ
て
電
子
申
告
部
あ
て
に
投
函

す
る
。
郵
政
公
社
の
方
は
、
当
該
文
書
申

告
書
を
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
直
接
配
達
す
る
の
で
は

な
く
、
申
告
書
内
容
を
デ
ー
タ
処
理
し
た

上
で
、
電
話
専
用
回
線
を
使
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｏ

の
Ｅ
Ｌ
Ｓ
サ
ー
バ
ー
に
電
子
送
達
す
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
納
税
者
に
チ
ャ
ー
ジ
さ
れ
る
二
十

一
ド
ル
五
十
セ
ン
ト
は
、
性
格
的
に
は
、

電
子
手
段
を
使
っ
て
は
い
ま
す
が
、
あ
く

ま
で
も
送
達
料
＋
手
数
料
＋
10
％
の
Ｇ
Ｓ

Ｔ
（
消
費
税
）
で
す
。

（
平
野
）
と
い
う
こ
と
は
、
郵
政
公
社

は
、
非
税
理
士
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
〝
有

償
〟
の
「
税
務
書
類
の
作
成
」
業
務
を
行

っ
て
い
る
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け

で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。

(3)
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
本
人
申
告
方
式

（
平
野
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
郵
便
局

を
使
っ
た
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
電
子
申

告
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電

脳
申
告
も
公
式
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
税
庁
（
Ａ

Ｔ
Ｏ
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
新
た
に
、

個
人
納
税
者
向
け
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
使
っ
た
電
脳
申
告
（
《
Ⅲ
―
Ａ
方

式
》
、
《
Ⅲ
―
Ｂ
方
式
》
）
を
本
格
的
に

導
入
し
ま
し
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
場
合
、
電
脳
申
告

は
「

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
新
た

な

の
導
入
に
よ
り
、
個
人
納
税
者

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
Ａ
Ｔ
Ｏ

の
サ
イ
ト
か
ら
電
子
申
告
に
必
要
な
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
本
人
確

認
（
電
子
認
証
）
の
手
続
を
し
た
上
で
、

申
告
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
作
成
し
た
自

分
の
申
告
フ
ァ
イ
ル
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
Ｅ
Ｌ
Ｓ
サ
ー
バ
ー
（
電
子

申
告
サ
ー
バ
ー
）
に
直
接
送
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
平
野
）
現
在
、

は
、
個
人
所
得
税

に
つ
い
て
本
人
申
告
を
行
う
納
税
者
の
場

合
に
限
り
、
利
用
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

と
い
う
こ
と
は
、
法
人
納
税
者
や
代
理
申

告
を
行
う
税
理
士
は
利
用
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
こ
の

方
式
（
電
脳
申
告
）
に
よ
れ
ば
①
税
理
士

な
い
し
は
②
郵
便
局
の
よ
う
な
仲
介
者

（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
は
い
な
く
と
も
申
告

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

方
式
（
電
脳
申
告
）
に
は
、
電
子
認
証

や
電
子
署
名
の
よ
う
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面

で
の
か
な
り
厄
介
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で

す
。
電
脳
申
告
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
い

じ
れ
な
い
人
や
い
じ
れ
る
人
で
も
時
間
の

な
い
人
、
さ
ら
に
は
代
理
人
申
告
や
複
雑

な
ケ
ー
ス
の
本
人
申
告
に
は
な
じ
ま
な
い

わ
け
で
す
。

（
平
野
）
確
か
に
年
一
回
の
確
定
申
告
を

す
る
人
に
と
っ
て
、
ウ
イ
ル
ス
や
ハ
ッ
カ

ー
対
策
に
時
間
を
割
き
な
が
ら
、
電
子
認

証
な
ど
煩
雑
な
操
作
が
要
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
申
告
が
朗
報
に
な
る
の
か
ど
う
か
は

疑
問
で
す
ね
。
申
告
書
の
郵
送
の
方
が
面

倒
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
で
す
ね
。

（
石
村
）
こ
の
点
は
、
後
に
触
れ
ま
す
が
、

わ
が
国
で
も
同
じ
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

(4)
税
務
援
助
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
す
る
方
式

（
平
野
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
全
員
確
定

申
告
を
す
る
の
が
前
提
と
な
っ
て
い
ま
す

ね
。
こ
の
制
度
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
る

税
務
援
助
の
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
ね
。
税

務
援
助
会
場
で
の
電
子
申
告
の
利
用
は
ど

う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
、
有
償
独
占
の
税
理
士

制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
の
下
、
無

償
の
税
務
援
助
（

）
を
税
理
士

は
一
切
や
ら
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。
無
償
の
税
務
援
助
に
つ
い
て
は
、
全

面
的
に
課
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
ア
レ
ン
ジ

し
て
や
っ
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
わ
が
国
の
場
合
、
税
理
士
が
全

面
的
に
税
務
援
助
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
無
償
独
占
の
税
理
士
制
度
に
起
因

し
て
い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
税
理

士
は
、
税
務
援
助
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
Ａ
Ｔ
Ｏ

は
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
研
修

を
行
っ
た
上
で
、
能
力
認
定
さ
れ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
使
っ
て
税
務
援
助
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
実
施
す
る
態
勢
を
敷
い
て
い
ま
す
。

毎
年
、
全
国
約
一
千
カ
所
に
設
け
ら
れ

る
税
務
援
助
（

）
セ
ン
タ
ー

で
、
約
二
、
三
〇
〇
人
の
認
定
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を
使
っ
て
、
六
万
件
前
後
の
無
償
申

告
援
助
事
業
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
税
務
援
助
の
対
象
と
な
る
の

は
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
個
人
納
税
者
の
う
ち
、
税
理
士

を
利
用
す
る
資
力
の
な
い
低
所
得
者
（
例

え
ば
夫
婦
子
供
二
人
の
場
合
で
は
所
得
額

三
一
、
五
二
九
ド
ル
以
下
。

円
換

算
で
、
約
百
八
十
九
万
円
以
下
）
で
、
高

齢
者
、
先
住
民
、
体
の
不
自
由
な
者
、
非

英
語
圏
出
身
者
な
ど
で
す
。
対
象
所
得
の

範
囲
も
、
給
与
、
年
金
、
利
子
、
配
当
な

ど
簡
易
な
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。
不
動

産
、
事
業
、
譲
渡
な
ど
複
雑
な
税
務
は
対

象
外
で
す
。

（
平
野
）
こ
れ
ら
税
務
援
助
セ
ン
タ
ー
で

は
、
無
償
で
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル
の
送
達

も
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
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(23)

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
従
来
は
文
書
申
告

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
電
子
申
告
が
始
ま
っ

て
か
ら
は
専
用
回
線
を
使
っ
た
電
子
申

告
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た

電
脳
申
告
も
一
部
採
用
し
て
き
て
い
る
よ

う
で
す
。

（
平
野
）
つ
ま
り
、
税
務
援
助
セ
ン
タ
ー

が
仲
介
者
と
な
っ
て
無
償
で
、
ダ
イ
ア
ル

ア
ッ
プ
方
式
の
電
子
申
告
、
そ
し
て
一
部

電
脳
申
告
〔

〕
（
《
Ⅲ
―
Ｂ
方

式
》
）
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
電

脳
申
告
の
場
合
で
も
、
仲
介
者
を
必
要
と

す
る
方
式
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
た
だ
、
実
際
に

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電
脳
申

告
は
か
な
り
厄
介
で
、
税
務
援
助
セ
ン
タ

ー
で
は
余
り
普
及
し
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
と
い
う
の
は
、
電
脳
申
告
の
場
合
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
上
、
一
件
ず
つ
申
告

ソ
フ
ト
を
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
に
組
み
込
ん
で
申

告
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
な
い
と
い
け
な
い

わ
け
で
す
。
税
務
援
助
セ
ン
タ
ー
で
、
一

～
二
台
の
パ
ソ
コ
ン
で
電
子
送
達
を
す
る

と
な
る
と
、
前
に
組
み
込
ん
だ
申
告
ソ
フ

ト
を
は
ず
し
て
次
の
申
告
ソ
フ
ト
を
組
み

込
み
、
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
す
。
煩
雑
な
操
作
が
必
要

で
、
手
間
が
大
変
で
す
。
や
は
り
、
大
量

の
申
告
フ
ァ
イ
ル
を
送
る
に
は
ダ
イ
ア
ル

ア
ッ
プ
方
式
の
電
子
申
告
の
方
が
簡
単

で
、
安
全
・
確
実
な
よ
う
で
す
。

２
　
ア
メ
リ
カ
の
実
情

（
平
野
）
次
に
ア
メ
リ
カ
の
電
子
申
告
の

状
況
に
つ
い
て
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
申
告

は
、
一
九
八
六
年
に
連
邦
個
人
所
得
税
に
つ

い
て
試
験
的
に
導
入
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で

す
。
一
九
九
〇
年
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
、

全
国
的
な
規
模
で
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
へ
の

電
子
申
告
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

（
平
野
）
ア
メ
リ
カ
で
採
用
さ
れ
て
い
る

電
子
申
告
の
方
式
、
そ
の
展
開
に
伴
う
税

務
専
門
職
規
制
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
税

務
援
助
の
一
環
と
し
て
電
子
申
告
の
実
情

な
ど
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ
い
。

(1)
現
在
稼
動
し
て
い
る

電
子
申
告
方
式
と
そ
の
特
質

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
電
子

申
告
の
方
式
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
る

と
、
①
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
「
電
子

申
告
（

）
」
、
②
プ
ッ

シ
ュ
回
線
を
使
っ
た
「
電
話
申
告
（

）
」
及
び
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ

た
「
電
脳
申
告
」
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
　
電
子
申
告
（

）

（
平
野
）
そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
専
用
回
線

を
使
っ
た
「
電
子
申
告
」
か
ら
説
明
し
て

く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
電
子
申
告

（

）
」
は
、
連
邦
所
得
税

及
び
州
所
得
税
な
ど
に
つ
い
て
、
ダ
イ
ア
ル

ア
ッ
プ
方
式
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
連
邦
税
の
場
合
に
は
、
連
邦
の
課

税
庁
で
あ
る
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
＝

）
と
納
税
者
の
申

告
代
行
者
と
の
間
で
専
用
電
話
回
線
を
使
っ

た
パ
ソ
コ
ン
通
信
に
よ
る
電
子
申
告
（
《
Ⅰ

―
Ａ
方
式
》
、
《
Ⅰ
―
Ｂ
方
式
》
）
を
導

入
、
普
及
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
方
式
は
、
デ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
上
は
極
め
て
安
全
で
す
。
し
か
し
、
一

方
で
、
電
子
申
告
代
行
業
者
（
仲
介
者
）

を
必
要
と
し
ま
す
。

②
　
電
話
申
告

（
平
野
）
次
に
、
「
電
話
申
告
」
に
つ
い

て
説
明
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
電
話
申

告
（

）
」
（
《
Ⅱ
方
式
》
）
、
つ

ま
り
「
テ
レ
フ
ァ
イ
ル
」
は
、
一
九
九
二

年
に
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
「
電
話
申
告
」

は
、
プ
ッ
シ
ュ
回
線
を
使
え
ば
、
本
人
申

告
が
で
き
、
仲
介
者
も
要
し
な
い
こ
と
か

ら
、
好
評
で
す
。

（
平
野
）
「
電
話
申
告
」
は
、
理
論
的
に

は
〝
本
人
申
告
〟
の
仕
組
み
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
納
税
者

は
、
自
己
の
申
告
デ
ー
タ
を
、
プ
ッ
シ
ュ

回
線
を
使
っ
て
Ｉ
Ｒ
Ｓ
（
課
税
庁
）
の
申

告
受
付
サ
ー
バ
ー
に
直
接
入
力
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
申
告
デ
ー
タ
の
入
力
が
完

了
す
る
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
テ
レ
フ
ァ

イ
ル
）
が
自
動
的
に
税
額
計
算
を
行
い
、

入
力
し
た
納
税
者
に
対
し
、
還
付
税
額
又

は
追
加
納
付
税
額
を
通
告
し
ま
す
。

テ
レ
フ
ァ
イ
ル
は
、
納
税
者
側
に
と
っ

て
は
、
a)
手
軽
に
申
告
が
で
き
る
こ
と
、

b)
電
話
代
は
課
税
庁
も
ち
で
申
告
代
行
業

者
の
手
を
借
り
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
c)

迅
速
に
申
告
が
で
き
る
こ
と
、
d)
迅
速
に

税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
課
税
庁
側

に
と
っ
て
は
、
a)
職
員
が
原
因
で
の
入
力

ミ
ス
が
な
く
な
る
こ
と
、
b)
納
税
者
へ
の

窓
口
対
応
が
要
ら
な
く
な
る
こ
と
な
ど
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

（
平
野
）
ど
の
層
の
納
税
者
が
利
用
し
て

い
る
の
で
す
か
。

（
石
村
）
給
与
所
得
者
の
簡
単
な
還
付
申

告
の
場
合
は
便
利
な
よ
う
で
す
。
し
か

し
、
事
業
所
得
と
か
、
複
雑
な
申
告
に
は

不
向
き
で
す
。

（
平
野
）
利
用
実
績
は
か
な
り
な
も
の
な

の
で
す
か
。

（
石
村
）
州
税
で
は
い
く
つ
か
の
州
で
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
連
邦
税
で
は
、

財
務
省
・
内
国
歳
入
庁
が
当
初
考
え
て
い

た
ほ
ど
普
及
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
最

近
は
、
音
声
入
力
本
人
確
認
シ
ス
テ
ム
の

開
発
な
ど
、
改
良
し
て
普
及
を
図
ろ
う
と

い
う
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
プ

ッ
シ
ュ
回
線
電
話
自
体
が
衰
退
し
て
来
て
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

い
る
こ
と
も
あ
り
、
将
来
性
は
定
か
で
は

な
い
よ
う
で
す
。

（
平
野
）
電
話
代
は
課
税
庁
払
い
と
い
う

こ
と
で
す
が
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
私
も
ア
メ
リ
カ
で
ト

ラ
イ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
操

作
が
な
か
な
か
厄
介
で
す
。
何
回
も
や
り
直

す
と
、
電
話
代
が
も
っ
た
い
な
い
と
み
え

て
、
「
あ
な
た
は
文
書
で
申
告
し
て
く
だ
さ

い
」
と
い
っ
た
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
、
プ
ッ
ツ
ン

さ
れ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
（
笑
）
。

③

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
電
脳
）
申
告

（
平
野
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電
子

申
告
に
つ
い
て
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
上
の
「
電
脳

申
告
」
（
《
Ⅲ
―
Ａ
方
式
》
）
は
、
「
サ

イ
バ
ー
フ
ァ
イ
ル
（

）
」
と
呼

ば
れ
て
、
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
「
電

脳
申
告
」
は
、
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の

「
電
子
申
告
」
と
は
異
な
り
、
申
告
代
行

業
者
（
仲
介
者
）
の
手
を
借
り
る
こ
と
な

く
、
申
告
義
務
者
自
身
の
手
で
申
告
が
可

能
に
な
る
の
が
特
徴
で
す
。
た
だ
、
一
方

で
は
、
申
告
義
務
者
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

を
操
作
で
き
る
か
な
り
高
度
の
技
能
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

（
平
野
）
電
脳
申
告
は
、
テ
レ
フ
ァ
イ
ル

と
同
様
に
、
性
格
的
に
は
〝
本
人
申
告
〟

の
仕
組
み
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
た
だ
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
、
テ
レ
フ
ァ
イ
ル
は
、
法
人

の
場
合
や
、
個
人
の
場
合
で
あ
っ
て
も
複
雑

な
内
容
の
申
告
の
と
き
に
は
適
さ
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
サ
イ
バ
ー
フ
ァ
イ
ル
で
は

問
題
が
少
な
い
と
い
え
ま
す
。

も
っ
と
も
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
よ
う

に
、
た
と
え
電
子
申
告
を
電
脳
申
告
に
一

本
化
で
き
た
と
し
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
不
得
手
な
納
税
者
あ
る
い
は
得
意
で
あ

っ
て
も
面
倒
だ
と
思
う
納
税
者
向
け
に
、

社
会
的
な
電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
、

仲
介
者
の
仕
組
み
を
用
意
せ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
の
本
格
導
入
・
制
度

化
に
あ
た
っ
て
は
、
仲
介
者
が
い
る
電
脳

申
告
の
仕
組
み
（
《
Ⅲ
│
Ｂ
方
式
》
）
の

検
討
も
、
同
時
に
求
め
ら
れ
て
く
る
と
い

え
ま
す
。

（
平
野
）
わ
が
国
の
論
議
で
は
、
「
仲
介
者

が
い
る
電
脳
申
告
の
仕
組
み
」
に
つ
い
て
は

完
全
に
逃
げ
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
逃
げ

て
は
通
れ
な
い
問
題
で
す
ね
。

（
石
村
）
わ
が
国
の
電
子
申
告
導
入
論
議
で

は
、
「
役
所
が
主
役
」
で
、
ど
う
納
税
者
に

や
さ
し
い
電
子
申
告
を
つ
く
り
あ
げ
る
か
の

視
点
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
ま
す
か
ら
、
仲

介
者
の
議
論
を
避
け
て
ほ
お
か
む
り
し
よ
う

と
す
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
は
、
後

で
、
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

(2)
ア
メ
リ
カ
の
税
務
専
門
職
と

仲
介
者
（
電
子
申
告
代
行
）
業
務
規
制

（
平
野
）
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
わ
が

国
の
年
末
調
整
に
相
当
す
る
制
度
が
な

く
、
原
則
と
し
て
全
員
確
定
申
告
を
す
る

制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

こ
う
し
た
全
員
確
定
申
告
を
建
前
と
す

る
納
税
制
度
の
も
と
で
は
、
大
量
の
確
定

申
告
が
期
限
内
に
終
え
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
は
、
公
共
政
策
上
の
重
要
な
課
題

だ
と
思
い
ま
す
。
大
量
の
無
申
告
者
や
無

還
付
申
告
者
を
出
さ
な
い
た
め
に
も
、
徹

底
し
た
民
間
の
納
税
申
告
支
援
制
度
が
求

め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
、
電
子
申
告
の
課
題
に
つ
い
て
伺
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
民
間

の
納
税
申
告
支
援
業
務
に
つ
い
て
は
、
税

務
専
門
職
に
加
え
、
民
間
の
確
定
申
告
代

行
業
者
（

）
が
、
有
償

で
第
三
者
の
た
め
の
申
告
の
代
行
を
行
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

ベ
ー
ス
の
民
間
の
税
務
援
助
制
度
が
よ
く

整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
民
間
の
税
務
サ
ー
ビ
ス
に
対
す

る
政
府
規
制
が
弱
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
わ
が
国
と

は
対
照
的
に
、
「
税
務
書
類
の
作
成
」
と

「
税
務
相
談
」
業
務
に
対
し
、
強
い
政
府

規
制
を
か
け
て
い
ま
せ
ん
。
一
定
の
警
察

規
制
は
あ
る
も
の
の
、
税
務
専
門
職
の
絶

対
独
占
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

（
平
野
）
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
業
務
は
、
原

則
と
し
て
有
償
・
無
償
を
問
わ
ず
、
能
力
が

あ
れ
ば
誰
で
も
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
代
表
的
な
民
間
確
定
申
告
代
行
業
者
と

し
て
は
、
Ｈ
＆
Ｒ
ブ
ロ
ッ
ク
社
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
同
社
は
、
巨
大
な
申
告
代
行
業

者
で
す
。
全
米
に
九
千
余
り
の
営
業
所
を

有
し
、
二
〇
〇
一
年
度
を
み
て
も
千
六
百

四
十
四
万
件
余
り
の
申
告
書
の
作
成
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。
提
出
さ
れ
た
申
告
書

の
七
件
に
一
件
は
、
同
社
が
関
与
し
た
結

果
に
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
ま
た
、
同

社
の
電
子
申
告
ソ
フ
ト
及
び
電
子
申
告
プ

ロ
バ
イ
ダ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
二
百

万
件
を
超
え
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
こ
う
し
た
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・

ベ
ー
ス
の
有
償
の
申
告
支
援
業
者
に
加

え
、
他
方
で
は
、
大
量
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
動
員
し
た
無
償
ベ
ー
ス
で
の
各
種
税
務

援
助
が
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
連
邦
所
得
税

の
申
告
納
税
に
関
す
る
無
償
の
税
務
援
助
は

多
岐
に
わ
た
り
、
き
め
細
か
な
制
度
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
日
、
こ
う
し
た
無
償
の
税
務

援
助
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
申
告
納

税
制
度
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
上
で
必
要
不

可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で

は
、
各
種
税
務
書
類
の
作
成
・
提
出
等

は
、
税
務
専
門
職
の
独
占
業
務
に
な
っ
て
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

い
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
有
償
、
無
償
を

問
わ
ず
、
能
力
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て

誰
で
も
で
き
ま
す
。

（
平
野
）
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
業
務
に
つ

い
て
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
あ
え
て

強
い
「
政
府
規
制
」
を
か
け
ず
に
、
「
市

場
競
争
」
原
理
に
委
ね
る
公
共
政
策
を
選

択
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
た
だ
、
連
邦
税
の
電

子
申
告
を
代
行
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に

は
、
「
内
国
歳
入
庁
認
可
電
子
申
告
者

（

）
」
と
し

て
、
連
邦
の
課
税
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
電
子
申
告
仲
介

業
務
に
つ
い
て
は
、
弱
い
形
で
あ
る
が
、
政

府
規
制
を
か
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
規
制
の
も
と
、
法
令
の
要
件
を
満

た
す
も
の
は
、
個
人
・
法
人
等
を
問
わ

ず
、
電
子
申
告
者
の
認
可
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

（
平
野
）
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ

の
税
金
の
専
門
職
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て

く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
分
か
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の

場
合
、
税
金
の
職
業
専
門
家
と
し
て
は
、

①
弁
護
士
（

）
、
②
公

認
会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
＝

）
お
よ
び
③
登
録
税
務
士

（
Ｅ
Ａ
＝

）
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
と
②
は
各
州
ベ
ー

ス
の
資
格
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
③
は
連

邦
（
国
）
ベ
ー
ス
の
資
格
で
す
。

連
邦
課
税
庁
（
内
国
歳
入
庁
、
Ｉ
Ｒ

Ｓ
）
は
、
納
税
者
の
依
頼
を
受
け
て
Ｉ
Ｒ

Ｓ
所
管
の
業
務
に
係
わ
り
、
依
頼
人
の
権

利
、
特
権
ま
た
は
債
務
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｒ

Ｓ
の
職
員
に
対
す
る
表
示
行
為
を
代
理
で

き
る
者
を
、
上
記
①
、
②
、
及
び
③
な
ど

に
限
定
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
内
国

歳
入
庁
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
他
人
を
代

理
し
て
（
税
務
代
理
）
業
務
が
で
き
る
専

門
職
」
を
制
限
し
、
そ
の
専
門
職
の
独
占

業
務
と
す
る
施
策
を
実
施
し
て
い
る
わ
け

で
す

*4
。

（
平
野
）
こ
う
し
た
定
め
か
ら
み
て
、
税
務

代
理
以
外
の
、
例
え
ば
納
税
申
告
書
の
作
成

や
そ
れ
に
係
わ
る
税
務
相
談
な
ど
の
業
務

は
、
「
内
国
歳
入
庁
の
所
管
事
項
に
係
わ
る

業
務
」
に
該
当
し
な
い
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
①
弁

護
士
、
②
公
認
会
計
士
、
③
登
録
税
務
士

な
ど
の
資
格
を
有
し
な
い
者
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
す

*5
。

（
平
野
）
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
た

Ｈ
＆
Ｒ
ブ
ロ
ッ
ク
社
な
ど
は
、
ど
う
い
っ

た
職
業
人
に
な
る
わ
け
で
す
か
。

（
石
村
）
①
弁
護
士
、
②
Ｃ
Ｐ
Ａ
や
③
Ｅ

Ａ
、
さ
ら
に
は
④
登
録
保
険
計
理
士
や
⑤

そ
の
他
特
例
適
用
者
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ

に
は
、
他
人
の
た
め
に
納
税
申
告
書
を
有

償
で
作
成
す
る
こ
と
を
主
な
業
務
と
す
る

⑥
Ｔ
Ｒ
Ｐ
（

）
と
い

う
名
称
の
職
業
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
わ

が
国
で
は
、
「
納
税
申
告
書
作
成
者
」
な

い
し
は
「
納
税
申
告
書
準
備
者
」
と
訳
さ

れ
て
い
ま
す
。

Ｔ
Ｒ
Ｐ
と
い
う
分
類
上
の
職
種
は
、
主

に
依
頼
人
で
あ
る
消
費
者
の
保
護
や
虚
偽

申
告
書
の
作
成
を
規
制
す
る
こ
と
を
ね
ら

い
に
、
政
府
規
制
に
よ
り
一
九
七
六
年
の

連
邦
の
法
律
で
初
め
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
す
。

（
平
野
）
①
、
②
、
③
な
ど
の
専
門
職
の

場
合
は
、
審
査
な
い
し
は
試
験
に
合
格
し

て
初
め
て
資
格
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

⑥
Ｔ
Ｒ
Ｐ
、
つ
ま
り
「
納
税
申
告
書
作
成

者
」
の
場
合
に
は
、
有
料
で
所
得
税
の
納

税
申
告
書
の
作
成
を
行
う
な
ど
一
定
の
法

定
要
件
に
当
て
は
ま
る
と
、
こ
の
職
種
に

分
類
さ
れ
、
法
律
上
の
規
制
を
受
け
、
一

定
の
受
任
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
も
ち
ろ
ん
、
①
、
②
な
い
し
は

③
な
ど
の
専
門
職
の
者
も
、
Ｔ
Ｒ
Ｐ
法
定

要
件
に
該
当
す
る
と
、
Ｔ
Ｒ
Ｐ
規
制
の
対
象

と
な
る
わ
け
で
す
ね

*6
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
こ
れ
ら
Ｔ

Ｒ
Ｐ
規
制
の
対
象
と
な
る
者
も
、
連
邦
税

の
電
子
申
告
を
代
行
す
る
業
務
を
行
う
場

合
に
は
、
「
内
国
歳
入
庁
認
可
電
子
申
告

業

者

（）
」
と
し
て
、
新
た
に
連
邦
の
課

税
庁
に
届
出
、
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

(3)
ア
メ
リ
カ
の
税
務
援
助
と
電
子
申
告

（
平
野
）
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
わ
が

国
の
年
末
調
整
に
相
当
す
る
制
度
が
な

く
、
原
則
と
し
て
全
員
確
定
申
告
を
す
る

形
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
う
し
た
仕
組

み
の
下
で
の
税
務
援
助
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
連
邦
税
上
の
税
務
援
助
は
多
岐
に

わ
た
り
、
き
め
細
か
な
制
度
と
な
っ
て
い
ま

す
。
今
日
、
こ
う
し
た
税
務
援
助
制
度
は
、

申
告
納
税
制
度
の
維
持
・
展
開
に
と
っ
て
極

め
て
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
お
り
、
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
と
い
え
ま
す
。

連
邦
税
上
の
税
務
援
助
制
度
は
、
お
お

ま
か
に
い
う
と
、
次
頁
の
〔
表
４
〕
の
よ

う
な
仕
組
み
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
税
務
援
助
制
度
の
特
徴

は
、
端
的
に
い
え
ば
、
税
務
援
助
は
す
べ

て
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
＝
内
国
歳
入
庁
）
主

導
で
実
施
さ
れ
、
そ
の
運
営
な
ど
に
職
業

専
門
家
団
体
は
一
切
関
与
し
て
い
な
い
こ

と
で
す
。

（
平
野
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
似
た
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
い
っ
た
見
方
も
で
き
ま
す

ね
。
た
だ
、
見
方
を
換
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

み
る
と
、
わ
が
国
の
税
務
援
助
が
異
端
と
い

え
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
〔
表
４
〕
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
主
導
で

実
施
し
て
い
る
税
務
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
無

償
な
い
し
は
実
質
的
に
無
償
で
す
。
多
く
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
が
民
間
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
、
研
修
を
実
施
し
た
後

に
、
納
税
申
告
書
の
作
成
お
よ
び
そ
れ
に
係

わ
る
税
務
相
談
を
担
当
し
て
も
ら
う
体
勢
に

あ
る
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
、
税
務
援
助
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
参
加
を
望
む
者
は
、
最
寄
り
の
Ｉ
Ｒ
Ｓ

の
納
税
者
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（

）
な

い
し
は
公
共
業
務
担
当
官
（

）
に
コ
ン
タ
ク
ト
す
れ

ば
、
必
要
な
情
報
を
入
手
で
き
ま
す
。

①
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
所
得
税
援
助

（
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要

（
平
野
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
主
体
と
な
っ

た
税
務
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、

わ
が
国
の
税
理
士
や
納
税
者
に
も
興
味
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

い
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
所
得
税
援
助

（
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
＝

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
個
人
所
得

税
の
申
告
書
の
作
成
に
あ
た
り
、
有
償
の

職
業
専
門
家
や
申
告
書
作
成
業
者
に
依
頼

す
る
資
力
の
な
い
納
税
者
を
支
援
す
る
た

め
に
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で

す
。こ

の
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お

け
る
税
務
援
助
業
務
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の

募
集
に
応
じ
研
修
を
受
け
た
民
間
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
、
大
学
生
、
法

科
大
学
院
生
、
職
業
専
門
家
団
体
の

会
員
、
退
職
者
、
宗
教
団
体
の
有

志
、
軍
隊
の
有
志
、
市
民
団
体
の
有

志
な
ど
、
多
様
な
市
民
が
参
加
し
て

い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る

研
修
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
研
修
担
当
が
行

い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
都
合
の
よ
い

場
所
で
、
毎
年
、
十
二
月
か
ら
一
月

に
か
け
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
ひ
と
く
ち
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い

っ
て
も
、
い
ろ
ん
な
資
質
の
人
が
い
る
と
思

い
ま
す
が
。
全
員
が
申
告
書
の
書
き
方
指
導

に
適
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
。

（
石
村
）
い
わ
れ
る
と
お
り
で
す
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
、
そ
の
適
性
に
応
じ
て
、
Ｖ

Ｉ
Ｔ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
仕
事
の
種
類
は
、
①
直
接
の
申
告

書
作
成
業
務
や
②
自
書
申
告
の
指
導
か

ら
、
③
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
会
場
の
運
営
や
④
広
報

活
動
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

（
平
野
）
援
助
対
象
者
は
ど
の
よ
う
な
層

な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

と
く
に
低
所
得
者
、
高
齢
者
、
体
の
不
自

由
な
人
、
英
語
が
母
国
語
で
な
い
人
な
ど

を
対
象
に
無
償
で
援
助
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
援
助
業
務
の
範
囲
は
、
基
本
的
な
個

人
所
得
税
申
告
書
の
作
成
お
よ
び
そ
れ
に

伴
う
税
務
相
談
、
申
告
指
導
で
す
。
多
く

の
会
場
で
は
、
無
償
の
電
子
申
告
も
行
っ

て
い
ま
す
。

（
平
野
）
会
場
で
は
、
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ

方
式
の
電
子
申
告
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
方
式
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
が

あ
り
、
煩
雑
な
操
作
が
要
る
た
め
、
大
量

の
代
理
人
申
告
に
は
不
向
き
で
す
か
ら
。

（
平
野
）
相
談
会
場
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に

設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

（
石
村
）
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
会

場
は
、
一
般
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ

ー
、
図
書
館
、
学
校
、
商
店
街
な
ど
、
来
訪

者
に
便
利
な
場
所
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
学
の
単
位
認
定
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
程
と
連

動
す
る
形
で
援
助
業
務
が
行
わ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
設
定
さ

れ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。

②
高
齢
者
向
け
税
務
相
談

（
Ｔ
Ｃ
Ｅ
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要

（
平
野
）
そ
れ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
税
務

援
助
制
度
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
。
高

齢
者
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
説
明

し
て
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
こ
の
高
齢
者
向
け
税
務
相
談

（
Ｔ
Ｃ
Ｅ

）

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
六
十
歳
以
上
の
個
人
納

税
者
を
対
象
と
し
た
無
償
の
税
務
援
助
の

仕
組
み
で
す
。
低
所
得
者
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
中
間
層
に
属
す
る
所
得
者
も
、
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
依
頼
し
、
利
用
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｔ
Ｃ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
税
務
相

談
業
務
は
、
一
般
に
、
民
間
非
営
利
団
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
に
加
入
す
る
退
職
者
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
、
担
当
し
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、
こ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
Ｉ
Ｒ
Ｓ
か
ら
助
成
金
を
得
て
実

施
し
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
か
ら
得
た
助
成

〔表４〕アメリカの税務援助制度

① ボ ラ ン テ ィ ア 所 得 税 援 助 （ Ｖ Ｉ Ｔ Ａ
=Volunteer Income Tax Assistance）プログラム

②高齢者向け税務相談（ＴＣＥ=Tax Counseling

for Elderly）プログラム

③学生税務相談所プログラム（ＳＴＣ=Student

Tax Clinic Program）

④銀行・郵便局・図書館（ＢＰＯＬ=Bank, Post

Office, and Library）プログラム

⑤低所得納税者相談所（ＬＩＴＣ=Low-Income

Taxpayer Clinics）プログラム

⑥納税者権利擁護サービス（Taxpayer Advocate

Service）
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納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

金
の
多
く
は
、
無
償
の
税
務
相
談
業
務
を

実
施
す
る
際
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
生
じ

た
、
交
通
費
、
電
話
代
な
ど
の
自
己
負
担

し
た
参
加
費
用
の
実
費
弁
償
に
充
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

Ｔ
Ｃ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
来
場
が
困
難

な
依
頼
者
も
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
も
考

慮
し
て
、
高
齢
者
が
所
在
す
る
場
所
に
出

向
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
よ
う
で

す
。
高
齢
者
ホ
ー
ム
、
自
宅
訪
問
な
ど
、

依
頼
人
の
都
合
を
考
え
た
上
で
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

③
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
よ
る
税
務
援
助
制
度
運
用
の
実
際

（
平
野
）
や
は
り
、
全
員
確
定
申
告
を
す

る
納
税
制
度
の
実
現
に
は
、
国
民
全
体
で

そ
う
し
た
納
税
制
度
を
支
え
る
と
い
う
精

神
が
必
要
な
気
が
し
ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
所
得
税
援
助
（
Ｖ
Ｉ

Ｔ
Ａ
）
や
高
齢
者
向
け
税
務
相
談
（
Ｔ
Ｃ

Ａ
）
の
よ
う
な
伝
統
的
な
税
務
援
助
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
さ
ら
に
は
一
九
九
八
年
の
連
邦

税
制
改
正
に
よ
り
創
ら
れ
た
低
所
得
納
税

者
相
談
所
（
Ｌ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
な

ど
は
、
広
く
民
間
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
非
営
利
団

体
）
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
活
用
し
て
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
課
税
庁
（
Ｉ

Ｒ
Ｓ
）
が
主
導
し
て
い
る
も
の
の
、
〝
役

所
社
会
主
義
〟
構
造
の
下
に
あ
る
わ
が
国

な
ど
と
は
異
な
り
、
税
務
の
職
業
専
門
家

団
体
は
実
施
主
体
と
は
な
っ
て
い
な
い
わ

け
で
す
。

（
平
野
）
わ
が
国
の
税
務
援
助
は
、
課
税

庁
と
そ
の
下
請
組
織
の
よ
う
な
税
理
士
会

が
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
国
民
・
納
税

者
が
主
役
の
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ど

う
は
、
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要

が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義

社
会
構
造
が
、
「
小
さ
な
政
府
、
大
き
な

Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ク
タ
ー
」
で
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
ま
た
、
で
き
る
だ
け
政
府
規
制
を
少

な
く
し
、
市
場
競
争
を
活
発
化
さ
せ
て
い

る
経
済
秩
序
に
あ
っ
て
、
行
政
が
、
政
府

規
制
で
制
度
を
つ
く
っ
て
職
業
専
門
家
や

そ
の
団
体
を
、
あ
た
か
も
行
政
補
完
組
織

の
よ
う
に
捉
え
、
手
足
の
よ
う
に
活
用
す

る
風
土
に
な
い
こ
と
も
大
き
な
要
因
と
い

え
ま
す
。

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
大
国
」
の
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て

は
、
む
し
ろ
、
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
、

納
税
者
・
国
民
が
主
体
と
な
っ
た
民
間
非

営
利
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
を
信
頼
し
、
無
償

あ
る
い
は
ほ
ぼ
無
償
で
提
供
さ
れ
る
納
税

支
援
サ
ー
ビ
ス
を
、
広
く
民
間
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
委
ね
る
公
共
政
策
を
選
択
し
て
い

る
の
が
特
徴
と
い
え
ま
す
。

（
平
野
）
わ
が
国
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
と
い
う
と
、
前
大
戦
時
の
〝
滅
私
奉

公
〟
を
連
想
し
、
勤
労
奉
仕
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
の
が
実
情
で
す
。
わ
が
国
で
こ
う

し
た
税
務
援
助
の
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

育
つ
の
か
、
ピ
ン
と
来
な
い
人
も
多
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
石
村
）
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
岐
阜
の
研

究
会
で
説
明
し
た
折
、
年
配
の
田
舎
弁
護

士
が
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
〝
た
だ
働
き
は
損
〟
と
い
っ

た
「
精
神
の
貧
困
」
は
、
最
近
の
若
い
人

た
ち
か
ら
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
平
野
）
企
業
の
年
末
調
整
に
依
存
し
、

無
償
の
税
務
援
助
を
税
理
士
に
任
せ
る
方

法
の
ま
ま
で
、
〝
国
民
よ
自
立
せ
よ
！
〟

は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
ち
な
み

に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
、
「
税
務
書
類
の
作
成
」
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｐ
（
納
税
申
告
書
作
成

者
）
と
し
て
政
府
規
制
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
規
制
を
受
け

る
の
は
、
「
有
償
」
で
「
所
得
税
」
に
係

る
納
税
申
告
書
を
作
成
し
た
と
き
に
限
ら

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
や
Ｔ

Ｃ
Ｅ
な
ど
の
無
償
の
税
務
援
助
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
お
い
て
、
他
人
の
た
め
に
所
得
税
の

還
付
申
告
書
の
作
成
に
係
わ
っ
た
と
し
て

も
、
Ｔ
Ｒ
Ｐ
規
制
は
受
け
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。

④
米
退
職
者
連
盟
（
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
）

の
税
務
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
際

（
平
野
）
次
に
、
民
間
団
体
の
税
務
援
助
制

度
の
運
用
情
況
を
具
体
的
お
話
く
だ
さ
い
。

（
石
村
）
分
か
り
ま
し
た
。
全
米
退
職
者
連

盟
（
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ

）
は
、
三
万
一
千
人
を
超
え

る
会
員
を
有
す
る
巨
大
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
一
つ
で

す
。
こ
の
組
織
は
全
米
に
ネ
ッ
ト
が
あ
り
、

年
金
や
高
齢
者
福
祉
、
税
制
上
の
支
援
措
置

な
ど
多
様
な
政
策
提
言
を
行
い
、
強
い
政
治

力
を
持
つ
団
体
で
す
。
と
く
に
連
邦
の
首
都

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
・
Ｃ
に
あ
る
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
傘
下

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
高
齢
者
向
け
立
法
協
議
会

（

）
」
は
、

連
邦
議
会
に
対
し
積
極
的
な
ロ
ビ
イ
ン
グ

（
政
治
的
な
働
き
か
け
）
を
行
っ
て
い
る
政

策
提
言
団
体
（

）
で

す
。

（
平
野
）
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
高
齢

者
向
け
税
務
相
談
（
Ｔ
Ｃ
Ｅ
）
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
一
環
と
し
て
、
独
自
の
「
税
務
援
助

プ
ロ
グ
ラ
ム
（

）
」
を

実
施
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
一
九
六
八
年
に
Ｉ
Ｒ
Ｓ
と
の
協
定
を

結
ん
で
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
税
務
援
助
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
母
体
は
、
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
の

傘
下
に
あ
る
「
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
財
団
」
で
す
。
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こ
の
財
団
は
一
九
六
八
年
に
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
わ
が
国
で
い
う
、
い
わ
ゆ
る
〝
特
定

公
益
増
進
法
人
（
特
増
法
人
）
〟
～
ア
メ
リ

カ
税
法
で
は
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
チ
ャ
リ
テ
ィ

（

）
」
と
呼
ば
れ
る
～
の
認

定
を
受
け
た
団
体
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
財
団
に
支
出
し
た
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、

個
人
の
場
合
に
は
所
得
の
五
〇
％
ま
で
所
得

控
除
が
で
き
ま
す
。

こ
の
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
財
団
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
資

金
供
給
団
体
〟
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
が
運
営
し
て
い
る
税
務
援
助
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
始
め
と
し
た
数
多
く
の
高
齢
者
向

け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
資
金
の
供
給
を

し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
自
体

は
、
ロ
ビ
イ
ン
グ
な
ど
の
政
治
活
動
を
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
税
法
上
の
制
限
規
定
の

適
用
を
受
け
、
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
に
寄
付
金
を
支
出

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
寄
付
者
は
所
得
控
除

が
受
け
ら
れ
な
い
わ
け
で
す

*7
。

（
平
野
）
「
役
所
が
主
役
」
の
わ
が
国
で

は
、
考
え
ら
れ
な
い
光
景
で
す
が
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
わ
が
国
の
役
所

は
、
外
務
省
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
対
す
る
態
度
な

ど
を
み
て
も
、
公
益
法
人
は
実
は
〝
官
益

法
人
〟
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
か
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
か
は
け

し
か
ら
ぬ
〝
反
政
府
団
体
〟
と
い
っ
た
と

こ
ろ
が
役
人
の
認
識
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
さ
に
、
「
国
民
は
脇
役
」
と
い
っ

た
感
覚
で
す
か
ら
。
税
理
士
に
代
わ
っ

て
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
税
務
援
助
を

す
る
な
ど
は
、
課
税
庁
の
役
人
か
ら
見
れ

ば
、
ま
さ
に
〝
革
命
〟
そ
の
も
の
。

政
治
が
主
導
し
、
役
人
の
大
き
な
意
識

変
革
が
必
要
で
し
ょ
う
ね
。

（
平
野
）
国
民
の
意
識
は
大
き
く
変
わ
っ

て
き
て
い
る
の
に
、
役
人
の
意
識
は
相
変

わ
ら
ず
で
す
か
ら
ね
。

（
石
村
）
た
だ
、
政
府
規
制
に
安
住
し
、

役
所
の
し
も
べ
の
よ
う
に
行
動
し
、
ポ
ー

ズ
だ
け
で
、
本
当
に
国
民
・
納
税
者
の
方

に
顔
を
向
け
て
い
な
い
税
理
士
会
な
ど
の

資
質
も
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

本
来
、
税
理
士
は
「
小
さ
な
政
府
」
実

現
の
た
め
の
専
門
職
で
、
国
民
・
納
税
者

の
利
益
の
代
弁
者
と
い
っ
た
認
識
が
必
要

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天
下
り
税
理
士
に
は

寛
容
、
一
方
で
、
政
府
規
制
を
盾
に
、
ニ

セ
税
理
士
た
た
き
に
奔
走
し
て
い
る
専
門

職
制
度
の
現
実
で
は
、
国
民
・
納
税
者
が

一
丸
と
な
っ
て
申
告
納
税
制
度
の
確
立
・

発
展
に
ま
い
進
す
る
の
は
無
理
な
気
も
し

ま
す
。
「
民
主
導
」
と
い
っ
た
意
識
が
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
。

（
平
野
）
税
理
士
会
は
、
役
所
と
の
良
好

な
関
係
に
配
慮
し
な
が
ら
、
努
力
を
重
ね

て
き
て
は
い
ま
す
。
今
後
は
、
国
民
・
納

税
者
か
ら
の
建
設
的
な
批
判
を
受
け
入

れ
、
自
ら
の
意
識
改
革
が
必
要
だ
と
承
知

し
て
い
ま
す
。
私
見
で
す
が
、
全
員
確
定

申
告
を
前
提
と
す
る
納
税
制
度
に
向
け

て
、
税
務
援
助
制
度
を
ど
の
よ
う
に
作
り

上
げ
る
の
か
、
「
納
税
者
が
主
役
」
の
視

点
か
ら
早
急
に
検
討
す
べ
き
で
す
ね
。

（
石
村
）
何
よ
り
も
「
官
主
導
」
の
護
送

船
団
方
式
か
ら
抜
け
出
ら
れ
る
か
ど
う
か

が
キ
ー
・
フ
ァ
ク
タ
ー
で
し
ょ
う
。
こ
の

点
は
、
や
は
り
、
「
納
税
者
が
主
役
」
、

「
小
さ
な
政
府
」
が
モ
ッ
ト
ー
の
ア
メ
リ

カ
が
格
段
に
進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

少
し
話
が
ず
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
。

Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
の
税
務
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

研
修
を
受
け
、
認
定
さ
れ
た
三
万
一
千
人

を
超
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
を
得

て
、
全
米
一
万
を
超
え
る
箇
所
で
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
毎

年
、
確
定
申
告
期
の
二
月
一
日
か
ら
四
月

十
五
日
ま
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
残
り
の
期

間
に
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
電
話
を
使

っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
の
税
務
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
六
十
歳
以
上
の
納
税
者
を

対
象
に
、
二
千
七
百
万
件
を
超
え
る
確
定

申
告
書
の
作
成
、
さ
ら
に
は
申
告
書
の
電

子
申
告
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。

（
平
野
）
ま
た
、
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
の
税
務
援
助

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
申
告
書
の
作
成
に
加

え
、
各
種
の
高
齢
者
向
け
の
税
務
相
談
に

応
じ
る
仕
組
み
も
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
寝
た
き
り
の

高
齢
者
に
対
し
て
は
自
宅
や
施
設
を
訪
問
し

て
、
税
金
の
無
料
相
談
に
応
じ
る
体
勢
を
敷

い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
が
介
護
を
必

要
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
介
護
者
が
、
電

話
と
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ

と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
、
事
情
を
説
明
し
ア

ポ
イ
ン
ト
を
と
り
、
税
務
援
助
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
の
税
務
援
助
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
参
加
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し

て
は
、
そ
の
活
動
の
た
め
に
出
費
し
た
交

通
費
、
通
信
費
、
食
事
代
な
ど
に
つ
い

て
、
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｐ
財
団
が
資
金
を
提
供
し
、

実
費
弁
償
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

⑤
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
・
Ｔ
Ｃ
Ｅ
と
電
子
申
告

（
平
野
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
所
得
税
援
助

（
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
）
や
高
齢
者
向
け
税
務
相
談

（
Ｔ
Ｃ
Ａ
）
は
、
伝
統
的
な
税
務
援
助
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
が
、
現
在
、
電
子
申
告
を

使
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

（
石
村
）
こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

個
人
所
得
税
の
納
税
申
告
書
の
作
成
支
援

に
加
え
、
電
子
申
告
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
業

務
を
無
料
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
や
Ｔ
Ｃ
Ａ
の
電
子
申
告

サ
イ
ト
で
は
、
連
邦
の
個
人
所
得
税
の
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
申
告
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
連

邦
・
州
税
合
同
電
子
申
告
（

）
」
、
つ
ま
り
〝
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
〟
を
依
頼
す
る
こ
と
も
可
能

で
す
。

（
平
野
）
Ｖ
Ｉ
Ｔ
Ａ
や
Ｔ
Ｃ
Ａ
の
電
子
申

告
サ
イ
ト
で
採
用
さ
れ
て
い
る
電
子
申
告
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方
式
は
、
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
と
の

間
の
専
用
電
話
回
線
を
使
っ
た
パ
ソ
コ
ン

通
信
に
よ
る
電
子
申
告
（
《
Ⅰ
―
Ａ
方

式
》
）
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
安
定
し
な
い
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
告
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。

３
わ
が
国
で
の
税
理
士
業
務
と
仲
介
者

（
電
子
申
告
代
行
）
業
務
規
制
の
課
題

（
平
野
）
電
子
申
告
制
度
を
つ
く
る
場

合
、
当
初
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

っ
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
レ
ス
の
「
電
脳
申

告
」
を
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
の
仕

方
に
よ
っ
て
は
、
電
子
申
告
代
行
業
者

（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
は
要
ら
な
い
制
度

（
イ
ン
フ
ラ
）
（
《
Ⅲ
―
Ａ
方
式
》
）
の

構
築
も
可
能
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ア
メ
リ
カ

の
制
度
を
み
て
も
、
仲
介
者
が
要
る
ダ
イ

ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
電
子
申
告
を
採
用
し

て
い
ま
す
ね
。
こ
の
背
景
に
は
ど
ん
な
理

由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（
石
村
）
た
と
え
「
電
脳
申
告
」
が
採
用
さ

れ
た
と
し
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
ハ
ー

ド
）
は
無
論
の
こ
と
、
わ
ざ
わ
ざ
申
告
ソ
フ

ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
な
い
し
は
購
入
し
て
ま

で
電
子
申
告
し
た
い
と
思
わ
な
い
納
税
者
も

少
な
く
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
す
。

（
平
野
）
も
う
少
し
具
体
的
に
言
っ
て
く

だ
さ
い
。

（
石
村
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
電

子
申
告
の
場
合
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の

た
め
の
仕
組
み
が
煩
雑
で
す
。
電
子
認
証

（
本
人
確
認
）
、
さ
ら
に
電
脳
申
告
に
特

有
な
面
倒
な
手
続
・
操
作
を
考
え
る
と
、

ネ
ッ
ト
通
信
に
得
意
な
納
税
者
で
あ
っ
て

も
足
踏
み
す
る
わ
け
で
す
。
ま
し
て
や
確

定
申
告
の
デ
ー
タ
処
理
や
電
子
送
達
は
、

た
っ
た
の
年
一
回
で
す
。
専
門
の
プ
ロ
バ

イ
ダ
ー
が
い
れ
ば
、
そ
の
業
者
に
任
せ
た

い
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〝
自
分
で
郵
便
配
達
ま
で
す
る
の
は
か
な

わ
な
い
〟
と
思
う
わ
け
で
す
。
ま
た
、
そ

も
そ
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
に
は
、
ま

っ
た
く
興
味
の
な
い
納
税
者
も
た
く
さ
ん

い
る
わ
け
で
す
。

（
平
野
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
本

人
申
告
で
も
、
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
面
倒

な
デ
ー
タ
処
理
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

が
、
代
理
人
申
告
で
は
、
依
頼
人
か
ら
電

子
委
任
状
を
と
り
、
税
理
士
本
人
の
資
格

認
証
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
文

書
申
告
の
方
が
安
全
で
簡
単
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
目
に
み
え
て
い

ま
す
ね
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
ま
さ
に
、

「
電
脳
申
告
」
を
取
り
入
れ
る
と
し
た
と

し
て
も
、
こ
う
し
た
納
税
者
の
た
め
に

も
、
身
近
な
代
行
者
に
依
頼
で
き
る
電
子

申
告
の
仕
組
み
（
《
Ⅲ
―
Ｂ
方
式
》
）
を

含
む
、
電
子
申
告
制
度
（
イ
ン
フ
ラ
）
を

つ
く
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
人
た
ち
は
、
従
来
ど
お
り
文

書
（
ペ
ー
パ
ー
）
申
告
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
の
で
は
、
Ｉ
Ｔ
化
社
会
の
構
築
は
、
ま

さ
に
「
絵
に
描
い
た
餅
」
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

（
平
野
）
い
ず
れ
に
し
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
使
っ
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
レ
ス
の

「
電
脳
申
告
」
（
《
Ⅲ
│
Ａ
方
式
》
）
を

導
入
す
れ
ば
、
仲
介
者
問
題
は
す
べ
て
が

解
決
だ
、
と
は
行
か
な
い
わ
け
で
す
ね
。

(1)
ア
メ
リ
カ
ン
・
モ
デ
ル

（
石
村
）
す
で
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方

式
の
電
子
申
告
制
度
で
は
、
納
税
者
と
課

税
庁
と
の
間
を
取
り
持
つ
仲
介
者
（
電
子

申
告
代
行
業
者
）
を
必
要
と
し
ま
す
。

電
子
申
告
代
行
業
者
の
業
務
は
、
納
税

者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
申
告
内
容
の
デ
ー
タ

処
理
を
し
、
電
話
専
用
回
線
を
使
っ
て
、

課
税
庁
に
当
該
デ
ー
タ
を
送
達
す
る
こ
と

が
中
心
と
な
り
ま
す
。

（
平
野
）
第
三
者
に
依
頼
し
て
電
子
申
告

を
す
る
こ
と
を
望
む
納
税
者
の
た
め
に
、

電
子
申
告
代
行
業
者
（
仲
介
者
）
を
制
度

化
し
た
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
依

頼
者
で
あ
る
納
税
者
か
ら
見
る
と
、
当
該

業
者
（
仲
介
者
）
が
デ
ー
タ
の
送
達
手
段

と
し
て
、
ダ
イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
の
「
電

子
申
告
」
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た

「
電
脳
申
告
」
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
に

し
ろ
、
感
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

（
石
村
）
そ
の
と
お
り
で
す
。
た
だ
、
申
告

書
の
作
成
代
行
業
者
に
は
、
課
税
庁
へ
の
申

告
フ
ァ
イ
ル
の
送
達
に
あ
た
り
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

（
平
野
）
つ
ま
り
、
誤
解
を
怖
れ
ず
に
い

え
ば
、
代
理
人
申
告
の
場
合
に
は
、
業

者
、
さ
ら
に
は
税
務
援
助
セ
ン
タ
ー
は
ダ

イ
ア
ル
ア
ッ
プ
方
式
に
一
本
化
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
す
で
に
触
れ
た
よ

う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
「
税
務

書
類
の
作
成
」
は
、
わ
が
国
の
場
合
と
は

異
な
り
、
税
の
専
門
職
の
独
占
業
務
と
は

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
電
子
申
告
代

行
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
業
務
に
つ
い
て

は
、
弱
い
形
な
が
ら
政
府
規
制
を
加
え
て

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
次
ペ
ー
ジ
の

〔
表
５
〕
の
よ
う
な
職
種
・
区
分
に
従
っ

た
上
で
、
電
子
申
告
業
者
（

）
と
し
て
、
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）

に
届
出
、
認
可
を
受
け
る
よ
う
に
求
め
て

い
ま
す

*8
）
。

(2)
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ン
・
モ
デ
ル

（
平
野
）
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
は
異
な

り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、

「
税
務
書
類
の
作
成
」
業
務
に
対
し
、
政

府
規
制
を
加
え
、
税
理
士
の
有
償
独
占
業
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(30)

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

務
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
ア
メ
リ
カ
な
ど
と

は
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
民
主
義
の
伝

統
を
受
け
継
い
で
、
比
較
的
に
政
府
規
制

が
強
い
国
で
す
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
は
、
民
間
で
電
子
申
告
代
行
業
務

が
で
き
る
者
を
税
理
士
に
限
定
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
電
子
申
告
代
行
業
務
に
対
し

て
は
、
申
告
ソ
フ
ト
開
発
業
務
な
ど
を
除

き
、
一
般
の
民
間
事
業
者
の
参
入
を
認
め

て
い
ま
せ
ん
。
民
間
の
電
子
申
告
代
行
業

務
を
税
理
士
に
一
任
す
る
こ
と
に
よ
り
、

電
子
申
告
制
度
の
信
頼
性
を
高
め
、
電
子

申
告
に
よ
る
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
と
も
な

う
申
告
書
の
簡
略
化
・
添
付
書
類
の
省
略

化
等
を
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
平
野
）
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
関
与

税
理
士
の
い
な
い
納
税
者
向
け
に
は
、
公

的
セ
ク
タ
ー
に
属
す
る
郵
便
局
（
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
郵
政
公
社
）
が
、
申
告
内
容
デ

ー
タ
処
理
、
電
子
送
達
（
プ
ロ
バ
イ
ダ

ー
）
業
務
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇

年
か
ら
は
、
本
人
申
告
を
望
む
個
人
納
税

者
向
け
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ

た
「
電
脳
申
告
（

）
」
（
《
Ⅲ
―
Ａ

方
式
》
）
が
導
入
さ
れ
、
便
宜
が
は
か
ら

れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
経
済
的
に
税
理
士
に
申
告
書
の

作
成
を
依
頼
す
る
の
が
難
し
い
低
所
得
者
向

け
に
も
、
電
子
申
告
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
税
務
援
助
（
タ

ッ
ク
ス
ヘ
ル
プ
）
の
一
環
と
し
て
、
課
税
庁

認
定
の
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
無
償
で
電

子
申
告
フ
ァ
イ
ル
の
送
達
代
行
（
プ
ロ
バ
イ

ダ
ー
）
業
務
を
行
う
こ
と
で
、
便
宜
が
図
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
す

*9
。

(3)
わ
が
国
に
最
適
な
モ
デ
ル
と
は

（
平
野
）
わ
が
国
で
の
電
子
申
告
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
に
あ
た
り
、
電
子
申
告
代
行
業

務
と
税
理
士
法
上
の
「
税
務
書
類
の
作

成
」
業
務
に
対
す
る
政
府
規
制
と
を
、
ど

の
よ
う
に
融
合
さ
せ
て
い
く
か
は
、
極
め

て
重
要
な
政
策
課
題
で
す
。
一
応
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
電
子
申
告
制

度
は
概
観
し
て
き
ま
し
た
が
、
参
考
に
な

る
こ
と
も
多
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

わ
が
国
に
最
適
な
電
子
申
告
制
度
の
導

入
は
、
当
然
、
こ
う
し
た
法
政
策
上
の
課

題
を
織
り
込
ん
だ
上
で
、
慎
重
に
検
討
さ

れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

場
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ン
・
モ
デ
ル
か

ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

に
は
、
税
務
書
類
の
作
成
に
加
え
、
税
務

代
理
、
税
務
相
談
を
独
占
業
務
と
す
る
税

理
士
制
度
が
あ
る
か
ら
で
す
。

（
石
村
）
ご
指
摘
の
と
こ
ろ
は
、
国
税
庁

も
税
理
士
会
も
、
仲
介
者
問
題
を
わ
ざ
と

避
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
点
に
真
剣
に
取
り
組
ま
な
い

と
、
「
国
民
・
納
税
者
が
主
役
」
の
電
子

申
告
制
度
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
平
野
）
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お

い
て
は
、
「
税
務
代
理
」
や
「
税
務
相

談
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
税
務
書
類

の
作
成
」
の
領
域
に
つ
い
て
も
政
府
規
制

を
加
え
、
税
理
士
法
二
条
に
よ
り
、
税
理

士
の
独
占
業
務
と
し
て
い
ま
す
ね
。

（
石
村
）
同
条
一
項
二
号
に
い
う
「
税
務
書

類
の
作
成
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
〝
申
告

書
そ
の
他
税
務
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
を

作
成
す
る
こ
と
〟
を
指
し
ま
す
。

元
来
、
「
書
類
」
な
い
し
は
「
文
書
」
と

い
う
言
葉
は
、
〝
有
体
性
の
あ
る
も
の
〟
を

指
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
情
報
技
術
の
発
達

し
た
今
日
で
は
、
「
ひ
と
の
視
覚
に
よ
り
直

ち
に
見
読
可
能
な
も
の
」
の
み
な
ら
ず
、

「
機
械
装
置
を
用
い
て
見
読
可
能
な
も
の
」

も
含
む
と
解
さ
れ
ま
す
。

（
平
野
）
つ
ま
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
処

理
さ
れ
た
「
電
磁
的
記
録
」
な
い
し
は

「
電
子
デ
ー
タ
」
化
さ
れ
た
〝
申
告
書
そ

の
他
税
務
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
〟

表５　アメリカの電子申告業者（e-File Provider）

①電子申告書作成者（ＥＲＯ=Electronic Return Originator）

申告ソフトを使いデータ処理し、電子申告書を作成する

業務を行う者

②サービス・ビューロウ（Service Bureau）

電子申告書作成者（ＥＲＯ）を補助し、データのフォー

マット化やデータ入力などの支援業務を行う者

③電子送達者（Electronic Return Transmitter）

電話専用回線を使って電子申告書のデータを送達する業

務を行う者

④ソフトウェア開発者（Software Developer）

電子申告用ソフトの開発・販売する業務を行う者

⑤連邦・州税合同電子申告（Federal/State e-file）

電子申告作成者（ＥＲＯ）の適格者で、「連邦・州合同

電 子 申 告 プ ロ グ ラ ム （ Federal-State Joint Electronic

Program）」、つまり、個人所得税について、連邦の税務当

局（ＩＲＳ）に電子申告をすれば、州の分についても自働

的に申告が受理されるプログラム、に従った電子申告を受

け付ける資格のある者。ただし、この認可を受けるには、

ＥＲＯが業務を行う州が、このプログラムに参加（2001年
1月現在、37州とワシントンD・Cが参加）していることが

条件



CNNニューズ No.31
© 2002 PIJ2002.09.30

(31)

納
税
者
・
税
理
士
に
や
さ
し
い
電
子
申
告
と
は
(1)

も
、
税
理
士
法
二
条
一
項
二
号
に
い
う

「
税
務
書
類
」
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
。
政
府
は
「
行
政
情

報
化
推
進
基
本
計
画
の
改
定
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
、
電
子
文
書
の
原
本
性
に
つ
い

て
、
『
紙
媒
体
の
原
本
か
ら
電
子
媒
体
の

原
本
へ
の
移
行
を
実
現
し
、
情
報
管
理
の

効
率
化
を
推
進
す
る
た
め
、
技
術
動
向
を

踏
ま
え
つ
つ
、
電
子
文
書
の
原
本
性
を
確

保
す
る
方
策
を
講
ず
る
』
と
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
い
う
「
文
書
」
な
い
し
は

「
書
類
」
に
は
、
電
子
文
書
も
含
ま
れ
る

と
解
さ
れ
ま
す
*10
。

（
平
野
）
電
子
申
告
を
代
行
す
る
者
が
行

う
申
告
デ
ー
タ
の
入
力
は
、
「
税
務
書
類

の
作
成
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
見
方

も
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

（
石
村
）
そ
れ
は
疑
問
で
す
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
代
行
者
は
、
電
子
デ
ー
タ
の
形
で
は

あ
る
が
、
申
告
書
そ
の
も
の
を
作
成
す
る

業
務
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
さ
ら

に
、
こ
の
代
行
者
は
、
申
告
書
の
原
本
で

あ
る
電
子
デ
ー
タ
に
対
し
、
納
税
者
と
と

も
に
電
子
的
に
署
名
を
し
て
、
課
税
庁
に

送
信
を
す
る
業
務
も
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
さ
に
、
そ
の
業
務
は
、
税
理
士
法

に
定
め
る
「
税
務
書
類
の
作
成
」
の
領
域

に
属
す
る
業
務
に
あ
た
る
と
い
え
ま
す
。

（
平
野
）
こ
の
よ
う
に
見
ま
す
と
、
納
税

者
に
代
わ
り
電
子
申
告
書
を
作
成
す
る
者

は
、
税
理
士
法
二
条
に
よ
り
、
税
理
士
に

限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
。
ま
た
、
電
子
申
告
代
行
業
務

を
税
理
士
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税

理
士
法
三
十
八
条
（
税
理
士
の
守
秘
義

務
）
に
よ
っ
て
、
納
税
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
も
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
ね
。

（
石
村
）
そ
う
と
も
い
え
ま
す
。
で
す
か

ら
、
わ
が
国
に
は
、
「
税
務
書
類
の
作

成
」
を
独
占
業
務
と
す
る
税
理
士
制
度
が

あ
る
点
は
見
過
ご
せ
な
い
わ
け
で
す
。
現

行
法
制
を
前
提
と
す
る
限
り
、
電
子
申
告

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
な
ど
一
部
の
業
務

は
別
と
し
て
も
、
民
間
事
業
者
の
電
子
納

税
申
告
代
行
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）
業
務
へ

の
参
入
は
許
さ
れ
な
い
と
も
解
さ
れ
る
わ

け
で
す
*11
。

（
平
野
）
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
で
は
、

現
時
点
で
は
、
こ
の
面
で
の
ア
メ
リ
カ
ン
・

モ
デ
ル
の
採
用
は
難
し
く
な
り
ま
す
ね
。

（
石
村
）
見
方
を
変
え
る
と
、
税
理
士
業

務
に
対
す
る
規
制
緩
和
な
く
し
て
、
「
国

民
・
納
税
者
が
主
役
」
の
電
子
申
告
制
度

づ
く
り
は
難
し
い
、
と
い
う
こ
と
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

※
以
下
次
号

≪注記≫ 納税者・税理士にやさしい電子申告とは (1 ) カッコ内は本文のページ

*1(20p.) 国税庁の電子申告実験用ホームページは、http://www.jikken.nta.go.jp/main.htmlにアクセスすればよい。
*2(20p.) 電子申告実験報告については、谷口誠「電子申告と税理士」東京税理士界528号（2001年1月1日）20頁、発地敏

彦「電子申告実験に参加して」東京税理士界529号（2001年2月1日）7頁参照。

*3(21p.) オーストラリアの税理士制度について詳しくは、D・ベントレー、石村耕治「オーストラリアの税理士制度を点検する
(1)・(2)」税務弘報48巻5号、7号参照。

*4(25p.) 具体的にどのような専門職が「内国歳入庁の所管事項に係わる業務（Practice before the Internal Revenue Service）」を代

理できるのかについては、法律（Act of Nov. 8,1965,79 Stat.1282 Sec.1(a)）および連邦財務省規則（Treasury Dept. Circular 
230、以下サーキュラー230」）に定められています。これら連邦の法令によると、①弁護士および②公認会計士

（CPA）は、申請すれば、IRSの下で税務代理できる資格を自動的に認められます。これらの者の他に③登録税務士

（EA）の資格を有する者もIRSの下で税務代理できる資格が認められます。EAの資格は、非CPAで試験に合格した者あ
るいは前IRS職員で、サーキュラー230に定める職歴など資格要件を充足する者が取得できます（サーキュラー230

第10.3(c)、第10.4および第10.6）。また、④登録保険計理士（Enrolled Actuary）、つまり保険加入者のために保険料率や配

当などを計算し、スキームをたてる専門職である保険計理士（actuary）で、保険計理士登録合同委員会（Joint Board for the 
Enrollment of Actuaries）に登録した者、⑤その他特例として税務代理が認められる者も、限定された範囲でIRS所管の業務

を行うことができます（サーキュラー230第10.3(d)および(e)）。

ちなみに、税務代理の対象となる「内国歳入庁の所管事項に係わる業務」とは、「内国歳入庁が執行する法律若しく
は規則の下で、依頼人の権利、特権又は債務に関して、内国歳入庁又はその上級職員若しくは職員に対する表示行為に

係るあらゆる事項を指します。当該表示行為とは、必要書類の作成及び提出、内国歳入庁との応対及びやり取り、並び

に協議、審査及び折衝における依頼人の代理等を指す。」（サーキュラー230第10.2(a)）とされています。
*5(25p.) 詳しくは、See, Meldman & Petie, Federal Taxation: Practice and Procedure （fourth ed., 1992 CCH）15 et seq．

*6(25p.) わが国の場合には、「税務書類の作成」が税理士の「無償独占」業務とされています。したがって、非税理士が無償で

あっても、他人のために納税申告書の作成業務を行うと税理士法に触れることになるとされます。これに対して、アメ
リカの場合には、納税申告書の作成など一定の「税務書類の作成」は、①、②ないしは③などの専門職業人のみなら

ず、有償、無償を問わず、原則として非専門職の者も、一定の受忍義務を負うことを条件に、広く業務として行うこと

ができる仕組みになっているわけです。
*7(28p.) 石村耕治『日米の公益法人課税の構造』（1992年、成文堂）44頁以下参照。
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入会のご案内
入会いただいた方には、季刊CNNニューズ
をお送りします（年４回刊）。
年会費 正会員10,000円、賛助3,000円

（ともに年間購読料 3,000円含む）

・電子政府の「アクション・プラン」を

Webで見ると、国民が申請・登録等し

なければならない手続は６万件以上。

・規制緩和なんぞ嘘っぱち．役所社会主

義は国民生活のすべてを支配
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NetWorkのつぶやき

課税庁の職員は、職務上の秘密や職務上知ることができた納税者などの情報は、本人の同意ないし
は法律で許されない限り、これを漏らしてはならないこととされている。これを税務職員の守秘義務
という。なお、税法上の守秘義務は公務員法上のものよりも重くなっている。

■公務員法と税法上の守秘義務の比較

守秘義務があるために、課税庁職員は、相手が公務員であるか私人であるかを問わず、他の者に、
職務上の秘密はもちろんのこと、職務上知ることができた納税者情報などを漏らしてはならないわけ
だ。ただ、このような納税者情報開示禁止原則は、法令の定めなどがある場合には、例外的に適用に
ならないことがある。この場合には、守秘義務が解除あるいは免除(違法阻却事由が拡大)され、納税
者情報の開示が許されることになる。

判例は、悪質な脱税や滞納などに関する納税者情報を開示・報道することが公益目的や租税正義に
資し、社会通念上相当と認められる場合(東京高判昭59.6.28判決・訟月30巻12号73頁)はＯＫとする。
なお、報道の自由(憲法21)を積極的にとらえ、一方で、公人などのプライバシーをより制限的にとら
えようようとする立場もある。この立場からは、正当な理由がある場合には、できるだけ広く守秘義
務を免除すべきことになる。

マスコミに脱税事件を公表した場合、
課税庁職員の守秘義務は解除されるのか？

《プライバシー・コラム》

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏
らしてはならない。その職を退いたといえ
ども同様とする。
(2)税法上の守秘義務(所税法243、法税法163、地税法22など)

違反は1年以下の懲役または３万円
以下の罰金

(1)公務員法上の守秘義務(国公法100①・109⑫、地公法34①・60②)

◯◯税に関する調査に関する事務に従事し
ているまたは従事していた者は、その事務
に関して知ることのできた秘密を漏らしま
たは盗用してはならない。

違反は2年以下の懲役または30万円
以下の罰金

*8(29p.) もちろん、複数の業種にわたって認可を受けることも可能です。

*9(30p.) オーストラリアの税理士制度と電子申告システムについて、詳しくは石村耕治・辻村祥造（監修）『こうすれ
ば税理士は生き残れる～開かれたオーストラリアの税理士制度に学ぶ』（2001年、日本コンピュータ税務研究

機構http://www.pij-web.net）参照）。

*10(31p.) 近年制定された法律では、「文書」に、「電磁的記録」、つまり「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ って
認識することができない方式で作られた記録」も含まれると明定されています（例えば、情報公開法2条2項参照）。

*11(31p.) 後（次号）に触れるように、行政手続オンライン化法案では、税務公官署に対する申告当は、書面を作成せず、政務書

類に対応する電磁的記録を作成し、そのまま電子送達を認めます。ですから、電子申告ファイルの作成は、自由業務に
なるとも解することができます。


